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平成３１年４月２６日現在

8/16
(金)

8/17
(土)

8/18
(日)

水球 江津市 江津市民プール

ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ 松江市 島根県立水泳プール

松江総合運動公園陸上競技場

松江総合運動公園補助競技場

島根県立浜山公園陸上競技場

島根県立浜山公園補助競技場

島根県立浜山公園球技場

出雲健康公園多目的運動場

3 松江市 松江総合運動公園庭球場

4 雲南市 さくらおろち湖ボート競技施設

5 奥出雲町 三成運動公園ホッケー場

6 松江市 くにびきメッセ多目的ホール

7 △○ ○ 松江市 鹿島総合体育館

競技 浜田市 島根県立体育館

新体操 松江市 松江市総合体育館

ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ 浜田市 島根県立石見武道館

9 △ ○ ○ 出雲市 島根県立浜山体育館

10 △ ○ 出雲市 出雲農林高校ウエイトリフティング場

11 △ ○ ○ 松江市 松江市総合体育館

12 △○ ○ 松江市 松江総合運動公園庭球場

13 出雲市 島根県立浜山体育館

14 △ ○ ○ 江津市 江津市民球場

15 岡山県真庭市 蒜山ホースパーク

16 △ ○ ○ 安来市 安来市民体育館

17 △ ○ 松江市 島根県立武道館

18 △ ○ ○ 雲南市

雲南市明石緑が丘公園山村広場
加茂中央公園野球場
木次運動公園野球場
大東公園野球場

19 松江市 鹿島総合体育館

20 出雲市 出雲ドーム

21 △○ △○ 松江市
島根県ライフル射撃場
立正大学淞南高等学校

22 出雲市 島根県立浜山体育館

23 出雲市
島根県立浜山公園陸上競技場
島根県立浜山公園補助競技場
島根県立浜山公園球技場

24 松江市
旧千酌小学校
Ｍ-Ｗall

美郷町大和カヌーコース

江の川くにびき国体記念コース

26 △ ○ 出雲市 島根県立浜山公園球技場

27 松江市 松江市総合体育館

28 △ ○ 雲南市 島根大東クレー射撃場

29 出雲市 島根県立浜山体育館サブアリーナ

30 出雲市 出雲会館センターボウル

31 浜田市 金城カントリークラブ

冬季 32 出雲市 宍道湖公園湖遊館

△監督会議　　○試合実施日

8月24日（土）△○・25日（日）○

バスケットボール

女子

少年男子

ソフトボール

馬術

軟式野球

ソフトテニス

開　催
市　町

松江市

出雲市

出雲市

会　　　　場

アーチェリー

スプリント
カヌー

ボクシング

美郷町

8月23日(金)△○・24日(土)○・25日(日)○

8月23日(金)△・24日(土)○・25日(日)○

8月24日（土）△・25日（日）○

7月13日(土)△・14日(日)○

スラローム
ワイルドウォーター

7月14日（日）△○・15日（月）○

卓球

スポーツクライミング

柔道

剣道

弓道

ラグビーフットボール

開　　催　　期　　間

8

8月9日（金）△・10日（土）○・11日（日）○・12日（月）○

8月9日（金）△・10日（土）○・11日（日）○・12日（月）○

7月13日（土）△・14日（日）○

8月2日（金）△・3日（土）○・4日（日）○

7月12日(金）△・13日（土）○・14日（日）○

8月9日(金)△・10日(土)○・11日(日)○・12日(月)○

8月9日（金）△・10日（土）○・11日（日）○・12日（月）○

第７４回国民体育大会（第７５回冬季大会）中国ブロック大会日程及び会場一覧

ホッケー

バレーボール

7月13日(土)△・14日(日)○

1 水　泳

テニス

ボート

季
別

本
　
大
　
会

アイスホッケー

クレー射撃

ボウリング

№ 競　　技　　名

成年男子

2 サッカー

25

ゴルフ

12月7日(土)△○・8日(日)○

7月20日(土)△・21日(日)○

6月21日(金)△・22日(土)○・23日(日)○

8月22日（木）△○・23日（金）○・24日（土）○・25日（日）○

空手道

5月25日(土)△・26日(日)○

7月17日(水)△・18日(木)○・19日(金)○

7月13日(土)△○・14日(日)○・15日(月)○

7月27日(土)△○・28日(日)○

なぎなた

ライフル射撃

7月5日(金)△・6日(土)○・7日(日)○

7月13日(土)△・14日(日)○

体操

フェンシング

バドミントン

ウエイトリフティング

8月10日(土)△○・11日(日)○

7月12日(金)△・13日(土)○

ハンドボール
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４ 宿 泊 ・ 弁 当 要 項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

５ 参 加 選 手 ・ 監 督 交 代 変 更 届 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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第 回国民体育大会 第 回冬季大会 中国ブロック大会実施要項

総 則

趣 旨

中国地区住民のスポーツに対する関心を高め、スポーツを普及振興することによって、健康

増進と体力の向上を図るとともに、各県の親善と友好を深め、健康で文化的な生活の確立に寄

与することを目的とした大会とし、併せて第 回国民体育大会 第 回冬季大会 の予選を行う。

主 催 公財 日本スポーツ協会

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

鳥取県教育委員会、島根県教育委員会、岡山県教育委員会

広島県教育委員会、山口県教育委員会

公財 鳥取県体育協会、 公財 島根県体育協会、 公財 岡山県スポーツ協会

公財 広島県体育協会、 公財 山口県体育協会

主 管 第 回国民体育大会中国ブロック大会島根県実行委員会

開催県競技団体

共 催 中国地区開催競技団体，中国高等学校体育連盟，中国中学校体育連盟

開催地市町，開催地市町教育委員会，開催地市町体育協会

後 援 スポーツ庁

１ 実施方針及び注意事項

大会は，本大会及び冬季大会とし、第 回国民体育大会 第 回冬季大会 実施要項によるブ

ロック予選競技の種別（種目）とする。

２ 実施競技

競 技 名 競技数

○本大会
水泳〔水球、アーティスティックスイミング〕、サッカー、テニス、ボート
ホッケー、ボクシング、バレーボール、体操〔競技、新体操、トランポリン〕
バスケットボール、ウエイトリフティング、ハンドボール、ソフトテニス
卓球、軟式野球、馬術、フェンシング、柔道、ソフトボール、バドミントン
弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、スポーツクライミング
カヌー〔スラローム・ワイルドウォーター、スプリント〕、アーチェリー
空手道、クレー射撃、なぎなた、ボウリング、ゴルフ

○冬季大会 アイスホッケー
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３ 会期と会場

会 期 競 技 名 会 場 地

月 日 土 ～ 月 日 日 カヌー（ＳＬ・ＷＷ） 美郷町

月 日（金）～ 月 日（日） スポーツクライミング 松江市

月 日 金 ～ 月 日 日 馬術 岡山県真庭市

７月 日 金 ～７月 日 月

（この間に実施）

水泳（アーティスティック）、テニス

ボート、体操（競技、新体操、トラン

ポリン）、カヌー（スプリント）、ボ

ウリング

松江市、浜田市

美郷町、出雲市

７月 日 水 ～ 月 日 日

（この間に実施）
ゴルフ、なぎなた 浜田市、出雲市

月 日 土 ～ 月 日 日 空手道 松江市

月 日（金）～ 月 日（日） 水泳（水球） 江津市

月 日（金）～ 月 日 月

（この間に実施）
サッカー、ホッケー、卓球

松江市、出雲市

奥出雲町

月 日 金 ～ 月 日 日

（この間に実施）

バレーボール、バスケットボール

ウエイトリフティング、ハンドボー

ル、ソフトテニス、軟式野球

フェンシング、柔道、ソフトボール

ライフル射撃、アーチェリー

クレー射撃

松江市、出雲市

江津市、安来市

雲南市

月 日 木 ～ 月 日 日）

（この間に実施）

ボクシング、バドミントン、弓道

剣道、ラグビーフットボール
松江市、出雲市

【冬季】

月 日 土 ～ 日 日
アイスホッケー 出雲市

４ 競技方法

競技別要項による。

５ 参加資格，所属県及び選手の年齢基準

選手及び監督の参加資格、所属県及び選手の年齢基準は、次のとおりとする。

なお、参加資格については、「第 回国民体育大会参加資格、所属都道府県及び年齢基準等

の解釈・説明」を併せて確認すること。

【公益財団法人日本スポーツ協会ホームページ 】

参加資格

ア 日本国籍を有する者であることとするが、選手及び監督のうち、次の者については，日

本国籍を有しない者であっても、大会に参加することができる。

ｱ 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち永住者（「日本国との平和条

約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める「特別永

住者」を含む）

ｲ 少年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校に在籍する学生又は生徒で、大会実施要項に

定める参加申込締切時に１年以上在籍していること。

ｂ 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、「留学」または「家族滞

在」（中学３年生）に該当していること。

第 回国民体育大会 第 回冬季大会 中国ブロック大会実施要項

総 則

趣 旨

中国地区住民のスポーツに対する関心を高め、スポーツを普及振興することによって、健康

増進と体力の向上を図るとともに、各県の親善と友好を深め、健康で文化的な生活の確立に寄

与することを目的とした大会とし、併せて第 回国民体育大会 第 回冬季大会 の予選を行う。

主 催 公財 日本スポーツ協会

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

鳥取県教育委員会、島根県教育委員会、岡山県教育委員会

広島県教育委員会、山口県教育委員会

公財 鳥取県体育協会、 公財 島根県体育協会、 公財 岡山県スポーツ協会

公財 広島県体育協会、 公財 山口県体育協会

主 管 第 回国民体育大会中国ブロック大会島根県実行委員会

開催県競技団体

共 催 中国地区開催競技団体，中国高等学校体育連盟，中国中学校体育連盟

開催地市町，開催地市町教育委員会，開催地市町体育協会

後 援 スポーツ庁

１ 実施方針及び注意事項

大会は，本大会及び冬季大会とし、第 回国民体育大会 第 回冬季大会 実施要項によるブ

ロック予選競技の種別（種目）とする。

２ 実施競技

競 技 名 競技数

○本大会
水泳〔水球、アーティスティックスイミング〕、サッカー、テニス、ボート
ホッケー、ボクシング、バレーボール、体操〔競技、新体操、トランポリン〕
バスケットボール、ウエイトリフティング、ハンドボール、ソフトテニス
卓球、軟式野球、馬術、フェンシング、柔道、ソフトボール、バドミントン
弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、スポーツクライミング
カヌー〔スラローム・ワイルドウォーター、スプリント〕、アーチェリー
空手道、クレー射撃、なぎなた、ボウリング、ゴルフ

○冬季大会 アイスホッケー
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ｳ 成年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者

ａ 少年種別年齢域にあった時点において前号（イ）に該当していた者であること。

ｂ 出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のうち、大会終了時において「留学」

に該当しないこと。

【注】上記（ウ）ｂについて、大学及び専修学校等に在籍する成年種別の年齢域に該当す

る者は、「出入国管理及び難民認定法」に定める「留学」以外の在留資格を有する場

合も「留学」と同等に扱う。

イ 選手及び監督は，所属県の当該競技団体会長と体育（スポーツ）協会会長が代表として認

め、選抜した者であること。

ウ 第 回又は 回大会（都道府県大会及びブロック大会を含む。）において選手及び監督

の資格で参加した者は、次の場合を除き、第 回又は 回大会と異なる都道府県から参加

することはできない。

ｱ 成年種別

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校を卒業した者

ｂ 結婚又は離婚に係る者

【注】 及び は当該要件発生後、初めて参加する者に限る。

ｃ ふるさと選手制度を活用する者（別記１「国民体育大会ふるさと選手制度」による。）

【注】別記３「ＪＯＣエリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を

受け、ふるさと選手として参加する者を含む。

ｄ 東日本大震災に係る参加資格特例措置を活用する者（別記５「東日本大震災に係

る選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」による。）

ｲ 少年種別

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校を卒業した者

ｂ 結婚又は離婚に係る者

ｃ 一家転住に係る者（別記２「『一家転住等』に伴う特例措置」による。）

【注】 から は当該要件発生後、初めて参加する者に限る。

ｄ ＪＯＣエリートアカデミーに在籍する者（別記３「ＪＯＣエリートアカデミーに係る

選手の参加資格の特例措置」による。）

東日本大震災に係る参加資格特例措置を活用する者（別記５「東日本大震災に係る

選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」による。）

エ 選手及び監督の兼任は、同一種別内に限る。

オ 選手及び監督は、回数を同じくする大会において、冬季大会及び本大会にそれぞれ１競

技に限り参加できる。

カ 選手及び監督は、回数を同じくする大会において、異なる都道府県から参加することは

できない。

キ 上記のほか、選手については次のとおりとする。

ｱ 健康診断を受け、健康であることが証明された者であること。

ｲ 県大会に参加し、これを通過した者であること。

ｳ ドーピング検査対象に選定された場合は、検査を受けなければならない。

ク 上記のほか、監督については公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日本スポーツ協会」

という）公認スポーツ指導者制度に基づく競技別指導者資格を有する者とし、各競技におけ

る対象資格については当該競技実施要項によるものとする。

所属都道府県

所属都道府県は、当該競技団体が限定する場合を除き、次のいずれかが属する県から選択

することができる。

ア 成年種別

ｱ 居住地を示す現住所

ｲ 勤務地

ｳ ふるさと（別記１「国民体育大会ふるさと選手制度」による。）
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【注】別記３「ＪＯＣエリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を

受け、ふるさと選手として参加する者を含む。

イ 少年種別

ｱ 居住地を示す現住所

ｲ 「学校教育法」第１条に規定する学校の所在地（以下、「学校所在地」という）

ｳ 勤務地

エ 別記３「ＪＯＣエリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」に定める小学

校の所在地

※ 「居住地を示す現住所」、「勤務地」、「学校所在地」のいずれかから参加する場合は、

年 月 日以前から大会終了時まで、引き続き当該地に、それぞれ居住、勤務、又

は通学していなければならない。ただし、次の者はこの限りではない。

【成年種別】

別記４「トップアスリートの国民体育大会参加資格の特例措置」の適用を受け

る場合

別記５「東日本大震災に係る選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」

の適用を受ける場合

【少年種別】

「一家転住」した場合

別記４「トップアスリートの国民体育大会参加資格の特例措置」の適用を受け

る場合

別記５「東日本大震災に係る選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」

の適用を受ける場合

選手の年齢基準

ア 選手の年齢基準については、下記を原則とする。

ｱ 成年種別に参加する者は、 年 月 日以前に生まれた者とする。

ｲ 少年種別に参加する者は、 年 月 日から 年 月 日までに生まれた者とす

る。

ｳ 年齢を区分している種別へ参加する者の年齢計算は， 年 月 日を基準とする。

イ 日本スポーツ協会が特に認める場合は、上記アにかかわらず，競技ごとに年齢区分を設定

することができる。ただし，年齢の下限は中学３年生（ 年 月 日から 年 月

日までに生まれた者とする。

前記の各事項に疑義のあるときは、日本スポーツ協会及び当該競技団体が調査・審議の上、

公益財団法人日本スポーツ協会がその可否を決定する。

別記１【国民体育大会ふるさと選手制度】

成年種別に出場する選手は、開催基準要項細則第３項〔本則第８項第１号及び第 項第

４号（参加資格及び年齢基準等）〕に基づき、下記のいずれかを拠点とした都道府県から

参加することができる。

ア 居住地を示す現住所

イ 勤務地

ウ ふるさと

「ふるさと」とは，卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地が属する都道府県

とする。

ただし、ＪＯＣエリートアカデミーに係る選手については、別記３「ＪＯＣエリートアカ

デミーに係る参加資格の特例措置」第３項により取り扱うものとする。

我が国の競技力向上を支援する観点より、日本国籍を有する者及び「永住者」について

は、日本における滞在期間に関わらず、本制度を活用できるものとする。

「ふるさと選手制度」を活用し参加を希望する選手は、予め所定の方法により「ふるさ

と」を登録しなければならない。

ｳ 成年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者

ａ 少年種別年齢域にあった時点において前号（イ）に該当していた者であること。

ｂ 出入国管理及び難民認定法に定める在留資格のうち、大会終了時において「留学」

に該当しないこと。

【注】上記（ウ）ｂについて、大学及び専修学校等に在籍する成年種別の年齢域に該当す

る者は、「出入国管理及び難民認定法」に定める「留学」以外の在留資格を有する場

合も「留学」と同等に扱う。

イ 選手及び監督は，所属県の当該競技団体会長と体育（スポーツ）協会会長が代表として認

め、選抜した者であること。

ウ 第 回又は 回大会（都道府県大会及びブロック大会を含む。）において選手及び監督

の資格で参加した者は、次の場合を除き、第 回又は 回大会と異なる都道府県から参加

することはできない。

ｱ 成年種別

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校を卒業した者

ｂ 結婚又は離婚に係る者

【注】 及び は当該要件発生後、初めて参加する者に限る。

ｃ ふるさと選手制度を活用する者（別記１「国民体育大会ふるさと選手制度」による。）

【注】別記３「ＪＯＣエリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」の適用を

受け、ふるさと選手として参加する者を含む。

ｄ 東日本大震災に係る参加資格特例措置を活用する者（別記５「東日本大震災に係

る選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」による。）

ｲ 少年種別

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校を卒業した者

ｂ 結婚又は離婚に係る者

ｃ 一家転住に係る者（別記２「『一家転住等』に伴う特例措置」による。）

【注】 から は当該要件発生後、初めて参加する者に限る。

ｄ ＪＯＣエリートアカデミーに在籍する者（別記３「ＪＯＣエリートアカデミーに係る

選手の参加資格の特例措置」による。）

東日本大震災に係る参加資格特例措置を活用する者（別記５「東日本大震災に係る

選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置」による。）

エ 選手及び監督の兼任は、同一種別内に限る。

オ 選手及び監督は、回数を同じくする大会において、冬季大会及び本大会にそれぞれ１競

技に限り参加できる。

カ 選手及び監督は、回数を同じくする大会において、異なる都道府県から参加することは

できない。

キ 上記のほか、選手については次のとおりとする。

ｱ 健康診断を受け、健康であることが証明された者であること。

ｲ 県大会に参加し、これを通過した者であること。

ｳ ドーピング検査対象に選定された場合は、検査を受けなければならない。

ク 上記のほか、監督については公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日本スポーツ協会」

という）公認スポーツ指導者制度に基づく競技別指導者資格を有する者とし、各競技におけ

る対象資格については当該競技実施要項によるものとする。

所属都道府県

所属都道府県は、当該競技団体が限定する場合を除き、次のいずれかが属する県から選択

することができる。

ア 成年種別

ｱ 居住地を示す現住所

ｲ 勤務地

ｳ ふるさと（別記１「国民体育大会ふるさと選手制度」による。）



－ 6－

なお、一度登録した「ふるさと」は、変更できないものとする。

「ふるさと」から参加する選手は、開催基準要項細則第３項－ － －③（国内移動

選手の制限）に抵触しないものとする。

「ふるさと選手制度」の活用については、原則として、１回につき２年以上連続とし、

利用できる回数は 回までとする。

参加都道府県は「ふるさと選手」を別に定める様式により、当該大会実施要項で定めた

参加申込み締切期日までに、日本スポーツ協会宛に提出する。

別記２【「一家転住等」に伴う特例措置】

転校への特例

１ 以下の内容をすべて満たすことにより、国内移動選手の制限（開催基準要項細則第３項

－ － －③）に抵触しないものとする。

この特例の対象は、少年種別年齢域の参加者に限る。

本特例を受けることができるのは、一家転住等やむを得ない理由に限ることとする。

なお、「一家転住等」とは、概ね次のことを言う。

ア 親の転勤による一家の転居

イ 親の結婚、離婚による一家の転居

ウ 上記以外に、やむを得ない理由による一家の転居

転居した時点に応じて、以下の手続きを終了していること。

ア 本特例を受けようとする参加者は、下記２ の場合は転居元、下記２ の場合は転

居先が属する都道府県体育（スポーツ）協会及び都道府県競技団体に対し、その旨報告

すること。

イ 報告を受けた都道府県体育（スポーツ）協会及び都道府県競技団体は、下記２ の場

合は転居先、下記２ の場合は、転居元が属する都道府県体育（スポーツ）協会及び

都道府県競技団体に対し、その旨報告し了承を得ること。

２ 本特例を受ける当該大会において、参加することができる都道府県は以下のとおりとす

る。

転居した時点において、以下に該当する場合は転居元が属する都道府県から参加す

ることができる。

ア 転居先が属する都道府県の代表が既に決定している場合

イ 当該参加者が、転居元が属する都道府県の代表として既に決定している場合

ウ 当該参加者が、転居元が属する都道府県の代表選考過程にある場合

転居した時点において、以下に該当する場合は転居先が属する都道府県から参加す

ることができる。

ア 転居元が属する都道府県において、当該大会における都道府県代表の選考が開始

されていない場合

別記３【ＪＯＣエリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置】

公益財団法人日本オリンピック委員会が実施する「ＪＯＣエリートアカデミー」に係る

選手のうち、次の に該当する者については、開催基準要項細則第３項及び別記１「国

民体育大会ふるさと選手制度」に関し、次の ～ の特例を適用する。

対象者

ア 少年種別年齢域の選手でＪＯＣエリートアカデミーに在籍する者

イ 成年種別年齢域の選手でＪＯＣエリートアカデミーを終了した者、または同アカ

デミーに在籍する者

少年種別年齢域の選手の所属都道府県

アに定める少年種別年齢域の選手は、その所属都道府県について、「居住地を示

す現住所」、「学校所在地」、「勤務地」のほか、卒業小学校の所在地が属する都道府県

を選択することができる。
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なお、同アカデミーへの入校時において小学生であった場合は、入校する直前まで通

学していた小学校の所在地が属する都道府県を選択することができる。

成年種別年齢域の選手の「ふるさと」

イに定める成年種別年齢域の選手は、別記１「国民体育大会ふるさと選手制度」

に定める卒業中学校又は卒業高等学校のいずれかの所在地が属する都道府県のほ

か、卒業小学校の所在地が属する都道府県を「ふるさと」とすることができる。

なお、同アカデミーへの入校時において小学生であった場合は、入校する直前まで通

学していた小学校の所在地が属する都道府県を「ふるさと」とすることができる。

国内移動選手の制限に係る例外適用

アに定める少年種別年齢域の選手が前回の大会（都道府県大会を含む）と異なる都

道府県から参加する場合、開催基準要項細則第３項－ － －③（国内移動選手の制

限）に抵触しないものとする。

【注】 イに定める成年種別年齢域の選手については、開催基準要項細則第３項－

－ －③（国内移動選手の制限）の規定に従い取り扱うものとする。

別記４【トップアスリートの国民体育大会参加資格の特例措置】

１ 特例の対象となる選手

本特例の対象となる選手は、下記の条件のいずれかを満たす者とする。

第 回オリンピック競技大会（ 年・リオデジャネイロ）に参加した者。

年 月 日時点で、下記のいずれかに該当し、各中央競技団体が本特例の対象

として認めた者。

ア ＪＯＣアスリートプログラム強化指定選手

イ 各競技（種目）における国内ランキング上位 位以内の者

ウ 中央競技団体が定めた強化指定選手

※ 強化指定ランクについては、各競技における全日本選手権大会入賞レベル以上のカ

テゴリーを対象とする。

２ 特例の内容

予選会の免除

本特例の対象となる選手については、都道府県予選会及びブロック大会を経ずに国民体育

大会本大会に参加することができるものとする。ただし、ブロック大会実施競技種目・種別

においては、当該都道府県代表選手又はチームがブロック大会に参加し、本大会参加枠を獲

得している場合とする。

資格要件（日数要件の緩和）

本特例の対象となる選手が所属都道府県として「居住地を示す現住所」又は「勤務地」を

選択する場合は、日数に関する要件を定めないこととし、以下のとおりとする。

ア 居住地を示す現住所

次の要件をいずれも満たすものとする。

ｱ 年 月 日以前から大会終了時まで引き続き、住民票又は外国人登録原票記載の

住所に存する都道府県において生活している実態があり、当該都道府県以外（海外を含

む）において生活している実態がないこと。

なお、生活の実態については、下記要件により判断する。

自ら所有する住居、又は自らの名義で住居を賃借していること

当該住居に生計を一にする家族と共に住んでいること

当該住居の水道光熱費など費用を自ら負担していること

当該住居に主要な家財道具が存すること

ｲ 合宿、試合等により当該都道府県外で活動を行う場合、当該都道府県を移動の起

点としていること

なお、一度登録した「ふるさと」は、変更できないものとする。

「ふるさと」から参加する選手は、開催基準要項細則第３項－ － －③（国内移動

選手の制限）に抵触しないものとする。

「ふるさと選手制度」の活用については、原則として、１回につき２年以上連続とし、

利用できる回数は 回までとする。

参加都道府県は「ふるさと選手」を別に定める様式により、当該大会実施要項で定めた

参加申込み締切期日までに、日本スポーツ協会宛に提出する。

別記２【「一家転住等」に伴う特例措置】

転校への特例

１ 以下の内容をすべて満たすことにより、国内移動選手の制限（開催基準要項細則第３項

－ － －③）に抵触しないものとする。

この特例の対象は、少年種別年齢域の参加者に限る。

本特例を受けることができるのは、一家転住等やむを得ない理由に限ることとする。

なお、「一家転住等」とは、概ね次のことを言う。

ア 親の転勤による一家の転居

イ 親の結婚、離婚による一家の転居

ウ 上記以外に、やむを得ない理由による一家の転居

転居した時点に応じて、以下の手続きを終了していること。

ア 本特例を受けようとする参加者は、下記２ の場合は転居元、下記２ の場合は転

居先が属する都道府県体育（スポーツ）協会及び都道府県競技団体に対し、その旨報告

すること。

イ 報告を受けた都道府県体育（スポーツ）協会及び都道府県競技団体は、下記２ の場

合は転居先、下記２ の場合は、転居元が属する都道府県体育（スポーツ）協会及び

都道府県競技団体に対し、その旨報告し了承を得ること。

２ 本特例を受ける当該大会において、参加することができる都道府県は以下のとおりとす

る。

転居した時点において、以下に該当する場合は転居元が属する都道府県から参加す

ることができる。

ア 転居先が属する都道府県の代表が既に決定している場合

イ 当該参加者が、転居元が属する都道府県の代表として既に決定している場合

ウ 当該参加者が、転居元が属する都道府県の代表選考過程にある場合

転居した時点において、以下に該当する場合は転居先が属する都道府県から参加す

ることができる。

ア 転居元が属する都道府県において、当該大会における都道府県代表の選考が開始

されていない場合

別記３【ＪＯＣエリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置】

公益財団法人日本オリンピック委員会が実施する「ＪＯＣエリートアカデミー」に係る

選手のうち、次の に該当する者については、開催基準要項細則第３項及び別記１「国

民体育大会ふるさと選手制度」に関し、次の ～ の特例を適用する。

対象者

ア 少年種別年齢域の選手でＪＯＣエリートアカデミーに在籍する者

イ 成年種別年齢域の選手でＪＯＣエリートアカデミーを終了した者、または同アカ

デミーに在籍する者

少年種別年齢域の選手の所属都道府県

アに定める少年種別年齢域の選手は、その所属都道府県について、「居住地を示

す現住所」、「学校所在地」、「勤務地」のほか、卒業小学校の所在地が属する都道府県

を選択することができる。
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イ 勤務地

次の要件をいずれも満たすものとする。

ｱ 年 月 日以前から大会終了時まで引き続き、雇用主と雇用契約を締結した

上で、当該都道府県内に存する雇用主の会社や事業所等に現実に通勤し、勤務している

こと。

ｲ 当該都道府県内で、競技普及活動等の事業に参加すること。

３ 国内移動選手の制限

本特例の対象となる選手の国内移動選手の制限については、国民体育大会開催基準要項細則

第３項－（１）－１）－③の通りとする。

別記５【東日本大震災に係る選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置】

１ 特例の対象となる被災地域都道府県

震災による被害状況及び影響等を総合的に勘案し、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨

城県、千葉県の６県を本特例の適用対象となる被災地域都道府県（以下「特例対象県」という。）

とする。

なお、特例対象県以外の都道府県において対応が必要となった場合は、個別に取り扱うこ

ととする。

２ 特例の内容

特例対象県を所属都道府県とする場合の要件緩和

ア 以下の選手及び監督は、「居住地を示す現住所」、「学校所在地」又は「勤務地」

の各要件を満たしていなくとも、当該特例対象県から参加することができる。

【特例の対象者】

被災地域から避難等、災害の影響によるやむを得ない事情によって、当該特例対象

県における「居住地を示す現住所」、「学校所在地」又は「勤務地」の各要件を満たす

ことができなくなった者。

ただし、以下の事項のいずれにも該当していること。

ア 年 月 日（震災発生時）時点において、当該特例対象県内に居住

又は勤務していた者。もしくは当該特例対象県の学校教育法第１条に規定する 学 校

に在籍していた者であること。

イ 災害が発生しなかったと仮定した場合、 年 月 日以前から各競技

会終了まで継続して当該特例対象県を「居住地を示す現住所」又は「勤務地」と

する要件を満たしていたと合理的に推測される者であること。

避難等による移動先の都道府県を所属都道府県とする場合の要件緩和

ア 被災地域からの避難等により、当該特例対象県と異なる都道府県に移動した以下の

選手及び監督については、移動先の都道府県から参加することができる。

なお、この場合、第 回及び第 回大会に当該特例対象県から参加していても、開

催基準要項細則第３項－ － －③（国内移動選手の制限）には抵触しないものとす

る。

【特例の対象者】

被災地域からの避難等、災害の影響によるやむを得ない事情によって、当該特例対

象県から移動せざるを得なかった者。

ただし、以下の事項のいずれにも該当していること。

ア 年 月 日時点において、当該特例対象県内に居住又は勤務してい

た者。もしくは当該特例対象県内の学校教育法第１条に規定する学校に在籍して

いた者であること、

イ 移動先の都道府県を「居住地を示す現住所」、「学校所在地」又は「勤務地」と

する要件を満たしていること。

なお、移動が生じた時期が 年 月 日以降の場合は、移動先の都道
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府県の予選開始までに要件を満たしていることとする。

【注】「居住地を示す現住所」及び「学校所在地」として参加を希望する者については、

当該自治体への住所に関する届出又は学籍に係る要件を満たしていなくとも、それに準

ずる公的な証明書類を提出でき、かつ移動先の都道府県に居住あるいは通学している実

態を有していると日本スポーツ協会が認めた場合、移動先の都道府県から出場すること

ができる。

イ 本項アを適用して避難等による移動先の都道府県から第 回大会に参加した者が、

第 回大会において、以下のような震災に係る理由により再度都道府県を移動して参

加する場合は、開催基準要項細則第３項－ － －③（国内移動選手の制限）には

抵触しないものとする。

〈例〉 ○ 避難先を離れ、当該特例対象県に戻る場合

○ 避難先を離れ、他の都道府県を「居住地を示す現住所」、「学校所在地」

又は「勤務地」とする場合

○ 他の都道府県に避難先を移す場合

避難等による移動先の属する都道府県において学校を卒業した場合の「ふるさと」選択

要件の緩和

避難等による移動先の属する都道府県において中学校または高等学校を卒業した者が、

成年種別年齢域に達した際、「国民体育大会ふるさと選手制度」を活用して参加する場合、

以下のいずれかを「ふるさと」として登録することができる。

① 卒業中学校または卒業高等学校の所在地

② 災害の発生した時点で在籍していた中学校または高等学校の所在地

なお、本特例を適用して上記②の学校所在地を「ふるさと」登録した場合についても、

卒業中学校または卒業高等学校の所在地を「ふるさと」とする場合と同様、一度登録した

「ふるさと」は変更できない。

【特例の対象者】

年度～ 年度に、避難等による移動先の属する都道府県において中学校または高

等学校を卒業した者。

６ 表 彰

第 回国民体育大会中国ブロック大会会長名で、各実施競技の各種別及び各種目の第 位か

ら第 位までに表彰状を授与する。

７ 参加申込み及び参加料

（１） 各県競技団体は、所定のＷｅｂページ 国体参加申込中国ブロック大会受付窓口 にアクセ

スし必要事項を入力の上、所属県体育（スポーツ）協会を通じて、定められた期限までに申

込み手続きを完了すること。 公印は省略とする。

【申込みＵＲＬ 】

（２） 参加申込み手続き時に、第 回国民体育大会 第 回冬季大会 中国ブロック大会実施要

項総則５ ア ｳ に該当する選手が出場する場合は、競技団体ごとの「ふるさと登録一覧表

ふるさと登録 」もアップロードすること。

（３） 第 回国民体育大会中国ブロック大会島根県実行委員会事務局は、島根県の実施競技団体

に参加申込情報を提供する。

（４） 参加申込み後の選手交代は、特別の事情がない限り認めない。特別の事情で選手交代する

場合には、別に定める変更届を提出する。

（５） 参加料は、選手、監督、本部役員一人あたり 円とし、９に示した期限までに指定の

口座に納入すること。

（６） 参加料については、納入後の払い戻しはしない。

イ 勤務地

次の要件をいずれも満たすものとする。

ｱ 年 月 日以前から大会終了時まで引き続き、雇用主と雇用契約を締結した

上で、当該都道府県内に存する雇用主の会社や事業所等に現実に通勤し、勤務している

こと。

ｲ 当該都道府県内で、競技普及活動等の事業に参加すること。

３ 国内移動選手の制限

本特例の対象となる選手の国内移動選手の制限については、国民体育大会開催基準要項細則

第３項－（１）－１）－③の通りとする。

別記５【東日本大震災に係る選手及び監督の国民体育大会参加資格の特例措置】

１ 特例の対象となる被災地域都道府県

震災による被害状況及び影響等を総合的に勘案し、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨

城県、千葉県の６県を本特例の適用対象となる被災地域都道府県（以下「特例対象県」という。）

とする。

なお、特例対象県以外の都道府県において対応が必要となった場合は、個別に取り扱うこ

ととする。

２ 特例の内容

特例対象県を所属都道府県とする場合の要件緩和

ア 以下の選手及び監督は、「居住地を示す現住所」、「学校所在地」又は「勤務地」

の各要件を満たしていなくとも、当該特例対象県から参加することができる。

【特例の対象者】

被災地域から避難等、災害の影響によるやむを得ない事情によって、当該特例対象

県における「居住地を示す現住所」、「学校所在地」又は「勤務地」の各要件を満たす

ことができなくなった者。

ただし、以下の事項のいずれにも該当していること。

ア 年 月 日（震災発生時）時点において、当該特例対象県内に居住

又は勤務していた者。もしくは当該特例対象県の学校教育法第１条に規定する 学 校

に在籍していた者であること。

イ 災害が発生しなかったと仮定した場合、 年 月 日以前から各競技

会終了まで継続して当該特例対象県を「居住地を示す現住所」又は「勤務地」と

する要件を満たしていたと合理的に推測される者であること。

避難等による移動先の都道府県を所属都道府県とする場合の要件緩和

ア 被災地域からの避難等により、当該特例対象県と異なる都道府県に移動した以下の

選手及び監督については、移動先の都道府県から参加することができる。

なお、この場合、第 回及び第 回大会に当該特例対象県から参加していても、開

催基準要項細則第３項－ － －③（国内移動選手の制限）には抵触しないものとす

る。

【特例の対象者】

被災地域からの避難等、災害の影響によるやむを得ない事情によって、当該特例対

象県から移動せざるを得なかった者。

ただし、以下の事項のいずれにも該当していること。

ア 年 月 日時点において、当該特例対象県内に居住又は勤務してい

た者。もしくは当該特例対象県内の学校教育法第１条に規定する学校に在籍して

いた者であること、

イ 移動先の都道府県を「居住地を示す現住所」、「学校所在地」又は「勤務地」と

する要件を満たしていること。

なお、移動が生じた時期が 年 月 日以降の場合は、移動先の都道
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８ 各県共催負担金

各県共催負担金の納入は、 年 月 日 金 までに、９に示した納入先に納付すること。

なお、納入については別途通知する。

９ 参加申込期限並びに参加料納入期限

参加申込期限

競 技 名 参加申込期限

カヌー（スラローム、ワイルドウォーター） 年 月 日 水

スポーツクライミング 年 月 日 月

馬術 年 月 日（月）

水泳（アーティスティック）、テニス、ボート

体操（競技、新体操、トランポリン）

カヌー スプリント 、ボウリング、ゴルフ

年 月 日 金

空手道、なぎなた 年 月 日 金

水泳 水球 、サッカー、ホッケー、卓球 年 月 日 金

その他の競技、本部役員 年 月 日 金

【冬季】 アイスホッケー 年 月 日 金

参加料の納入

第 回国民体育大会（第 回冬季大会）中国ブロック大会の参加料については、各県体育

（スポーツ）協会が取りまとめて、７月 日 水 までに次の納入先に振り込むこと。

なお、冬季競技については、 月 日（金）までに納入すること。

【納 入 先】第 回国民体育大会（第 回冬季大会）中国ブロック大会島根県実行委員会 会長 有澤 寛

【振込口座】山陰合同銀行 県庁支店 普通預金 №３６７７０６８

宿泊申込

島根県実行委員会から示された様式に基づき必要事項を入力後、別に定められた期限までに

参加申込みと同時に申込むこと。

各県選手団本部役員及び視察員

各県選手団本部役員は、団長・副団長・総監督及び総務とし、２０名以内とする。ただし、

冬季大会については５名以内とする。

なお、上記のほか５名以内の顧問を設けることができる。

視察員は、若干名とする。
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参加章の交付

参加章は、大会に参加した各県選手団本部役員、監督及び選手に交付する。

参加上の注意

各県選手は、競技に際し所属県名を明示したユニフォームを着用しなければならない。

各県の責任者において、全参加者の健康状態を十分に把握し、事故のないよう配慮すること。

開始式等

開始式を実施する場合は、競技ごとに各会場で行う。

プログラム編成会議・組合せ会議

関係競技団体と島根県実行委員会との責任において、プログラム編成会議を開催する。

組合せ会議の日程・会場は、各競技団体から別途連絡する。なお、会議に出席する代表者

の旅費は関係団体の負担とする。

大会記録本部

大会記録本部は、第 回国民体育大会中国ブロック大会島根県実行委員会事務局内に設置し、

競技ごとに発表する。

国民体育大会参加者傷害補償制度

公益財団法人日本スポーツ協会及び都道府県体育（スポーツ）協会は、国民体育大会参加者に

対する社会的責任体制を整えるとともに、大会参加者の相互扶助の精神に基づいた補償制度とし

て大会参加者 による国民体育大会参加者傷害補償制度を運営する。

本制度の対象となる参加者は、ブロック大会及び本大会に参加する本制度給付規定に定めら

れた選手、監督、選手団本部役員（顧問を含む）、視察員並びにその他選手団役員とする。

大会参加の都道府県体育（スポーツ）協会は、国民体育大会参加者傷害補償制度の対象とな

る参加者数に応じた制度負担金（一人あたり１，０００円）を公益財団法人日本スポーツ協会

に納入する。

その他

参加申込書・参加料及び宿泊申込書が定められた期限までに指定場所に届かない場合は、

理由のいかんを問わず、大会の参加を認めない。

その他の事項については、国体開催基準要項及び同細則による。

８ 各県共催負担金

各県共催負担金の納入は、 年 月 日 金 までに、９に示した納入先に納付すること。

なお、納入については別途通知する。

９ 参加申込期限並びに参加料納入期限

参加申込期限

競 技 名 参加申込期限

カヌー（スラローム、ワイルドウォーター） 年 月 日 水

スポーツクライミング 年 月 日 月

馬術 年 月 日（月）

水泳（アーティスティック）、テニス、ボート

体操（競技、新体操、トランポリン）

カヌー スプリント 、ボウリング、ゴルフ

年 月 日 金

空手道、なぎなた 年 月 日 金

水泳 水球 、サッカー、ホッケー、卓球 年 月 日 金

その他の競技、本部役員 年 月 日 金

【冬季】 アイスホッケー 年 月 日 金

参加料の納入

第 回国民体育大会（第 回冬季大会）中国ブロック大会の参加料については、各県体育

（スポーツ）協会が取りまとめて、７月 日 水 までに次の納入先に振り込むこと。

なお、冬季競技については、 月 日（金）までに納入すること。

【納 入 先】第 回国民体育大会（第 回冬季大会）中国ブロック大会島根県実行委員会 会長 有澤 寛

【振込口座】山陰合同銀行 県庁支店 普通預金 №３６７７０６８

宿泊申込

島根県実行委員会から示された様式に基づき必要事項を入力後、別に定められた期限までに

参加申込みと同時に申込むこと。

各県選手団本部役員及び視察員

各県選手団本部役員は、団長・副団長・総監督及び総務とし、２０名以内とする。ただし、

冬季大会については５名以内とする。

なお、上記のほか５名以内の顧問を設けることができる。

視察員は、若干名とする。
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（１）水泳競技（水球）

１ 期 日 ２０１９年８月２日（金）１４時００分～ 監督会議 
１５時３０分～ 競技開始 

                            ３日（土） ８時００分～ 入館時間

                                      ９時００分～ 開 会 式

                                      １０時００分～ 競技開始

４日（日） ８時００分～ 入館時間 
９時００分～ 競技開始 

１５時３０分～ 閉 会 式・表 彰 式

２ 会 場 江津市民プール

              〒 島根県江津市嘉久志町

江津市民プール

（島根スイミングスクール江津）

３ 種別及び参加人員

種 別 本大会出場数 監督 選 手 参加県数 計 備 考

少年男子 １ １ １１ ５ ６０ 混成・単独いずれでもよい 
女子 １ １ １１ ５ ６０ 混成・単独いずれでもよい 

４ 競技上の規定及び方法

  （１）競技規則 公益財団法人日本水泳連盟競技規則による。

  （２）試合方法 各県総当り、リーグ戦とする。 
（３）競技時間 

試合 第 ﾋﾟﾘｵﾄﾞ 休憩 第 ﾋﾟﾘｵﾄﾞ 休憩 第 ﾋﾟﾘｵﾄﾞ 休憩 第４ﾋﾟﾘｵﾄﾞ

時間（男） ８分 ２分 ８分 ３分 ８分 ２分 ８分

時間（女） ５分 ２分 ５分 ２分 ５分 ２分 ５分

（４）タイムアウト １試合につき２回タイムアウトを請求できる。

（５）エントリーできるのは１１名までとする。控えＧＫは、 １３として競技参加しフィー

ルダーも兼務 フィールダー用の帽子を着用 できる。控えＧＫ登録のないチームについ

ては、ゲーム中の申告より認められれば、ＧＫと２番から１１番の選手との交代ができ

る。

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

  （１）生徒（含む高等専門学校）は学校所在地、勤労者は勤務先、生徒・勤労者以外の者は居住

地を示す現住所の県からそれぞれ出場できる。

（２）生徒は、第一学年を除き在学１年未満の者は参加できない。又、同一学年での参加は１回

とする。

（３）勤務地及び居住地を示す住所から参加する者は、２０１９年４月３０日までに１年以上、

前者は勤務、後者は居住していなければならない。ただし、新卒者はこの限りではない。
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（４）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認水球コー

チ１、公認水球コーチ２、公認水球コーチ３、公認水球コーチ４、または公認水球教師、公認水

球上級教師、公認水球指導員、公認水球上級指導員のいずれかの資格を有するものとする。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参  加  料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

そ の 他

  （１）監督会議、２０１９年８月２日（金）１６：００～

江津市民体育館会議室

  （２）開会式・閉会式は、各チームの競技の服装で参加すること。

  （３）閉会式は、競技終了後に行う。

  （４）練習会場は、江津市民プールを予定する。 
（５）帯同審判を１名派遣すること。帯同審判を派遣できない場合は、運営費１日につき 20,000

円を監督会議で支払うこと。 
（６）女子の試合形式等はチーム数によって変える。 
（７）問い合わせ先 

島根県立江津高等学校 担当：田中 貴士

〒 島根県江津市都野津町 ℡：
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水泳競技（ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ）

１ 期 日 ２０１９年７月１４日（日）～７月１５日（月）

２ 会 場 島根県立水泳プール

松江市上乃木

３ 国体種目及び参加人員

種目・種別 国体出場県数 監督 選手

少年女子デュエット ３ １ ２

４ 競技方法 公財 日本水泳連盟アーティスティックスイミングスイミング競技規則による。

テクニカルルーティン規定要素はジュニア版を実施する。 

１ テクニカルルーティン ２分２０秒（増減１５秒）

２ フリールーティン ３分（増減１５秒）

※陸上動作は１０秒以内とする。

 ※伴奏音楽はＣＤの最初に録音し持参する。

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

総則５に定めるもののほか次による。

１  選手は、（公財）日本水泳連盟登録者 ２０１９年度 であること。

２ 少年種別の所属

生徒（高等専門学校を含む）は学校所在地から参加し、第１学年を除き在学１年未

満の者は参加できない。また種別を問わず、同一学年での参加は１回とする。

生徒以外の少年は、居住地を示す現住所の都道府県からそれぞれ参加する。

３ 選手の年齢基準

選手は、２００１年４月２日以降、２００５年４月１日までに生まれた者とする。

（４）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導員制度に基づく、公認水

泳コーチ１、公認水泳コーチ２、公認水泳コーチ３、公認水泳コーチ４、または公

認水泳教師、公認水泳上級教師、公認水泳指導員、公認水泳上級指導員のいずれか

の資格を有するものとする。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込み及び参加料

実施要項総則７による。

８ 競技日程（予定）

曲かけ練習 ２０１９年７月１４日（日）１０：００～

監督会議 ２０１９年７月１４日（日）１２：００～

９ 問い合わせ先

一般財団法人 島根県水泳連盟 ＡＳ委員会 竹内久美子

（４）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認水球コー

チ１、公認水球コーチ２、公認水球コーチ３、公認水球コーチ４、または公認水球教師、公認水

球上級教師、公認水球指導員、公認水球上級指導員のいずれかの資格を有するものとする。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参  加  料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

そ の 他

  （１）監督会議、２０１９年８月２日（金）１６：００～

江津市民体育館会議室

  （２）開会式・閉会式は、各チームの競技の服装で参加すること。

  （３）閉会式は、競技終了後に行う。

  （４）練習会場は、江津市民プールを予定する。 
（５）帯同審判を１名派遣すること。帯同審判を派遣できない場合は、運営費１日につき 20,000

円を監督会議で支払うこと。 
（６）女子の試合形式等はチーム数によって変える。 
（７）問い合わせ先 

島根県立江津高等学校 担当：田中 貴士

〒 島根県江津市都野津町 ℡：
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（２）サッカー競技

１ 期 日 ２０１９年８月９日（金）～ ８月１２日（月） 
９日（金）監督会議 

１０日（土）競技１日目 
１１日（日）競技２日目 
１２日（月）競技３日目

２ 会 場 成年男子 松江市：松江総合運動公園陸上競技場・補助競技場

              女 子  出雲市：浜山公園陸上競技場・補助競技場 
              少年男子 出雲市：浜山公園球技場・出雲健康公園多目的運動場 

３ 種別及び参加人員

種 別 国体出場数 監督 選 手
参加県

数
小 計 合 計

成年男子 １ １ １７（２） ５ ９０

２７５女 子 １ １ １７（２） ５ ９０

少年男子 ３ １ １６（２） ５ ８５

  ＊１．成年男子及び女子の監督は選手を兼ねることができる。 
＊２．選手の（ ）内の数字は、バックアップメンバーの数。

４ 競技上の規定及び競技方法

（１）競技規定

ア 試合の競技規則は、２０１９／２０２０公益財団法人日本サッカー協会競技規

則による。

    イ 試合開始前に登録された交代要員（成年男子・女子については最大６名、ただ

し監督が選手を兼ねる場合は７名、少年男子については最大５名）の内、５名ま

で交代が認められる。

ウ メンバー表は試合開始７０分前までに、大会本部に４枚を提出する。

エ 本大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場することができず、

それ以降の処置については、本大会の規律・フェアプレイ委員会で決定する。

オ 本大会期間中、警告を２回受けた選手は、次の１試合に出場することができな

い。注）ブロック大会での通算２回の警告による出場停止処分は、そのブロック

大会での処分が不可能ならば、以降の大会に持ち越されず消滅する。ただし、退

場を受けた場合、出場停止処分は以降の大会に持ち越されるものとする。

（２）試合の方法

ア 成年男子、女子は代表決定のトーナメント方式とする。（別掲）試合時間は７

０分（３５分ハーフ）とし、ハーフタイムのインターバルは１０分間とする。勝

敗が決しないときは２０分間（１０分ハーフ）の延長戦を行い、なお決しない時

はペナルティキック方式により勝敗を決定する。次年度の配置決定のため、順位

決定の試合もおこなう。 
イ 少年男子は変則リーグ戦方式とする。試合時間は７０分（３５分ハーフ）とし、
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ハーフタイムのインターバルは１０分間とする。勝敗が決しないときは２０分間

（１０分ハーフ）の延長戦を行い、なお決しない時はペナルティキック方式によ

り勝敗を決定する。

  （３）リーグ戦の順位決定法

ア 代表トーナメントの決定方法は、上記（２）項に記載のとおり。 
イ 女子

代表決定トーナメントの決定方法は、上記（２）項に記載のとおり。

ウ 少年男子

変則リーグ戦の決定方法は、

勝点を ７０分試合時間内での勝者 ：４点

延長戦による勝者 ：３点

ＰＫ方式による勝者 ：２点

ＰＫ方式による敗者 ：１点

７０分試合時間内での敗者 ：０点

勝点が同じ場合は、次の順番で順位を決定する。

① ：得失点差

② ：総得点数

③ ：当該チームの対戦結果

④ ：抽選

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

  （１）チーム編成

各県の成年男子、女子及び少年男子の代表チームは、単独、補強または選抜の

うちいずれかの方法により編成すること。

（２）成年男子

ア 公益財団法人日本サッカー協会定款第５０条により別途制定する「サッカー選

手の登録と移籍等に関する規則」第２条に定める登録選手が参加できる。

イ ２００２年１２月３１日以前に生まれた者が参加できる。

ウ 成年男子代表チームについて高２・３年生のみの編成は不可とし、高２・３年

生の登録できる人数は５名以内とする。

（３）女子

ア 公益財団法人日本サッカー協会定款第５０条により別途制定する「サッカー選

手の登録と移籍等に関する規則」第２条に定める登録選手が参加できる。

イ 中学３年生を含む２００５年４月１日以前に生まれた者が参加できる。 
（４）少年男子 

ア 公益財団法人日本サッカー協会定款第５０条により別途制定する「サッカー選

手の登録と移籍等に関する規則」第２条に定める登録選手が参加できる。

イ 中学３年生を含む２００５年４月１日以前に生まれた者から、２００３年１月

１日以降に生まれた者が参加できる。

（５）外国籍競技者の参加（総則第５抜粋）

ア 日本国籍を有する者であることとするが、選手及び監督のうち次の者について

は、日本国籍を有しない者であっても、大会に参加することができる。

（２）サッカー競技

１ 期 日 ２０１９年８月９日（金）～ ８月１２日（月） 
９日（金）監督会議 

１０日（土）競技１日目 
１１日（日）競技２日目 
１２日（月）競技３日目

２ 会 場 成年男子 松江市：松江総合運動公園陸上競技場・補助競技場

              女 子  出雲市：浜山公園陸上競技場・補助競技場 
              少年男子 出雲市：浜山公園球技場・出雲健康公園多目的運動場 

３ 種別及び参加人員

種 別 国体出場数 監督 選 手
参加県

数
小 計 合 計

成年男子 １ １ １７（２） ５ ９０

２７５女 子 １ １ １７（２） ５ ９０

少年男子 ３ １ １６（２） ５ ８５

  ＊１．成年男子及び女子の監督は選手を兼ねることができる。 
＊２．選手の（ ）内の数字は、バックアップメンバーの数。

４ 競技上の規定及び競技方法

（１）競技規定

ア 試合の競技規則は、２０１９／２０２０公益財団法人日本サッカー協会競技規

則による。

    イ 試合開始前に登録された交代要員（成年男子・女子については最大６名、ただ

し監督が選手を兼ねる場合は７名、少年男子については最大５名）の内、５名ま

で交代が認められる。

ウ メンバー表は試合開始７０分前までに、大会本部に４枚を提出する。

エ 本大会において退場を命じられた選手は、次の１試合に出場することができず、

それ以降の処置については、本大会の規律・フェアプレイ委員会で決定する。

オ 本大会期間中、警告を２回受けた選手は、次の１試合に出場することができな

い。注）ブロック大会での通算２回の警告による出場停止処分は、そのブロック

大会での処分が不可能ならば、以降の大会に持ち越されず消滅する。ただし、退

場を受けた場合、出場停止処分は以降の大会に持ち越されるものとする。

（２）試合の方法

ア 成年男子、女子は代表決定のトーナメント方式とする。（別掲）試合時間は７

０分（３５分ハーフ）とし、ハーフタイムのインターバルは１０分間とする。勝

敗が決しないときは２０分間（１０分ハーフ）の延長戦を行い、なお決しない時

はペナルティキック方式により勝敗を決定する。次年度の配置決定のため、順位

決定の試合もおこなう。 
イ 少年男子は変則リーグ戦方式とする。試合時間は７０分（３５分ハーフ）とし、
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ただし、いずれの者についても、継続的に日本に滞在していることとする。

（ア）「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち「永住者」（日本国

との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法）に

定める「特別永住者」を含む。）

（イ）少年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校に在籍する学生又は生徒で、「７参

加申込方法」で定めた参加申込締切時に１年以上在籍していること。

ｂ 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、「留学」又は「家

族滞在」（中学３年生）に該当していること。

（ウ）成年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者

ａ 少年種別年齢域にあった時点において前号（イ）に該当していた者である

こと。

ｂ 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、大会参加時から

終了時まで「留学」に該当しないこと。

［注］上記（ウ）ｂについて、大学及び専修学校等に在籍する成年種別の年齢

域に該当する者は、「出入国管理及び難民認定法」に定める「留学」以外の

在留資格を有する場合も「留学」と同等に扱う。

（６）監督

チーム（全種別）の監督は、公益財団法人日本サッカー協会公認指導者ライセ

ンスに基づく、ＪＦＡ公認Ｓ級コーチ、ＪＦＡ公認Ａ級コーチ（日本スポーツ協

会コーチ４）、ＪＦＡ公認Ｂ級コーチ（日本スポーツ協会コーチ３）のいずれか

を有するものとする。 

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参  加  料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。  

参加上の注意

  （１）参加申込後の変更

     ①   申し込締切後の変更は、疾病、傷病による場合並びに特別な場合のみとする。

疾病、傷病の場合には医師の診断書を添え、また特別な場合は（公益）財団法人

日本サッカー協会国体実施委員会の審議を経て、それぞれの場合において、当該

県体育（スポーツ）協会大会参加資格の認定を受けた上で、所定の様式により大

会開催日の５日前までに、申請がなされた場合のみ認める。 
② 開催日の５日前以降（大会期間中を含む）の変更は、疾病、傷病による場合並

びに特別な場合のみとする。疾病、傷病の場合には医師の診断書を添え、また特

別な場合は（公財）日本サッカー協会国体実施委員会の審議を経て、バックアッ

プメンバー２名（１名はゴールキーパー）のみ、所定の様式により申請が開催県

サッカー協会になされた場合のみ認める。各県サッカー協会は、変更申請を受理
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したのち、各県体育（スポーツ）協会へ所定の手続きをする。 
③ 感染症による場合は、医師の診断書を添え、所定の様式により申請が開催県

サッカー協会になされた場合のみ認める。

ア 開催県体育（スポーツ）協会

イ 開催県サッカー協会

（２）ユニフォーム

ア 必ず都道府県名を明示すること。

イ 背番号は成年男子、女子が１～１７番（監督が選手を兼ねる場合は（１～１８番）

少年男子は、１～１６番の通し番号とし、参加申込書に記載した番号と同じ番号

を付けること。

      ウ ユニフォームは、正副２色（シャツ、ショーツ、ソックス、ＧＫ用共）を参加

申込書に記入すること。参加申込書提出後のユニフォーム、背番号の変更は認め

ない。

    エ ユニフォームの広告表示は認めない。

オ その他の事項については、公益財団法人日本サッカー協会ユニフォーム規定に

よる。

（３）参加チームの監督は、代表者会議への出席を義務付ける。なお、主管協会に届け

出た上で代理者の出席を認める。

（４）大会要項に違反したり、その他不都合な行為のあったときは、そのチームの出場

を停止することもある。

その他 代表者会議（監督会議）

                日 時 ２０１９年８月９日（金）１６：００～                
 場 所 浜山公園陸上競技場 役員室

 

ただし、いずれの者についても、継続的に日本に滞在していることとする。

（ア）「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち「永住者」（日本国

との平和条約に基づき日本国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法）に

定める「特別永住者」を含む。）

（イ）少年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者

ａ 「学校教育法」第１条に規定する学校に在籍する学生又は生徒で、「７参

加申込方法」で定めた参加申込締切時に１年以上在籍していること。

ｂ 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、「留学」又は「家

族滞在」（中学３年生）に該当していること。

（ウ）成年種別年齢域に該当し、次の要件をいずれも満たす者

ａ 少年種別年齢域にあった時点において前号（イ）に該当していた者である

こと。

ｂ 「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、大会参加時から

終了時まで「留学」に該当しないこと。

［注］上記（ウ）ｂについて、大学及び専修学校等に在籍する成年種別の年齢

域に該当する者は、「出入国管理及び難民認定法」に定める「留学」以外の

在留資格を有する場合も「留学」と同等に扱う。

（６）監督

チーム（全種別）の監督は、公益財団法人日本サッカー協会公認指導者ライセ

ンスに基づく、ＪＦＡ公認Ｓ級コーチ、ＪＦＡ公認Ａ級コーチ（日本スポーツ協

会コーチ４）、ＪＦＡ公認Ｂ級コーチ（日本スポーツ協会コーチ３）のいずれか

を有するものとする。 

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参  加  料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。  

参加上の注意

  （１）参加申込後の変更

     ①   申し込締切後の変更は、疾病、傷病による場合並びに特別な場合のみとする。

疾病、傷病の場合には医師の診断書を添え、また特別な場合は（公益）財団法人

日本サッカー協会国体実施委員会の審議を経て、それぞれの場合において、当該

県体育（スポーツ）協会大会参加資格の認定を受けた上で、所定の様式により大

会開催日の５日前までに、申請がなされた場合のみ認める。 
② 開催日の５日前以降（大会期間中を含む）の変更は、疾病、傷病による場合並

びに特別な場合のみとする。疾病、傷病の場合には医師の診断書を添え、また特

別な場合は（公財）日本サッカー協会国体実施委員会の審議を経て、バックアッ

プメンバー２名（１名はゴールキーパー）のみ、所定の様式により申請が開催県

サッカー協会になされた場合のみ認める。各県サッカー協会は、変更申請を受理
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対戦の概要 
ア）成年男子の部 代表決定トーナメント  

会場：松江市 松江総合運動公園陸上競技場 ①③⑤ 
松江総合運動公園補助競技場 ②④ 

 
 
 
 
 
 

１日目 ① 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ）女子の部 代表決定トーナメント 
会場：出雲市 浜山公園陸上競技場 ①③⑤ 

浜山公園補助競技場 ②④ 
 

 
 

 
 
 

１日目 ① 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

山口 岡山 鳥取 島根 広島 

  

 

（１位 中国地域代表） 
負け（２位 中国地域代表 ） 

３ 日 目 ⑤

④① ２日目③

① 

試合開始時間 
全１０：００ 

（予定） 

← 前年度順位による 

２日目②

① 

負け（５位） 

(３位) →負け（４位） 

３ 日 目 ④

① 

１ ２ ３ ４ ５ 

→ 

 
 

広島 島根 鳥取 岡山 山口 

  

 

（１位 中国地域代表） 
負け（２位 中国地域代表） 

３ 日 目 ⑤

① ２日目③

① 

試合開始時間 
全１０：００ 

（予定） 

← 前年度順位による 

２日目②

① 

負け（５位） 

(３位) →負け（４位） 

３日目④ 

１ ２ ３ ４ ５ 

→ 
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ウ）少年男子の部 変則リーグ 

会場：出雲市 浜山公園球技場 ①③⑤ 
出雲健康公園多目的運動場 ②④ 

 
  
  
 
 
 
 
 
 

変則リーグ戦の概要 
１・２位までが 中国地域代表 
※組み合わせ順位は 中国 、 の勝ち点による。（ 月１日最終）

１位＝Ａ ２位＝Ｂ ３位＝Ｃ ４位＝Ｄ ５位＝Ｅ

問い合わせ先

（一社）島根県サッカー協会事務局

〒 島根県松江市黒田町４５４－９

日  対 戦 試合開始時間 

１日目 ①  Ａ ＶＳ Ｅ 予定

2 日目 
②  Ｃ ＶＳ Ｄ 予定 

③  Ｂ ＶＳ Ｅ 予定 

3 日目 
④  Ａ ＶＳ Ｄ 予定 
⑤  Ｃ ＶＳ Ｂ 予定 

Ｃ Ｂ 

Ａ 

Ｅ Ｄ 

対戦の概要 
ア）成年男子の部 代表決定トーナメント  

会場：松江市 松江総合運動公園陸上競技場 ①③⑤ 
松江総合運動公園補助競技場 ②④ 

 
 
 
 
 
 

１日目 ① 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ）女子の部 代表決定トーナメント 
会場：出雲市 浜山公園陸上競技場 ①③⑤ 

浜山公園補助競技場 ②④ 
 

 
 

 
 
 

１日目 ① 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

山口 岡山 鳥取 島根 広島 

  

 

（１位 中国地域代表） 
負け（２位 中国地域代表 ） 

３ 日 目 ⑤

④① ２日目③

① 

試合開始時間 
全１０：００ 

（予定） 

← 前年度順位による 

２日目②

① 

負け（５位） 

(３位) →負け（４位） 

３ 日 目 ④

① 

１ ２ ３ ４ ５ 

→ 

 
 

広島 島根 鳥取 岡山 山口 

  

 

（１位 中国地域代表） 
負け（２位 中国地域代表） 

３ 日 目 ⑤

① ２日目③

① 

試合開始時間 
全１０：００ 

（予定） 

← 前年度順位による 

２日目②

① 

負け（５位） 

(３位) →負け（４位） 

３日目④ 

１ ２ ３ ４ ５ 

→ 
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（３）テニス競技

１ 期 日 ２０１９年７月１２日（金）・１３日（土）・１４日（日） 
１２日（金）監督会議・前日練習 
１３日（土）競技１日目

１４日（日）競技２日目

２ 会 場 松江市 松江総合運動公園テニスコート

〒 松江市上乃木

３ 種別及び参加人員

種 別 本大会出場数 監督 選手 参加県数 計

成年男子 ３
１

２ ５ １０

成年女子 ３ ２ ５ １０

※選手・監督の兼任はできない。

４ 競技上の規定及び競技方法

  （１）競技規則は、公益財団法人日本テニス協会発行「ＪＴＡルールブック２０１９」

を適用する。

  （２）競技は、各種別とも３ポイント（単２・複１）とし、全てリーグ戦とする。

（３）順位決定は「ＪＴＡルールブック２０１９」ラウンドロビン決定方法とする。

（４）試合は、全て８ゲームプロセット、ノーアドバンテージ方式で行う。

  （５）使用球：公益財団法人日本テニス協会公認球（ダンロップフォート）

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定める者のほか、次による。

  （１）公益財団法人日本テニス協会の登録選手（一般、プロフェッショナル）若しくは、

都道府県テニス協会及び傘下組織に登録した選手であること。 
（２）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認

テニスコーチ２、公認テニスコーチ３、公認テニスコーチ４、または公認テニス教

師、公認テニス上級教師の何れかの資格を有する者であること。（教師はＪＰＴＡ

資格保有者も含む）

（３）参加資格や年齢基準の解釈については、公益財団法人日本スポーツ協会ホームペ

ージを参照。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参  加  料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法  実施要項総則１０による。

参加上の注意

  （１）参加申し込み締め切り後の監督・選手の変更は、疾病・傷害・妊娠など特別な場

合に限り認めるものとし、診断書を添付する。その届出は前日の監督会議までとす
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る。

  （２）監督会議：７月１２日（金）１６：００～ 
松江総合運動公園西側テニスコートクラブハウス

（３）開始式 ：７月１３日（土） ９：００～ 
 

問合せ先

島根県テニス協会事務局 芦山洋子

〒 島根県松江市上乃木

（３）テニス競技

１ 期 日 ２０１９年７月１２日（金）・１３日（土）・１４日（日） 
１２日（金）監督会議・前日練習 
１３日（土）競技１日目

１４日（日）競技２日目

２ 会 場 松江市 松江総合運動公園テニスコート

〒 松江市上乃木

３ 種別及び参加人員

種 別 本大会出場数 監督 選手 参加県数 計

成年男子 ３
１

２ ５ １０

成年女子 ３ ２ ５ １０

※選手・監督の兼任はできない。

４ 競技上の規定及び競技方法

  （１）競技規則は、公益財団法人日本テニス協会発行「ＪＴＡルールブック２０１９」

を適用する。

  （２）競技は、各種別とも３ポイント（単２・複１）とし、全てリーグ戦とする。

（３）順位決定は「ＪＴＡルールブック２０１９」ラウンドロビン決定方法とする。

（４）試合は、全て８ゲームプロセット、ノーアドバンテージ方式で行う。

  （５）使用球：公益財団法人日本テニス協会公認球（ダンロップフォート）

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定める者のほか、次による。

  （１）公益財団法人日本テニス協会の登録選手（一般、プロフェッショナル）若しくは、

都道府県テニス協会及び傘下組織に登録した選手であること。 
（２）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認

テニスコーチ２、公認テニスコーチ３、公認テニスコーチ４、または公認テニス教

師、公認テニス上級教師の何れかの資格を有する者であること。（教師はＪＰＴＡ

資格保有者も含む）

（３）参加資格や年齢基準の解釈については、公益財団法人日本スポーツ協会ホームペ

ージを参照。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参  加  料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法  実施要項総則１０による。

参加上の注意

  （１）参加申し込み締め切り後の監督・選手の変更は、疾病・傷害・妊娠など特別な場

合に限り認めるものとし、診断書を添付する。その届出は前日の監督会議までとす
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（４）ボート競技

１ 期 日 ２０１９年７月１３日（土）・１４日（日） 
１３日（土）監督会議 
１４日（日）競技日

２ 会 場 雲南市・奥出雲町 さくらおろち湖ボートコース

３ 種別及び参加人員

種 別 種 目 本大会出場数 監督 選手 参加県数 小計 監督計 選手計 合計

成年男子
舵手つきフォア ２ 

６

以内

６ ５ ３０

３０ １７０ ２００

シングルスカル ２ １ ５ ５

成年女子

舵手つきクォドルプル ３ ６ ５ ３０

ダブルスカル １ ２ ５ １０

シングルスカル ２ １ ５ ５

少年男子

舵手つきクォドルプル ２ ６ ５ ３０

ダブルスカル ２ ２ ５ １０

シングルスカル ３ １ ５ ５

少年女子

舵手つきクォドルプル ２ ６ ５ ３０

ダブルスカル ２ ２ ５ １０

シングルスカル ２ １ ５ ５

４ 競技上の規定及び競技方法

  （１）競技規則は、（公社）日本ボート協会の競漕規則により行う。

  （２）各種別、各種目に参加するクルーは、各県協会が決定した各県代表１クルーずつ

とする。

（３）競技は、各種目とも決勝として競漕を行い、上位から本大会出場枠数においてブ

ロック代表とする。なお、同着の場合は当該クルーのみで決定レースを行い決定す

る。

（４）競漕レーンは、代表者会議で抽選する。

  （５）競漕艇は、（公社）日本ボート協会制定規格の軽量艇、重量艇を主催者で準備す

る。ただし、規格艇で競漕委員会が認めた場合には、自艇参加を認める。

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

（１）選手は、各県協会所属のボート団体員で、（公社）日本ボート協会に対し、本年

度の団体登録、選手登録の完了の者及び今国体参加のため、当該県選手として認め

られた者とする。

（２）クルー構成は、単一チーム又は当該県協会に所属する２チーム以上の混成でもよ

いが、各県協会が推薦した者とする。

（３）監督のエントリーは、実施要項に準ずる。

（４）選手のエントリーは、１人１種目とする。

（５）申し込み後の選手変更は、原則として認めない。

（６）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認

ボートコーチ１、公認ボートコーチ２、公認ボートコーチ３、公認ボートコーチ４

のいずれかの資格を有していること。
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６ 表 彰 実施要項総則６による。                           
 
７ 参加申込並びに参加料 実施要項総則７による。 
 
８ 参加申込期限並びに参加料納入期限 実施要項総則９による。

９ 宿 泊 申 込 実施要項総則１０による。

参加上の注意

  （１）公式練習は、７月１３日 土 １１時００分から１５時００分までとし、別途連絡

する。なお、自艇参加クルーについては、公式練習時間帯内で行うこととし、借

艇クルーについては配艇時間を設ける。ただし、気象条件および特段の理由によ

り変更する場合もある。 
（２）選手全員のユニフォームは、統一され、県名及びクルー名を表示したもので確認

できるものであること。

  （３）救命具の取り扱いについては、競漕規則に定められた通りとする。

（４）バウナンバープレートは、島根県ボート協会が準備する。

（５）舵手の計量時間については、代表者会議で説明する。

  （６）アッセンブリー及びストレッチャーについて

①Ｌ版を含むアッセンブリー及びボルト・ナット類は持参すること。借用を必要と

する場合には、配艇係に申し出ること。

②ストレッチャーの取替えを認める。ただし取替える場合には、配艇係に申し出る

こと。

  （７）参加クルーがオール等の用具を送る場合には、別途ご相談ください。 

その他

 （１）諸会議

会 議 名 日 程 会 場

常 任 委 員 会 ７月１３日（土）１２時００分～１４時３０分

松江市内

ホテル

審 判 会 議 ７月１３日（土）１４時３０分～１５時３０分

連 盟 総 会 ７月１３日（土）１５時３０分～１６時３０分

開始式・代表者会議 ７月１３日（土）１７時００分～１８時００分

表彰式 ７月１４日（日） 各競漕終了３０分後

さくらおろち

湖ボートコー

ス大会本部前

（２）問い合わせ先

         〒 島根県ボート協会 松尾寿治

島根県松江市淞北台 携帯

（４）ボート競技

１ 期 日 ２０１９年７月１３日（土）・１４日（日） 
１３日（土）監督会議 
１４日（日）競技日

２ 会 場 雲南市・奥出雲町 さくらおろち湖ボートコース

３ 種別及び参加人員

種 別 種 目 本大会出場数 監督 選手 参加県数 小計 監督計 選手計 合計

成年男子
舵手つきフォア ２ 

６

以内

６ ５ ３０

３０ １７０ ２００

シングルスカル ２ １ ５ ５

成年女子

舵手つきクォドルプル ３ ６ ５ ３０

ダブルスカル １ ２ ５ １０

シングルスカル ２ １ ５ ５

少年男子

舵手つきクォドルプル ２ ６ ５ ３０

ダブルスカル ２ ２ ５ １０

シングルスカル ３ １ ５ ５

少年女子

舵手つきクォドルプル ２ ６ ５ ３０

ダブルスカル ２ ２ ５ １０

シングルスカル ２ １ ５ ５

４ 競技上の規定及び競技方法

  （１）競技規則は、（公社）日本ボート協会の競漕規則により行う。

  （２）各種別、各種目に参加するクルーは、各県協会が決定した各県代表１クルーずつ

とする。

（３）競技は、各種目とも決勝として競漕を行い、上位から本大会出場枠数においてブ

ロック代表とする。なお、同着の場合は当該クルーのみで決定レースを行い決定す

る。

（４）競漕レーンは、代表者会議で抽選する。

  （５）競漕艇は、（公社）日本ボート協会制定規格の軽量艇、重量艇を主催者で準備す

る。ただし、規格艇で競漕委員会が認めた場合には、自艇参加を認める。

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

（１）選手は、各県協会所属のボート団体員で、（公社）日本ボート協会に対し、本年

度の団体登録、選手登録の完了の者及び今国体参加のため、当該県選手として認め

られた者とする。

（２）クルー構成は、単一チーム又は当該県協会に所属する２チーム以上の混成でもよ

いが、各県協会が推薦した者とする。

（３）監督のエントリーは、実施要項に準ずる。

（４）選手のエントリーは、１人１種目とする。

（５）申し込み後の選手変更は、原則として認めない。

（６）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認

ボートコーチ１、公認ボートコーチ２、公認ボートコーチ３、公認ボートコーチ４

のいずれかの資格を有していること。
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（５）ホッケー競技

１ 期 日 ２０１９年８月１０日（土）・１１日（日）・１２日（月）（３日間）

種 別 ８月 ９日（金） ８月１０日（土） ８月１１日（日） ８月１２日（月）

成年男子

監督・主将会議

１回戦 準決勝戦 決勝戦

成年女子 １回戦 準決勝戦 決勝戦

少年男子 １回戦・準決勝戦 準決勝戦 決勝戦

少年女子 １回戦・準決勝戦 準決勝戦 決勝戦

２ 会 場 仁多郡奥出雲町三成１８８ 三成公園ホッケー場

３ 種別及び参加人員

種 別 本大会出場数 監督 選手 参加県数 小計 合 計

成年男子 １ １ １８ ５ ９５  

３８０成年女子 １ １ １８ ５ ９５

少年男子 １ １ １８ ５ ９５

少年女子 １ １ １８ ５ ９５

４ 競技上の規定及び競技方法

  （１）公益社団法人日本ホッケー協会２０１９年度版ホッケー競技規則及び競技運営規則による。

１クォーター クォーター間 ２クォーター ハーフタイム ３クォーター クォーター間 ４クォーター

１５分 ２分 １５分 １０分 １５分 ２分 １５分

（２）クォーター制で実施するが、得点・ペナルティーコーナーのときは時間を止めずノンスト

ップ方式で実施する。 
（３）試合方式は、トーナメント方式で優勝を決定し、３位決定戦は行わない。 
（４）上記試合時間内に勝敗が決定しないときは、シュートアウト戦を行い、勝敗を決定する。 
（５）大会 TD の判断により、サジェスションアンパイアを配置する場合（試合）もある。 
（６）少年種別はマウスガードの装着を義務付ける。（やむをえない事情により装着できない場

合は、未装着届を大会 TD に提出しなければならない） 
 

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

第７４回国民体育大会参加資格、所属府県及び選手の年齢基準によるもののほか次による。

（１）監督・選手は公益社団法人日本ホッケー協会に登録していること。

（２）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認ホッケー

コーチ３、公認ホッケーコーチ４のいずれかの資格を有するものとする。

（３）参加申し込み締切後の選手変更は、疾病、傷害、その他の都合等やむをえない場合のみ認

めるものとし、競技開始３日前【２０１９年８月７日（水）】午後５時までに必要手続き

を完了した書類をもって、下記の〈A〉〈B〉に届けなければならない。なお、交代者・追

加者は、都道府県の予選会に出場した選手（登録したもの）の中から行うこととし、その
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人員は全種別とも６名以内とする。 

（４）参加資格に疑義があるときは、公益社団法人日本ホッケー協会及び公益財団法人日本スポ

ーツ協会がこれを調査、審議して決定する。なお、不正が発覚した場合はチームの出場を

取り消す。

６ 参加上の注意

（１）選手のユニフォームは２種類用意し、明確に都道府県名（上着）及び背番号の標識を標

示すること。また都道府県名以外（背番号は除く）の標識の標示は一切認めない。背番号

は１～１８番とし、参加申し込み後の背番号の変更は認めない。

（２）各チームの主将は、キャプテンマークを準備し、試合に必ずつけること。

（３）その他、不適切な行為があったときは、そのチームの出場を停止することがある。

７ 開 始 式

       日 時 ２０１９年８月９日（木）午後５時から ＊監督・主将のみ参加する。

会 場 カルチャープラザ仁多 会議室

〒 仁多郡奥出雲町三成

＊監督・主将のみ参加すること。やむをえない理由で監督や主将が参加できない場合は、

必ず大会 TD の許可を必要とし、代理者を出席させること。その代理者について、監督

は登録した同種別内のコーチ、主将は登録した選手のなかからでなければならない。 

また、同府県内の他の種別の人員は代理者になることはできない。 

８ 監督・主将会議

  開始式終了後、ただちに同会場でおこなう。

＊ユニフォームを２種類持参すること。 

（ゴールキーパーはフィールドプレーヤーと色の異なる２種類を持参。ただし上着のみで可）

＊２０１９年度の公益財団法人日本ホッケー協会登録証（写真添付済み）を必ず持参し確認を

受ける。この登録証は試合会場に持参し、試合開始前に整列したとき提示しなければならない。

９ 問い合わせ先 

島根県ホッケー協会事務局 阿合勝美 

〒 仁多郡奥出雲町大馬木

電話

（５）ホッケー競技

１ 期 日 ２０１９年８月１０日（土）・１１日（日）・１２日（月）（３日間）

種 別 ８月 ９日（金） ８月１０日（土） ８月１１日（日） ８月１２日（月）

成年男子

監督・主将会議

１回戦 準決勝戦 決勝戦

成年女子 １回戦 準決勝戦 決勝戦

少年男子 １回戦・準決勝戦 準決勝戦 決勝戦

少年女子 １回戦・準決勝戦 準決勝戦 決勝戦

２ 会 場 仁多郡奥出雲町三成１８８ 三成公園ホッケー場

３ 種別及び参加人員

種 別 本大会出場数 監督 選手 参加県数 小計 合 計

成年男子 １ １ １８ ５ ９５  

３８０成年女子 １ １ １８ ５ ９５

少年男子 １ １ １８ ５ ９５

少年女子 １ １ １８ ５ ９５

４ 競技上の規定及び競技方法

  （１）公益社団法人日本ホッケー協会２０１９年度版ホッケー競技規則及び競技運営規則による。

１クォーター クォーター間 ２クォーター ハーフタイム ３クォーター クォーター間 ４クォーター

１５分 ２分 １５分 １０分 １５分 ２分 １５分

（２）クォーター制で実施するが、得点・ペナルティーコーナーのときは時間を止めずノンスト

ップ方式で実施する。 
（３）試合方式は、トーナメント方式で優勝を決定し、３位決定戦は行わない。 
（４）上記試合時間内に勝敗が決定しないときは、シュートアウト戦を行い、勝敗を決定する。 
（５）大会 TD の判断により、サジェスションアンパイアを配置する場合（試合）もある。 
（６）少年種別はマウスガードの装着を義務付ける。（やむをえない事情により装着できない場

合は、未装着届を大会 TD に提出しなければならない） 
 

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

第７４回国民体育大会参加資格、所属府県及び選手の年齢基準によるもののほか次による。

（１）監督・選手は公益社団法人日本ホッケー協会に登録していること。

（２）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認ホッケー

コーチ３、公認ホッケーコーチ４のいずれかの資格を有するものとする。

（３）参加申し込み締切後の選手変更は、疾病、傷害、その他の都合等やむをえない場合のみ認

めるものとし、競技開始３日前【２０１９年８月７日（水）】午後５時までに必要手続き

を完了した書類をもって、下記の〈A〉〈B〉に届けなければならない。なお、交代者・追

加者は、都道府県の予選会に出場した選手（登録したもの）の中から行うこととし、その
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（６）ボクシング

１ 期 日 ２０１９年８月２３日（金）・２４日（土）・２５日（日）

種 別 ８月２３日（金） ８月２４日（土） ８月２５日 日

成年男子 選手確認会議・予選 準 決 勝 決 勝

成年女子 選手確認会議・予選 準 決 勝 決 勝

少年男子 選手確認会議・予選 準 決 勝 決 勝

２ 会 場 くにびきメッセ 多目的ホール

〒 島根県松江市学園南 丁目

３ 種別及び参加人員

種 別 本大会出場数 監督 選手 参加県数 小計 合 計

成年男子 ２ １ ５ ５ ３０

７０成年女子 １ １ １ ５ １０

少年男子 ２ １ ５ ５ ３０

４ 競技上の規定及び競技方法

（１）競技規則は日本ボクシング連盟競技規則を適用する。

（２）各県のチーム編成は次の階級とする。

〈成年男子〉

ライトフライ、フライ、ライトバンタム、バンタム、フェザー、ライト、ライトウェル

ター、ウェルター、ミドル、ライトヘビーの以上１０階級の中から５階級を選んだ者と

する。（各県１階級１名）

〈成年女子〉

フライ級の１階級

〈少年男子〉

ピン、ライトフライ、フライ、バンタム、ライト、ライトウェルター、ウェルター、ミ

ドルの以上８階級の中から５階級を選んだ者とする。（各県１階級１名）

（３）競技は、各階級ごとにトーナメント方式で行う。

（４）競技時間

種 別 第１ラウンド 休憩 第２ラウンド 休憩 第３ラウンド

成年男子 ３分 １分 ３分 １分 ３分

成年女子 ３分 １分 ３分 １分 ３分

少年男子 ２分 １分 ２分 １分 ２分
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（５）競技日程

期 日 検 診 ・ 計 量 競技開始時刻

８月２３日 １２：００
成年女子、少年男子、

成年男子の順

１３：３０

１５：００

監督会議・組合せ

開会式・競技開始

８月２４日 ８：３０

成年女子、少年男子、

成年男子（当該出場者

のみ）

１１：００ 競技開始

８月２５日 ８：３０
成年女子、少年男子、

成年男子の順
１１：００

競技開始・終了後

閉会式

（６）検診・軽量は１０分前に点呼を行う。点呼時の不在者は失格とする。

（遅刻は一切認めない。）

（７）組合せは、検診・計量合格者について抽選会議で行う。

（８）選手手帳の携帯及び手帳に写真添付厳守。

（９）点呼時は、ハイと発声し選手手帳を携帯し提示すること。

（選手手帳を携帯提示しない選手は失格とする。）

（ ）各県選手は競技に際し、所属県名を明示したユニフォームを着用すること。

（ ）採点法及び勝敗決定法

ア 得点は、１位５点、２位３点、３位１点を与え、１勝ごとに１点を加算する。

イ ブロック代表は、最も得点数の多い順に２県とする。なお、同点の場合は１位の多い方とし

以下これに準ずる。

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

（１）エントリー時に、２０１９年度の日本連盟選手登録を完了していない者は、エントリーを受け

付けない。（申請中も受け付けない。）

（２）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認ボクシングコ

ーチ１、公認ボクシングコーチ３、公認ボクシングコーチ４のいずれかの資格を有すること。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参 加 料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

８月２３日（金）の日程

（１）選手確認会議 １１：３０

（２）選手点呼 １１：５０

（６）ボクシング

１ 期 日 ２０１９年８月２３日（金）・２４日（土）・２５日（日）

種 別 ８月２３日（金） ８月２４日（土） ８月２５日 日

成年男子 選手確認会議・予選 準 決 勝 決 勝

成年女子 選手確認会議・予選 準 決 勝 決 勝

少年男子 選手確認会議・予選 準 決 勝 決 勝

２ 会 場 くにびきメッセ 多目的ホール

〒 島根県松江市学園南 丁目

３ 種別及び参加人員

種 別 本大会出場数 監督 選手 参加県数 小計 合 計

成年男子 ２ １ ５ ５ ３０

７０成年女子 １ １ １ ５ １０

少年男子 ２ １ ５ ５ ３０

４ 競技上の規定及び競技方法

（１）競技規則は日本ボクシング連盟競技規則を適用する。

（２）各県のチーム編成は次の階級とする。

〈成年男子〉

ライトフライ、フライ、ライトバンタム、バンタム、フェザー、ライト、ライトウェル

ター、ウェルター、ミドル、ライトヘビーの以上１０階級の中から５階級を選んだ者と

する。（各県１階級１名）

〈成年女子〉

フライ級の１階級

〈少年男子〉

ピン、ライトフライ、フライ、バンタム、ライト、ライトウェルター、ウェルター、ミ

ドルの以上８階級の中から５階級を選んだ者とする。（各県１階級１名）

（３）競技は、各階級ごとにトーナメント方式で行う。

（４）競技時間

種 別 第１ラウンド 休憩 第２ラウンド 休憩 第３ラウンド

成年男子 ３分 １分 ３分 １分 ３分

成年女子 ３分 １分 ３分 １分 ３分

少年男子 ２分 １分 ２分 １分 ２分
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（３）検診・計量 １２：００

（４）監督会議・組合せ １３：３０

（５）開会式 １５：００

（６）競技開始 １５：３０

大会主管 島根県ボクシング連盟

連絡先 〒 島根県松江市西津田 丁目 シュガーナックル松江

島根県ボクシング連盟 廣澤倫明
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（７）バレーボール競技 

１ 期 日 ２０１９年８月１７日（土）～１８日（日） 
１７日（土）代表者会議・競技１日目 
１８日（日）競技２日目

２ 会 場 鹿島総合体育館 アリーナ・会議室 
〒 島根県松江市鹿島町佐陀本郷

 
３ 種別及び参加人員

 
※選手と監督の兼任はできない。

４ 競技上の規定及び競技方法

（１）競技規則

        ２０１９年公益財団法人日本バレーボール協会６人制競技規則による。 
注１）成年男子は全試合５セットマッチ、少年男女は全試合３セットマッチと

する。※成年女子は未定（５月決定予定）

注２）少年のネットの高さは、成年と同規定とする。

注３）リベロ・プレーヤー・システムについては、競技規則どおりとする。

（２）競技の方法

成年男子はトーナメント方式、少年はリーグ戦方式とし、３位決定戦は行わない。 
※成年女子は未定（５月決定予定）

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

  （１）公益財団法人日本バレーボール協会登録規定により登録された者で構成されたチームで

なければならない。なお、当該県協会主催の予選会への参加料は別途納入すること。

（２）監督・選手は２種別に参加することはできない。

（３）ブロック大会に参加するチームは、県協会が代表と認めた単独チームか選抜チームでな

ければならない。ただし、チームの構成のいかんにかかわらずチーム名は県名とする。

（４）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認バレー

種 別  国体出場数  監督  選 手 参加県数  小 計   合 計

 成年男子       １   １    １２    ５    ６５

２６０
 成年女子       ２   １    １２    ５    ６５

 少年男子       ２   １    １２    ５    ６５

 少年女子       ２   １    １２    ５    ６５

（３）検診・計量 １２：００

（４）監督会議・組合せ １３：３０

（５）開会式 １５：００

（６）競技開始 １５：３０

大会主管 島根県ボクシング連盟

連絡先 〒 島根県松江市西津田 丁目 シュガーナックル松江

島根県ボクシング連盟 廣澤倫明
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（８）体操競技

１ 期 日 【体操競技】 ２０１９年７月１３日（土）・１４日（日） 

            【新体操】 ２０１９年７月１２日（金）・１３日（土） 
 

【トランポリン】 ２０１９年７月１３日（土）・１４日（日） 
 

〈日 程〉 
  

ボールコーチ１、公認バレーボールコーチ２、公認バレーボールコーチ３、公認バレーボ

ールコーチ４の有資格者とする。

注）参加申し込みの際は、資格を証明する登録証又は認定が確認できる書類の写しを添付

すること。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７に定めるもののほか、次による。

（１）「第７４回国民体育大会実施要項」の「８ バレーボール」９参加申込み方法（１）

ウの必要書類ｉ、ⅱ及びⅲを開催県バレーボール協会に送付する。

＊注 「８ バレーボール競技」９参加申込み方法（１）ウの必要書類ｉ、ⅱ、ⅲ 
ⅰ チーム加入選手一覧

          ⅱ  ふるさと選手制度活用の場合、ふるさと登録による出場選手一覧

ⅲ 監督の資格を証明する登録証又は認定ができる書類の写し 
（２）参加申し込み締切後の監督・選手の変更は、疾病・傷害・妊娠など特別な場合に限り

認めるものとし、診断書を添付する。その届出は代表者会議までとする。 

８ 参  加  料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

参加上の注意

  （１）代表者会議の日時、会場については別途通知する。

（２）組合せは、別途開催する中国連盟理事長会議で決定する。

（３）大会期間中の負傷については、主催者より応急処置を行うが、それ以後の責任は負わな

い。

（４）問い合わせ先  
島根県バレーボール協会 競技部 宍戸 秀明

      〒 島根県出雲市斐川町併川

電話
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（８）体操競技

１ 期 日 【体操競技】 ２０１９年７月１３日（土）・１４日（日） 

            【新体操】 ２０１９年７月１２日（金）・１３日（土） 
 

【トランポリン】 ２０１９年７月１３日（土）・１４日（日） 
 

〈日 程〉 
  

ボールコーチ１、公認バレーボールコーチ２、公認バレーボールコーチ３、公認バレーボ

ールコーチ４の有資格者とする。

注）参加申し込みの際は、資格を証明する登録証又は認定が確認できる書類の写しを添付

すること。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７に定めるもののほか、次による。

（１）「第７４回国民体育大会実施要項」の「８ バレーボール」９参加申込み方法（１）

ウの必要書類ｉ、ⅱ及びⅲを開催県バレーボール協会に送付する。

＊注 「８ バレーボール競技」９参加申込み方法（１）ウの必要書類ｉ、ⅱ、ⅲ 
ⅰ チーム加入選手一覧

          ⅱ  ふるさと選手制度活用の場合、ふるさと登録による出場選手一覧

ⅲ 監督の資格を証明する登録証又は認定ができる書類の写し 
（２）参加申し込み締切後の監督・選手の変更は、疾病・傷害・妊娠など特別な場合に限り

認めるものとし、診断書を添付する。その届出は代表者会議までとする。 

８ 参  加  料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

参加上の注意

  （１）代表者会議の日時、会場については別途通知する。

（２）組合せは、別途開催する中国連盟理事長会議で決定する。

（３）大会期間中の負傷については、主催者より応急処置を行うが、それ以後の責任は負わな

い。

（４）問い合わせ先  
島根県バレーボール協会 競技部 宍戸 秀明

      〒 島根県出雲市斐川町併川

電話
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２ 会 場 【体操競技】 
島根県立体育館（竹本正男アリーナ） 
〒697-0024  島根県浜田市黒川町 3735 

                          TEL  0855-23-1201 
【新体操】 
松江市総合体育館 
〒690-0826  島根県松江市学園 1-21-1 

TEL  0852-25-1700 
【トランポリン】 
島根県立石見武道館 
〒697-0024  島根県浜田市黒川町 3735 

 TEL  0855-23-7170 
３ 諸会議

（１） 体操競技監督会議・中国体協賞授賞式

日 時 ２０１９年７月１３日（土）１７：００～１７：４０

場 所 島根県立体育館（竹本正男アリーナ）研修室

（２） 体操競技審判会議

日 時 ２０１９年７月１４日（日）９：００～９：４５

場 所 島根県立体育館（竹本正男アリーナ）研修室

（３） 新体操監督会議

日 時 ２０１９年７月１２日（金）１６：１０～１６：５０

場 所 松江市総合体育館 会議室 
（４） 新体操審判会議

日 時 ２０１９年７月１３日（土）８：３０～９：１５

場 所 松江市総合体育館 会議室 
（５） トランポリン監督・審判会議

日 時 ２０１９年７月１３日（土）１５：３０～１６：００

場 所 島根県立石見武道館 会議室 
（６） 中国ブロック理事会

日 時 ２０１９年７月１２日（金）１３：００～１５：００

場 所 松江市総合体育館 会議室

４ 種別及び参加人員

※成年選手は監督を兼任することができる。

 

種 別 種 目 国体出場数 監督 選手 参加県数 小 計 合 計

成年男子 体操競技 １ １ ５ ５ ３０

１８０

成年女子 体操競技 １ １ ５ ５ ３０ 

少年男子 体操競技 ３ １ ５ ５ ３０

少年女子 体操競技 ３ １ ５ ５ ３０

少年女子 新 体 操 ３ １ ５ ５ ３０

男子 トランポリン １ １ ２ ５ １５ 
女子 トランポリン １ １ ２ ５ １５ 
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５ 競技上の規定及び競技方法

（１）競技規則

      ア （公財）日本体操協会制定の競技規則による。

イ 審判

① （公財）日本体操協会競技規則による。

②各県審判員を次のように派遣すること。

体操競技 男子 ４名（開催県８名） 女子 ２名（開催県８名）

新体操 女子  ２名 
トランポリン ２名 

※開催県は、審判長、線審、計時、コーディネータージャッジを受け持つ。 
        ③審判割当

          体操競技（男子）

 種目 審判 Ｄ１・Ｅ１ Ｄ２・Ｅ２ Ｅ３ Ｅ４

  ゆ か 岡 山 山 口 島 根 広 島

  あ ん 馬 島 根 岡 山 山 口 島 根

  つ り 輪 鳥 取 島 根 岡 山 山 口

  跳      馬 広 島 鳥 取 島 根 岡 山

  平 行 棒 島 根 広 島 鳥 取 島 根

  鉄 棒 山 口 島 根 広 島 鳥 取

     
      体操競技（女子）

 種目 審判 Ｄ１・Ｅ１ Ｄ２・Ｅ２      Ｅ３      Ｅ４

  跳 馬 岡 山 島 根 山 口 島 根 
 段違い平行棒 鳥 取 島 根 広 島 島 根 
  平 均 台 広 島 島 根 鳥 取 島 根 
  ゆ か 山 口 島 根 岡 山 島 根 

    
       新体操（女子）

Ｄ（難度） Ｅ（実施） 

１審 ２審 ３審 ４審 １審 ２審 ３審 ４審 ５審 ６審 

団体競技 島 根 鳥 取 岡 山 広 島 山口 島根 鳥取 岡山 広島 山口 

個

人

競

技

フープ 山 口 島 根 鳥 取 岡 山 広島 山口 島根 鳥取 岡山 広島

ボール 山 口 島 根 鳥 取 岡 山 広島 山口 島根 鳥取 岡山 広島

クラブ 岡 山 広 島 山 口 島 根 鳥取 岡山 広島 山口 島根 鳥取

リボン 岡 山 広 島 山 口 島 根 鳥取 岡山 広島 山口 島根 鳥取

トランポリン（男女）

Ｔ 高さ 審判 演技 審判 移動 審判 難度 審判

主審 １審 ２審 ３審 ４審 ５審 ６審 １審 ２審

鳥取 鳥取 岡山 広島 島根 山口 島根 広島 岡山

※「主審」はＴスコアの測定と、Ｅスコアのコントロールを行う。

※「予備審判（記録補助、審判交代要員）」として１名（山口県）

 

２ 会 場 【体操競技】 
島根県立体育館（竹本正男アリーナ） 
〒697-0024  島根県浜田市黒川町 3735 

                          TEL  0855-23-1201 
【新体操】 
松江市総合体育館 
〒690-0826  島根県松江市学園 1-21-1 

TEL  0852-25-1700 
【トランポリン】 
島根県立石見武道館 
〒697-0024  島根県浜田市黒川町 3735 

 TEL  0855-23-7170 
３ 諸会議

（１） 体操競技監督会議・中国体協賞授賞式

日 時 ２０１９年７月１３日（土）１７：００～１７：４０

場 所 島根県立体育館（竹本正男アリーナ）研修室

（２） 体操競技審判会議

日 時 ２０１９年７月１４日（日）９：００～９：４５

場 所 島根県立体育館（竹本正男アリーナ）研修室

（３） 新体操監督会議

日 時 ２０１９年７月１２日（金）１６：１０～１６：５０

場 所 松江市総合体育館 会議室 
（４） 新体操審判会議

日 時 ２０１９年７月１３日（土）８：３０～９：１５

場 所 松江市総合体育館 会議室 
（５） トランポリン監督・審判会議

日 時 ２０１９年７月１３日（土）１５：３０～１６：００

場 所 島根県立石見武道館 会議室 
（６） 中国ブロック理事会

日 時 ２０１９年７月１２日（金）１３：００～１５：００

場 所 松江市総合体育館 会議室

４ 種別及び参加人員

※成年選手は監督を兼任することができる。

 

種 別 種 目 国体出場数 監督 選手 参加県数 小 計 合 計

成年男子 体操競技 １ １ ５ ５ ３０

１８０

成年女子 体操競技 １ １ ５ ５ ３０ 

少年男子 体操競技 ３ １ ５ ５ ３０

少年女子 体操競技 ３ １ ５ ５ ３０

少年女子 新 体 操 ３ １ ５ ５ ３０

男子 トランポリン １ １ ２ ５ １５ 
女子 トランポリン １ １ ２ ５ １５ 
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（２）体操競技競技方法

        成年男女及び少年男子ともに１チームの選手は５名とする。（５-５-４方式） 
      ア 全種別（団体総合競技）

男子は、ゆか、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒の６種目の自由演技を行う。成績順位は、

６種目の各種目のベスト４の得点総合計によって決定する。なお、少年男子は高校適用規則

を適用する。

女子は、跳馬、段違い平行棒、平均台、ゆかの４種目の自由演技を行う。成績順位は、４

種目の各種目ベスト４の総得点合計によって決定する。

    詳細な適用ルールについては、別途、（公財）日本体操協会から都道府県体操協会に通達

する。 
（注）同点が生じた場合、競技規則に準じて順位を決定する。

（３）新体操競技方法

適用ルールについては、別途、（公財）日本体操協会から都道府県体操協会に通達する。

      ア 競技内容 団体競技（フープ３・クラブ２組）

個人競技（フープ・ボール・クラブ・リボン）

成績順位は、以下の合計得点によって決める。

団体競技の得点及び個人競技の得点（４種目４演技×1／4）の合計

イ 団体競技について

県ごとに団体を編成し、演技者は５名とする。

ウ 個人競技について

個人競技の演技者として、団体５名のうちから４名だけが出場できる。 
（４）トランポリン競技方法

男女とも各県２名以内の参加とする。

ア 競技方法（男女とも）概要

第１自由；特別要求（特別要求欠如の場合は合計点 減ずる）

＝ 種目の異なる技で構成し、 °以上の宙返りが前後１本以上必要

Ｅスコア、Ｈスコア、Ｔスコアの合計で採点する。

第２自由； 種目を自由に構成

Ｅスコア、Ｈスコア、Ｔスコア、Ｄスコアの合計で採点する。

イ 競技進行

第１自由を全員が行ったあと、第２自由を行う。

６ 参加資格、所属県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

  （１）各県の予選会に参加し、その結果代表として選ばれ推薦された者でなければならない。

  （２）少年種別に参加できる選手には、平成 年４月２日から平成 年４月１日までの間に生ま

れた中学３年生を含むものとする。

なお、監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認体操

コーチ３（体操競技、新体操、トランポリン）又は、公認体操コーチ４（体操競技、新体操、

トランポリン）のいずれかの資格を有する者であること。トランポリンの監督については今

大会に限り、「体操競技」の資格があるものでも可とするが、次期大会より公認体操コーチ

３（トランポリン）又は、公認体操コーチ４（トランポリン）のいずれかの資格を有する者

であることが条件となる。
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７ 表 彰 実施要項総則６による。

８ 参加申込方法 実施要項総則７による。

９ 参  加  料 実施要項総則７による。

10 宿泊申込方法 実施要項総則 10 による。

11 そ   の   他
  （１）日程は、参加チーム数、その他により多少変更することがある。

 
（２）競技中の事故・傷病については、主催者により応急処置を行い、それ以後の責任は負わない。

 
（３）背番号は、中国ブロック大会背番号製作規定による。 

なお、トランポリン競技については、背番号着用を免除する。

 
（４）問合せ先 

島根県体操協会事務局 渡辺健太郎 
        〒697-8789 島根県浜田市黒川町３７４９  

島根県立浜田高等学校定時制通信制課程内  
TEL  0855-22-0187    FAX  0855-22-2549 
E-mail watanabe-kentaro@edu.pref.shimane.jp

 
（５）参加申込と同時に各県参加チーム・役員の一覧表と県予選会成績報告書を上記（４）宛に送

付のこと。（様式並びに報告書は、各県体操協会事務局に送付する。） 
 

（２）体操競技競技方法

        成年男女及び少年男子ともに１チームの選手は５名とする。（５-５-４方式） 
      ア 全種別（団体総合競技）

男子は、ゆか、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒の６種目の自由演技を行う。成績順位は、

６種目の各種目のベスト４の得点総合計によって決定する。なお、少年男子は高校適用規則

を適用する。

女子は、跳馬、段違い平行棒、平均台、ゆかの４種目の自由演技を行う。成績順位は、４

種目の各種目ベスト４の総得点合計によって決定する。

    詳細な適用ルールについては、別途、（公財）日本体操協会から都道府県体操協会に通達

する。 
（注）同点が生じた場合、競技規則に準じて順位を決定する。

（３）新体操競技方法

適用ルールについては、別途、（公財）日本体操協会から都道府県体操協会に通達する。

      ア 競技内容 団体競技（フープ３・クラブ２組）

個人競技（フープ・ボール・クラブ・リボン）

成績順位は、以下の合計得点によって決める。

団体競技の得点及び個人競技の得点（４種目４演技×1／4）の合計

イ 団体競技について

県ごとに団体を編成し、演技者は５名とする。

ウ 個人競技について

個人競技の演技者として、団体５名のうちから４名だけが出場できる。 
（４）トランポリン競技方法

男女とも各県２名以内の参加とする。

ア 競技方法（男女とも）概要

第１自由；特別要求（特別要求欠如の場合は合計点 減ずる）

＝ 種目の異なる技で構成し、 °以上の宙返りが前後１本以上必要

Ｅスコア、Ｈスコア、Ｔスコアの合計で採点する。

第２自由； 種目を自由に構成

Ｅスコア、Ｈスコア、Ｔスコア、Ｄスコアの合計で採点する。

イ 競技進行

第１自由を全員が行ったあと、第２自由を行う。

６ 参加資格、所属県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

  （１）各県の予選会に参加し、その結果代表として選ばれ推薦された者でなければならない。

  （２）少年種別に参加できる選手には、平成 年４月２日から平成 年４月１日までの間に生ま

れた中学３年生を含むものとする。

なお、監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認体操

コーチ３（体操競技、新体操、トランポリン）又は、公認体操コーチ４（体操競技、新体操、

トランポリン）のいずれかの資格を有する者であること。トランポリンの監督については今

大会に限り、「体操競技」の資格があるものでも可とするが、次期大会より公認体操コーチ

３（トランポリン）又は、公認体操コーチ４（トランポリン）のいずれかの資格を有する者

であることが条件となる。
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（９）バスケットボール競技

１ 期 日 ２０１９年８月１６日（金）～１８日（日） 
１６日（金） 代表者会議

１７日（土）  競技１日目

１８日（日） 競技２日目

２ 会 場 島根県立浜山体育館 カミアリーナ

〒 出雲市大社町北荒木

３ 種別及び参加人員

種 別 国体出場 監督 選 手 参加県数 小 計 合 計

成年男子 ２ １ １２ ５ ６５  

２５５
成年女子 ２ １ １１ ５ ６０

少年男子 ２ １ １２ ５ ６５

少年女子 ２ １ １２ ５ ６５

１．成年男女において選手と監督は兼任できる。

２．選手の人数は最大１２名とする。

４ 競技上の規定及び競技方法 
（１） 競技規則 ２０１９年度公益財団法人日本バスケットボール協会競技規則による。 
（２）試合方式 各種別ともリーグ戦方式とする。 
（３）試合時間 各種別とも下表のとおりとする。 

前 半

休憩

後 半

第１Ｑ 休憩 第２Ｑ 第３Ｑ 休憩 第４Ｑ

１０分 ２分 １０分 １０分 １０分 ２分 １０分

（４）ユニフォームに関しては、公益財団法人日本バスケットボール協会が定めるユニ

フォーム規定による。

ア 参加チームは濃淡２色のユニフォームを用意しなければならない。

イ ユニフォームの全面に、ユニフォームの色とはっきり区別できる単色の文字で

県名をつけなければならない。文字は漢字とし、一文字の大きさは縦１０㎝、

横７．５㎝以上とする。

ウ ユニフォームの番号は、００番から９９番までとし、ユニフォームの前（県名

の下部）と後ろにユニフォームの色とはっきり区別できる単色の幅２㎝以上の

番号をつける。

背番号は少なくとも高さ２０㎝、前の番号は少なくとも高さ１０㎝とする。ま

た、異なるプレーヤーに同じ番号を用いてはならない。

エ ユニフォームは、会社名、クラブ名、学校名は必ず見えないように被覆のこと。

また、大会参加時に着用するトレーニングウェアー（上下）においても同様と

する。

（５）総則５（１）アに定める日本国籍を有しない者の参加については、以下のとおり

とする。

        総則５（１）ア（ア）を除いた（イ）（ウ）に規定された選手については、
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（９）バスケットボール競技

１ 期 日 ２０１９年８月１６日（金）～１８日（日） 
１６日（金） 代表者会議

１７日（土）  競技１日目

１８日（日） 競技２日目

２ 会 場 島根県立浜山体育館 カミアリーナ

〒 出雲市大社町北荒木

３ 種別及び参加人員

種 別 国体出場 監督 選 手 参加県数 小 計 合 計

成年男子 ２ １ １２ ５ ６５  

２５５
成年女子 ２ １ １１ ５ ６０

少年男子 ２ １ １２ ５ ６５

少年女子 ２ １ １２ ５ ６５

１．成年男女において選手と監督は兼任できる。

２．選手の人数は最大１２名とする。

４ 競技上の規定及び競技方法 
（１） 競技規則 ２０１９年度公益財団法人日本バスケットボール協会競技規則による。 
（２）試合方式 各種別ともリーグ戦方式とする。 
（３）試合時間 各種別とも下表のとおりとする。 

前 半

休憩

後 半

第１Ｑ 休憩 第２Ｑ 第３Ｑ 休憩 第４Ｑ

１０分 ２分 １０分 １０分 １０分 ２分 １０分

（４）ユニフォームに関しては、公益財団法人日本バスケットボール協会が定めるユニ

フォーム規定による。

ア 参加チームは濃淡２色のユニフォームを用意しなければならない。

イ ユニフォームの全面に、ユニフォームの色とはっきり区別できる単色の文字で

県名をつけなければならない。文字は漢字とし、一文字の大きさは縦１０㎝、

横７．５㎝以上とする。

ウ ユニフォームの番号は、００番から９９番までとし、ユニフォームの前（県名

の下部）と後ろにユニフォームの色とはっきり区別できる単色の幅２㎝以上の

番号をつける。

背番号は少なくとも高さ２０㎝、前の番号は少なくとも高さ１０㎝とする。ま

た、異なるプレーヤーに同じ番号を用いてはならない。

エ ユニフォームは、会社名、クラブ名、学校名は必ず見えないように被覆のこと。

また、大会参加時に着用するトレーニングウェアー（上下）においても同様と

する。

（５）総則５（１）アに定める日本国籍を有しない者の参加については、以下のとおり

とする。

        総則５（１）ア（ア）を除いた（イ）（ウ）に規定された選手については、

ア 成年種別のエントリーは１名とする。

イ 少年種別の選手のエントリーは２名までとし、オンコートは１名とする。

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

（１）本大会に参加する全種別の監督は、公益財団法人日本バスケットボール協会公認

コーチライセンスに基づくＪＢＡ公認Ｓ級コーチ、ＪＢＡ公認Ａ級コーチ（日本

スポーツ協会公認コーチ４）、ＪＢＡ公認Ｂ級コーチ（日本スポーツ協会公認コ

ーチ３）、ＪＢＡ公認Ｃ級コーチ（日本スポーツ協会公認コーチ２／日本スポー

ツ協会公認コーチ１）のいずれかを有する者とする。

（２）選手（予備登録選手を含む）は（公財）日本バスケットボールに登録された競技

者とする。

（３）国民体育大会予選会と各ブロック大会及び都道府県内の別途選手権大会を兼ねる

大会を実施する場合、国民体育大会実施要項に抵触する選手及びチームは国民体

育大会予選会とは見なさない。 
（４）参加申込システムについて、ブロック大会申込み時に、各種別２４名まで選手

（予備登録選手含む）を登録すること。なお、本大会参加申込時の選手（予備

登録選手含む）についてはブロック大会参加申込時からの追加を認めない。

６ 選手・監督の変更 
参加申込締切後の監督・選手の変更は、疾病・傷害・妊娠など特別な場合に限り認

めるものとし、診断書を添付すること。その届出は代表者会議当日午前１０時までと

する。 
 
７ 表 彰 実施要項総則６による。

８ 参加申込方法 実施要項総則７による。

９ 参  加  料 実施要項総則７による。

宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

その他

  （１）代表者会議

日 時 ２０１９年８月１６日（金）１６：００～

場 所 カミアリーナ 多目的室

（２）問い合わせ先

〒 島根県松江市学園南 丁目 ハーベスト 号

（一財）島根県バスケット協会事務局 中島 恵理

・
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（10）ウエイトリフティング競技

１ 期 日 ２０１９年８月１７日（土）・１８日（日）

１７日（土） 監督会議 １６：３０～ 
１８日（日）  競技会 １０：００～

２ 会 場 出雲市 出雲農林高等学校 ウエイトリフティング場

              〒 出雲市下横町

３ 種別及び参加人員

 種 別 本大会出場県数   監督   選手 参加県数 合 計

成年男子
１～３位は２名 
４位は１名

１ ９ ５ ５０

※選手・監督は兼任できない。

４ 競技上の規定及び競技方法

    ２０１９年度公益社団法人日本ウエイトリフティング協会競技規則による。ただし、

同規定の主な変更箇所は次のとおりとする。

（１）抽選はコンピューターで行い、プログラムに掲載する。

（２）エントリー後の選手及び階級の変更は認めない。

（３）競技開始前の選手紹介は行わない。

（４）各階級の得点は、各種目（スナッチ、クリーン＆ジャーク）ともに１位５点、２

位４点、３位３点、４位２点、５位１点とする。

（５）上記の得点合計により県順位を決定する。

５ 参加資格、所属及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

（１）各県チームは、各県の予選会から選出された各階級１名以内の９階級９名以内で

構成された１チームとする。

  （２）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者の資格（コーチ１、

コーチ２、コーチ３、コーチ４）を有すること。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参  加  料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

その他

  （１）監督会議： ２０１９年８月１７日（土）１６：３０～

場 所： 出雲農林高等学校 会議室

（２）問い合わせ先

島根県ウエイトリフティング協会 事務局 寺本育夫

〒 出雲市下横町 出雲農林高等学校内
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（10）ウエイトリフティング競技

１ 期 日 ２０１９年８月１７日（土）・１８日（日）

１７日（土） 監督会議 １６：３０～ 
１８日（日）  競技会 １０：００～

２ 会 場 出雲市 出雲農林高等学校 ウエイトリフティング場

              〒 出雲市下横町

３ 種別及び参加人員

 種 別 本大会出場県数   監督   選手 参加県数 合 計

成年男子
１～３位は２名 
４位は１名

１ ９ ５ ５０

※選手・監督は兼任できない。

４ 競技上の規定及び競技方法

    ２０１９年度公益社団法人日本ウエイトリフティング協会競技規則による。ただし、

同規定の主な変更箇所は次のとおりとする。

（１）抽選はコンピューターで行い、プログラムに掲載する。

（２）エントリー後の選手及び階級の変更は認めない。

（３）競技開始前の選手紹介は行わない。

（４）各階級の得点は、各種目（スナッチ、クリーン＆ジャーク）ともに１位５点、２

位４点、３位３点、４位２点、５位１点とする。

（５）上記の得点合計により県順位を決定する。

５ 参加資格、所属及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

（１）各県チームは、各県の予選会から選出された各階級１名以内の９階級９名以内で

構成された１チームとする。

  （２）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者の資格（コーチ１、

コーチ２、コーチ３、コーチ４）を有すること。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参  加  料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

その他

  （１）監督会議： ２０１９年８月１７日（土）１６：３０～

場 所： 出雲農林高等学校 会議室

（２）問い合わせ先

島根県ウエイトリフティング協会 事務局 寺本育夫

〒 出雲市下横町 出雲農林高等学校内

（11）ハンドボール競技 

１ 期 日 ２０１９年８月１６日（金）・１７日（土）・１８日（日）              
１６日（金）監督・代表者会議 
１７日（土）競技１日目 
１８日（日）競技２日目

２ 会 場 松江市総合体育館

              〒 松江市学園南    

３ 種別及び参加人員

種 別 本大会出場数 監督 選 手 参加県数 小 計 合 計

成年男子 ２ １ １４ ５ ７５

３００
成年女子 １ １ １４ ５ ７５

少年男子 １ １ １４ ５ ７５

少年女子 １ １ １４ ５ ７５

４ 競技上の規定及び方法

（１）競技規則は、「２０１９年度（公財）日本ハンドボール協会競技規則」による。 
（２）１チームの構成は、選手１４名とし、参加申込み人数も１４名とする。 
（３）試合方法は、成年男子はリーグ戦の後に順位決定戦、成年女子・少年男子・少年女子は

トーナメント方式で実施する。 
（４）競技時間は全種別、前半３０分・休憩１０分・後半３０分とする。

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

  （１）原則として、（公財）日本ハンドボール協会に登録したチーム、選手であること。

  （２）ブロック大会の申込み前に、（公財）日本ハンドボール協会に国体登録を完了したチー

ム及び選手であること。 
  （３）すべての種別のチーム構成は、単一または、２チーム以上の混成チームにしてもよい。

（４）監督は、（公財）日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認ハンドボー

ルコーチ１、公認ハンドボールコーチ２、または公認ハンドボールコーチ３、公認ハン

ドボールコーチ４の資格を有すること。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参  加  料 実施要項総則７による。 
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９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

  参加上の注意

（１）選手の背番号は、参加申込書に記載されたものを変えることはできない。

（２）ユニホームは、コートプレーヤー、ゴールキーパーそれぞれ２着以上の色の異なるものを

用意し、それぞれの胸に都道府県名を表記しなければならない。 
（３）役員・選手は、 公財 日本ハンドボール協会発行の登録証を持参しなければならない。登

録証を携帯していない場合は、試合に参加、出場することができない。

（４）試合会場では、両面テープの使用のみ認め、松ヤニ・松ヤニスプレーの使用は禁止する。

（５）試合前の練習は、屋外で行うことが予想されるため、屋外用シューズを準備すること。 

その他

  （１）監督・代表者会議

日 時 ２０１９年８月１６日（金）１６：００～

場 所    松江市総合体育館会議室

              〒 松江市学園南  
 
  （２）審判会議

日 時 ２０１９年８月１６日（金）１７：００～

場 所    松江市総合体育館会議室

              〒 松江市学園南   
 
  （３）問い合わせ先 

島根県ハンドボール協会事務局 小竹洋介 
〒 島根県江津市都野津町 江津高等学校内 

携帯
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９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

  参加上の注意

（１）選手の背番号は、参加申込書に記載されたものを変えることはできない。

（２）ユニホームは、コートプレーヤー、ゴールキーパーそれぞれ２着以上の色の異なるものを

用意し、それぞれの胸に都道府県名を表記しなければならない。 
（３）役員・選手は、 公財 日本ハンドボール協会発行の登録証を持参しなければならない。登

録証を携帯していない場合は、試合に参加、出場することができない。

（４）試合会場では、両面テープの使用のみ認め、松ヤニ・松ヤニスプレーの使用は禁止する。

（５）試合前の練習は、屋外で行うことが予想されるため、屋外用シューズを準備すること。 

その他

  （１）監督・代表者会議

日 時 ２０１９年８月１６日（金）１６：００～

場 所    松江市総合体育館会議室

              〒 松江市学園南  
 
  （２）審判会議

日 時 ２０１９年８月１６日（金）１７：００～

場 所    松江市総合体育館会議室

              〒 松江市学園南   
 
  （３）問い合わせ先 

島根県ハンドボール協会事務局 小竹洋介 
〒 島根県江津市都野津町 江津高等学校内 

携帯

 

（12）ソフトテニス競技

１ 期 日 ２０１９年８月１７日（土）・１８日（日）【雨天１９日（月）】   
１７日（土）監督会議 競技１日目 
１８日（日）競技２日目

２ 会 場 松江総合運動公園松江市営庭球場

〒 島根県松江市上乃木

         
３ 種別及び参加人員

種 別 国体出場数 監督 選 手 参加県数 小 計 合 計

成年女子 ２ １ ５ ５ ３０

９０少年男子 ２ １ ５ ５ ３０

少年女子 ２ １ ５ ５ ３０

４ 競技上の規定及び競技方法

（１）ルール

  公益財団法人日本ソフトテニス連盟２０１９年度ソフトテニスハンドブックによる。  
（２）試合方法

ア 各種目とも点とり法による２ペア・シングルス１名による対抗戦とし、マッチは

すべて７ゲームとする。 
イ 対戦はダブルス、シングルス、ダブルスの順とする。ただし、１対戦中選手は

重複して出場できない

ウ 対戦の都度オーダーを変えても良い。 
エ メンバーに欠員が生じた場合のオーダーはダブルス、シングルスの順に出場しな

ければならない。 
オ 各種別ともリーグ戦方式とする。

（３）選手の交代

選手・監督の交代は、原則として認めない。ただし、特別な事情があるときは、そ

の理由を明記して監督会議開始までに当該都道府県体育（スポーツ）協会会長・競

技団体会長から選手交代届を提出し、承認された者に限り出場できる。 
（４）その他 

監督と選手を兼ねることはできない。

      その他細部の事項については、監督会議で協議して決定する。

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

  （１）少年に出場できる選手は２００４年４月２日から２００５年４月１日までの間に生
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まれた中学３年生を含むものとする。

（２）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認ソフ

トテニスコーチ１、公認ソフトテニスコーチ２、公認ソフトテニスコーチ３、公認ソフ

トテニスコーチ４のいずれかの資格を有していること。

６ 表 彰 実施要項総則６による。 

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参  加  料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

  参加上の注意

（１）実施要項１３によるもののほか、当日雨天の場合は翌日に延期する。

（２）各県の代表選手は、競技に際し必ず県名と選手名を明記したゼッケンを背中に付ける

こと。なお、企業名、学校名の標識は付けないこと。

その他

  （１）監督会議は、２０１９年８月１７日（土）とし、詳細については別途通知する。

  （２）問い合わせ先  
島根県ソフトテニス連盟事務局 理事長 大地本 一到

〒 島根県出雲市斐川町富村

（なし） 
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まれた中学３年生を含むものとする。

（２）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認ソフ

トテニスコーチ１、公認ソフトテニスコーチ２、公認ソフトテニスコーチ３、公認ソフ

トテニスコーチ４のいずれかの資格を有していること。

６ 表 彰 実施要項総則６による。 

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参  加  料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

  参加上の注意

（１）実施要項１３によるもののほか、当日雨天の場合は翌日に延期する。

（２）各県の代表選手は、競技に際し必ず県名と選手名を明記したゼッケンを背中に付ける

こと。なお、企業名、学校名の標識は付けないこと。

その他

  （１）監督会議は、２０１９年８月１７日（土）とし、詳細については別途通知する。

  （２）問い合わせ先  
島根県ソフトテニス連盟事務局 理事長 大地本 一到

〒 島根県出雲市斐川町富村

（なし） 

（13）卓球競技

１ 期 日 ２０１９年８月１０日（土）・１１日（日）

１０日（土） 監督会議 競技１日目

１１日（日） 競技２日目

２ 会 場 島根県立浜山体育館（カミアリーナ） 
〒 島根県出雲市大社町北荒木  

３ 種別及び参加人員

種 別 国体出場数 監督 選 手 参加県数 小 計 合 計

成年男子 ２ １ ３ ５ ２０

６０少年女子 ２ １ ３ ５ ２０

少年男子 ３ １ ３ ５ ２０

４ 競技上の規定及び競技方法

（１）競技規則は現行の日本卓球ルールによる。

（２）試合方法

ア 各種別リーグ方式によって勝敗を決める。

イ 各種目とも３名の選手からなる世界選手権方式（５シングルス）で試合を行う。

ただし、外国籍の選手はＣ又はＺに出場する。

                            １番 ２番 ３番 ４番 ５番

              ＡＢＣチーム  Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ

                             ｜      ｜      ｜      ｜      ｜
              ＸＹＺチーム  Ｘ Ｙ Ｚ Ｙ Ｘ

ウ ＡＢＣかＸＹＺかは、試合前の抽選で選択する。

エ 試合球は、ＪＴＴＡ公認プラスチック球；４０㎜ホワイトとする。

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

（１）日本学生卓球連盟及びその参加団体（支部）に登録されていない大学生の所属は

居住地を示す現住所に限る。 
（２）少年に出場できる選手は２００４年４月２日から２００５年４月１日までの間

に生まれた中学３年生を含むものとする。

（３）監督は、（公財）日本卓球協会が認定する公認審判員以上の審判員資格を有する

者で、（公財）日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認卓球コー

チ２、公認卓球コーチ３、公認卓球コーチ４のいずれかを満たす者とする。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参  加  料 実施要項総則７による。
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９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

  参加上の注意

（１）申込用紙に記入されている選手、予備登録選手以外の者による選手の変更は認め

られない。

（２）選手は、ゼッケンをつけること。

その他

  （１）監督会議

日 時 ２０１９年８月１０日（土） １０：００～

場 所    島根県立浜山体育館（カミアリーナ） 
〒 島根県出雲市大社町北荒木 ℡

  （２）競技日程 
２０１９年８月１０日（土）   １２：００ ～ 開 会 式 

 １２：３０ ～ 第一試合 
 １４：００ ～ 第二試合 
 １５：３０ ～ 第三試合

２０１９年８月１１日（日）    ９：３０ ～ 第四試合 
 １１：００ ～ 第五試合 

 １３：００ ～ 閉 会 式 
 
（３）練習時間 

２０１９年８月１０日（土）  ９：３０ ～ １１：３０ 
２０１９年８月１１日（日）  ８：３０ ～   ９：２０ 

  （４）問い合わせ先 島根県卓球協会事務局 内田成一 
電話
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９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

  参加上の注意

（１）申込用紙に記入されている選手、予備登録選手以外の者による選手の変更は認め

られない。

（２）選手は、ゼッケンをつけること。

その他

  （１）監督会議

日 時 ２０１９年８月１０日（土） １０：００～

場 所    島根県立浜山体育館（カミアリーナ） 
〒 島根県出雲市大社町北荒木 ℡

  （２）競技日程 
２０１９年８月１０日（土）   １２：００ ～ 開 会 式 

 １２：３０ ～ 第一試合 
 １４：００ ～ 第二試合 
 １５：３０ ～ 第三試合

２０１９年８月１１日（日）    ９：３０ ～ 第四試合 
 １１：００ ～ 第五試合 

 １３：００ ～ 閉 会 式 
 
（３）練習時間 

２０１９年８月１０日（土）  ９：３０ ～ １１：３０ 
２０１９年８月１１日（日）  ８：３０ ～   ９：２０ 

  （４）問い合わせ先 島根県卓球協会事務局 内田成一 
電話

対戦組合せ

（成年男子）【本大会参加数：２】                                試合順序

A 島根 B 鳥取 C 山口 D 岡山 E 広島 勝敗
試合

得点
順位

第1試合 
8/10 12:30～

第2試合

8/10 14:00～

第3試合

8/10 15:30～

第4試合

8/11  9:30～

第5試合

8/11 11:00～

島根

鳥取

山口

岡山

広島

（少年男子）【本大会参加数：３】                                試合順序

A 山口 B 鳥取 C 島根 D 広島 E 岡山 勝敗
試合

得点
順位

第1試合

8/10 12:30～

第2試合

8/10 14:00～

第3試合

8/10 15:30～

第4試合

8/11  9:30～

第5試合

8/11 11:00～

山口

鳥取

島根

広島

岡山

                                                                
（少年女子）【本大会参加数：２】                                試合順序

A 島根 B 鳥取 C 岡山 D 山口 E 広島 勝敗
試合

得点
順位

第1試合

8/10 12:30～

第2試合

8/10 14:00～

第3試合

8/10 15:30～

第4試合

8/11  9:30～

第5試合

8/11 11:00～ 

島根

鳥取

岡山

山口

広島

【試合順序】  
第１試合 Ｂ－Ｅ Ｃ－Ｄ 第２試合 Ａ－Ｅ Ｂ－Ｃ 第３試合 Ａ－Ｄ Ｃ－Ｅ  
第４試合 Ａ－Ｃ Ｂ－Ｄ 第５試合 Ａ－Ｂ Ｄ－Ｅ    
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（14）軟式野球競技

１ 期 日 ２０１９年８月１６日（金）・１７日（土）・１８日（日）・予備日１９日（月） 
１６日（金） 監督会議 
１７日（土） 競技１日目 
１８日（日） 競技２日目 

２ 会 場 江津市民球場 
〒 島根県江津市嘉久志町

： ：

  
３  組合せ

第１日目 ８月１７日（土）

１ 島根県

③１３：１０ 代表

２ 山口県

① ８：３０

３ 岡山県

４ 鳥取県

②１０：５０ 代表

５ 広島県

第２日目 ８月１８日（日）

の敗者

②１１：５０ 代表

の敗者

① ９：００

の敗者
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（14）軟式野球競技

１ 期 日 ２０１９年８月１６日（金）・１７日（土）・１８日（日）・予備日１９日（月） 
１６日（金） 監督会議 
１７日（土） 競技１日目 
１８日（日） 競技２日目 

２ 会 場 江津市民球場 
〒 島根県江津市嘉久志町

： ：

  
３  組合せ

第１日目 ８月１７日（土）

１ 島根県

③１３：１０ 代表

２ 山口県

① ８：３０

３ 岡山県

４ 鳥取県

②１０：５０ 代表

５ 広島県

第２日目 ８月１８日（日）

の敗者

②１１：５０ 代表

の敗者

① ９：００

の敗者

４ 種別及び参加人員

 種 別  国体出場数  監督  選 手 参加県数   合 計

成年男子 ３ １ １５ ５ ８０

５ 競技上の規程及び競技方法

（１）競技規則は、 ２０１９年度公認野球規則及び別に定める特別規則を適用する。なお、大会規

程は、公益財団法人全日本軟式野球連盟規程細則による。

（２）使用球は、公益財団法人全日本軟式野球連盟公認球 M 号を使用する。

（３）競技服装

監督、選手は左腕に県名（都市名は認めない。）を必ず付けること。

（４）打者、走者、次打者及びベースコーチは、競技者必携に記載のヘルメットを着用しなければ

ならない。

（５）捕手は、公益財団法人全日本軟式野球連盟公認のプロテクター、レガーズ、マスク（スロー

トガード付）、捕手用ヘルメット、ファウルカップを着用すること。

（６）得点差によるコールドゲーム（７回以降７点差）を採用する。

（７）９回を完了して、同点の場合は、健康維持を考慮し、次の方法により勝敗を決する。 
ア 延長戦は、１２回（最長３回）までとする。 
イ 試合開始後、３時間を経過した場合は、新しい延長イニングに入らない。 
ウ 前記ア、イを終了しても同点のときは、タイブレーク方式を行う。

（８）組合せは、２０１８年度第３回中国地区軟式野球連盟理事会で日程表のとおり決定。

６ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

（１）公益財団法人全日本軟式野球連盟に登録されたチームであること。

（２）公益財団法人全日本軟式野球連盟に登録されていないチームは、公益財団法人日本スポーツ

協会及び公益財団法人全日本軟式野球連盟の定めたスポーツ憲章並びに公益財団法人全日本軟

式野球連盟で取り決めた事項の遵守を承諾したチームであること。

（３）未登録チームについては、参加料のほかに参加申込書並びに所定の承諾書を各県第１次予選

会主催者に提出することによって仮登録とみなす。

（４）連盟の登録に関係なく、選抜チームを編成することができる。ただし、選抜チーム以外に参

加希望チームがある場合は、予選会を行わなければならない。

（５）予選会を行って、参加チームによる選抜編成は差支えない。この場合、代表権を得たチーム

の意見を尊重する。

（６）「ふるさと選手制度」で参加する者は、総則５の別記１に該当するものとし、登録及び出場

する県支部長に報告すること。

（７）選手は２００１年４月１日までに生まれた者とする。

なお、特例として、２００１年４月２日以降に生まれた者でも参加できる。

（８）参加人員

ア 各県第１次予選から、国籍その他を調査し１６名（監督１名、選手１５名）以内で編成し

て出場すること。

イ 本大会までのブロック大会に出場したメンバーを変更することはできない。

        （注）仮加盟により出場するチームは、連盟の規程及び規程細則により編成されたチームで
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なければならない。

（９）本大会に参加する監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導員制度に基づく、

公認軟式野球コーチ１、公認軟式野球コーチ２、公認軟式野球コーチ３、公認軟式野球コーチ

４の有資格であること。

７ 表 彰

実施要項総則６によるもののほか、代表となったチームに対し中国地区軟式野球連盟からトロフ

ィーを授与する。

８ 参加申込方法及び参加料

実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法

実施要項総則１０による。

  参加上の注意

  （１）２０１９年度版競技者必携を持参すること。

（２）監督会議には、監督又は主将は必ず出席すること。出席しないときは、原則として棄権とみ

なす。

その他

  （１）監督会議

日 時 ２０１９年８月１６日（金）１８：００～ 
場 所    島根県石央地域地場産業振興センター 

〒

島根県江津市嘉久志町イ 番地 ：

  （２）開 始 式 
実施しない。

（３）参加選手は「健康保険証」又は「共済組合会員証」を持参すること。

（４）大会事務局  
         〒 島根県出雲市平田町 山根秀 方

島根県軟式野球連盟
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なければならない。

（９）本大会に参加する監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導員制度に基づく、

公認軟式野球コーチ１、公認軟式野球コーチ２、公認軟式野球コーチ３、公認軟式野球コーチ

４の有資格であること。

７ 表 彰

実施要項総則６によるもののほか、代表となったチームに対し中国地区軟式野球連盟からトロフ

ィーを授与する。

８ 参加申込方法及び参加料

実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法

実施要項総則１０による。

  参加上の注意

  （１）２０１９年度版競技者必携を持参すること。

（２）監督会議には、監督又は主将は必ず出席すること。出席しないときは、原則として棄権とみ

なす。

その他

  （１）監督会議

日 時 ２０１９年８月１６日（金）１８：００～ 
場 所    島根県石央地域地場産業振興センター 

〒

島根県江津市嘉久志町イ 番地 ：

  （２）開 始 式 
実施しない。

（３）参加選手は「健康保険証」又は「共済組合会員証」を持参すること。

（４）大会事務局  
         〒 島根県出雲市平田町 山根秀 方

島根県軟式野球連盟

（15）馬術競技

１ 期 日 ２０１９年７月５日（金）～７月７日（日）

５日（金） 監督会議 
６日（土） 競技１日目 
７日（日） 競技２日目

２ 会 場 蒜山ホースパーク

〒 岡山県真庭市蒜山中福田

（ ） （ ）

３ 日程及び競技種目

月 日 番号 種 別 競技種目内容

７月５日 金 監督会議

７月６日土

１

２

３

４－１

５

６

７

８

９

成年男子

成年女子

少 年

成年男子

成年男子

成年女子

少 年

成年男子

少 年

成年女子

少 年

馬場馬術競技（セントジョージ賞典馬場馬術課目 ）

馬場馬術競技（セントジョージ賞典馬場馬術課目 ）

馬場馬術競技（ジュニアライダー個人競技馬場馬術課目 ）

国体総合馬術競技 総合馬術競技３スター 馬場馬術課目

標準障害飛越競技 以下、 以下

標準障害飛越競技 ｍ以下、 ｍ以下

標準障害飛越競技 ｍ以下、 ｍ以下

ｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ競技 以下 以下

ｽﾋﾟｰﾄﾞｱﾝﾄﾞﾊﾝﾃﾞｨﾈｽ競技 以下 以下

二段階障害飛越競技 ｍ以下、 ｍ以下

二段階障害飛越競技 ｍ以下、 ｍ以下

７月７日日

４－２

成年男子

成年女子

少 年

成年男子

少 年

トップスコア競技 ～ 、 ｍ以下

トップスコア競技 ～ 、 ｍ以下

トップスコア競技 ～ 、 ｍ以下

国体総合馬術競技 障害 以下、 ｍ以下

団体障害飛越競技 ｍ以下、 ｍ以下

４ 参加選手及び参加頭数 最大数

種 別
単 県 ５県合計

監督 ホースマネージャー 選手 馬匹 選手等 馬匹

自馬

成年男子

１ １
８ ７

６０ ４０
成年女子

少 年

団体 少 年 ２ １

合 計 １ １ １０ ８ ６０ ４０

出場県は、個人競技に５頭以上出場する場合、内国産馬を１頭以上含めること｡

予備選手は各種別毎にそれぞれ２名、予備馬は３頭まで登録できる。

監督１名及びホースマネージャー１名は選手を兼ねることができる。

選手及び馬は、自馬競技と団体競技の両方に出場できる。
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５ 参 加 資 格

実施要項総則 に基づいた条件を有することのほか、次による。

少年種別には、中学３年生を含む 年４月１日以前に生まれた者から 年４月

２日以降に生まれた者が参加できる。

選手は、ブロック大会の参加申し込みの時点で、 公社 日本馬術連盟の会員で、

騎乗者資格Ｂ級以上の取得者であること。ただし、少年種別に参加する選手で、騎乗

者資格Ｂ級以上の資格がない場合は、 公社 日本馬術連盟の会員であることのほか参

加県の馬術連盟会長が発行する技能証明書を 公社 日本馬術連盟会長宛に提出するこ

と。

参加馬は、 公社 日本馬術連盟の登録馬であること。

馬匹は、参加県を重複して出場することはできない。ただし、団体障害飛越競技の

対戦相手チームに提供する馬匹を除く。

本大会に出場する選手は、ブロック大会に必ず登録していること。予備登録の選手

も同様である。

監督は、 公財 日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認馬術コー

チ１、公認馬術コーチ３のいずれかの資格を有する者であること。

６ 競技上の規定

この競技会は、国際馬術連盟（以下「 」という。）各種競技会規程最新版、日本

馬術連盟競技会規程最新版及び国体馬術競技規程最新版を適用する。

団体障害飛越競技は２名戦で下記のとおり行う（選手は出場枠内で３名まで登録す

ることができる）。

決 勝

２回戦

１回戦

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

順位決定方法

３～５位は自馬の成績（減点及び所要時間）で決定する。

団体障害飛越競技に提供する馬匹を変更する場合は、速やかに競技本部に届け出る

こと。

参加申し込み後の人馬の交代は、特別の事情 死亡、負傷、疾病、転勤等 がある場

合のみであり、申込書に記載している人馬及び予備登録人馬との交代に限り認める。

その際は、出発前までに島根県馬術連盟に文書 可 で申請し、監督会議の議を経て

承認される。

全種目を通じて選手の出場は１人２種目までとする。 団体障害飛越競技を除く

全種目を通じて馬の出場は１頭６種目までとする。

一つの種目への１県の出場は、１回限りとする。
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５ 参 加 資 格

実施要項総則 に基づいた条件を有することのほか、次による。

少年種別には、中学３年生を含む 年４月１日以前に生まれた者から 年４月

２日以降に生まれた者が参加できる。

選手は、ブロック大会の参加申し込みの時点で、 公社 日本馬術連盟の会員で、

騎乗者資格Ｂ級以上の取得者であること。ただし、少年種別に参加する選手で、騎乗

者資格Ｂ級以上の資格がない場合は、 公社 日本馬術連盟の会員であることのほか参

加県の馬術連盟会長が発行する技能証明書を 公社 日本馬術連盟会長宛に提出するこ

と。

参加馬は、 公社 日本馬術連盟の登録馬であること。

馬匹は、参加県を重複して出場することはできない。ただし、団体障害飛越競技の

対戦相手チームに提供する馬匹を除く。

本大会に出場する選手は、ブロック大会に必ず登録していること。予備登録の選手

も同様である。

監督は、 公財 日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認馬術コー

チ１、公認馬術コーチ３のいずれかの資格を有する者であること。

６ 競技上の規定

この競技会は、国際馬術連盟（以下「 」という。）各種競技会規程最新版、日本

馬術連盟競技会規程最新版及び国体馬術競技規程最新版を適用する。

団体障害飛越競技は２名戦で下記のとおり行う（選手は出場枠内で３名まで登録す

ることができる）。

決 勝

２回戦

１回戦

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

順位決定方法

３～５位は自馬の成績（減点及び所要時間）で決定する。

団体障害飛越競技に提供する馬匹を変更する場合は、速やかに競技本部に届け出る

こと。

参加申し込み後の人馬の交代は、特別の事情 死亡、負傷、疾病、転勤等 がある場

合のみであり、申込書に記載している人馬及び予備登録人馬との交代に限り認める。

その際は、出発前までに島根県馬術連盟に文書 可 で申請し、監督会議の議を経て

承認される。

全種目を通じて選手の出場は１人２種目までとする。 団体障害飛越競技を除く

全種目を通じて馬の出場は１頭６種目までとする。

一つの種目への１県の出場は、１回限りとする。

障害飛越競技の場合は、必ず固定式顎紐付き乗馬用保護帽を着用すること。

ブロック大会では、出場する服装への所属県名表示を免除する。

欠場する場合は、それが判明した時点で速やかに欠場届を競技本部に提出しなけれ

ばならない。なお、未提出の場合は、当該県はそれ以降の競技に出場することがで

きない。

７ 総合成績位決定方法

自馬競技各種目に１位５点、２位４点、３位３点、４位２点、５位１点の競技得点

を与える。ただし、馬場馬術競技については総得点が 未満の人馬には競技得点を与

えない。

合計点が同一の場合は、優勝県の多い県を上位とする。決定しない場合は２位の数

を、それでも決定しない場合は３位の数で決定する。

８ 本大会出場人馬数決定方法

出場選手数決定方法

総合成績 障害、馬場 により選手数を決定する。

出場馬匹数決定方法

ア 馬場馬術総合成績１位の県に馬匹枠１頭を与える。ただし、この枠で獲得した馬

匹は必ず馬場馬術競技に参加すること。

イ 障害馬術総合成績により馬匹数を下記のとおりとする。ただし、この枠で獲得し

た馬匹は馬場馬術競技にも参加できる。

割当数の調整

ア 各県は大会終了後の監督会議で各種別の出場選手数を申告する。その際、監督、

ホースマネージャー、団体競技出場選手を含めない。

イ 各種別の選手数がブロック割当数になるよう、監督、ホースマネージャーの選

手兼任枠や団体競技出場選手を考慮して調整を行う。

【割り当て表】

順 位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ブロック割当 合 計

選手
総合成績 ８ ６ ５ ４ １

成年男子 ９

２６
成年女子 ７

少 年 ８

少年団体 ２ ０ ０ ０ ０ 少年団体 ２

馬匹

障害馬術 ５ ４ ３ ３ １
自 馬

１８馬場馬術 １ ０ ０ ０ ０ １

団体障害 １ ０ ０ ０ ０ 団 体 １

本大会参加人馬実数は、１県最大限８頭 名 監督１名、ホースマネージャー１名、

選手 名 最小限１頭３名 監督１名、ホースマネージャー１名、選手１名 とする。た

だし、個人競技に５頭以上エントリーする場合は、内国産馬を 頭以上含めること。

９ 本大会出場決定方法

各競技種目において、障害飛越競技は３位までの県、馬場馬術競技は１位の県に本

大会出場優先権を与える。

団体障害飛越競技は、優勝県が出場権を得るものとする。優勝した県には馬１頭、
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選手２名の参加を割り当て、割り当てられた馬及び選手は個人競技にも参加できる。

残余種目決定方法

ア ブロック大会予選種目において１種目も国体出場権を獲得できなかった県は、残

余種目を獲得することができる。ただし、この時点ではブロック大会予選種目の獲

得はできない。

イ すでに獲得した種目を放棄する場合は、その旨申し出ること。

ウ 馬場馬術競技についでは、馬場馬術競技総合成績１位の県から獲得していく。

エ 障害馬術競技についでは、障害馬術競技総合成績１位の県から獲得していく。

表 彰

男女総合成績及び各種目第１位から第３位までに賞状を授与する。

参加申込方法 実施要項総則７による。

参 加 料

①登録料 １頭 １０，０００円

②エントリー料 フレンドシップ競技 １種目 ８，０００円

ブロック大会種目 １種目 １０，０００円

宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

そ の 他

競技前日 １６時～ 及び競技終了後に監督会議を行うので、必ず参加すること。

各県は、審判員を１名派遣することを原則とする。

競技開始は両日とも午前８時からとする。

メディカルカードは各自で記載し、常時携行すること。

入厩については別途通知する。

問い合わせ先

島根県馬術連盟事務局 新宮啓史

〒 島根県出雲市下古志町
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選手２名の参加を割り当て、割り当てられた馬及び選手は個人競技にも参加できる。

残余種目決定方法

ア ブロック大会予選種目において１種目も国体出場権を獲得できなかった県は、残

余種目を獲得することができる。ただし、この時点ではブロック大会予選種目の獲

得はできない。

イ すでに獲得した種目を放棄する場合は、その旨申し出ること。

ウ 馬場馬術競技についでは、馬場馬術競技総合成績１位の県から獲得していく。

エ 障害馬術競技についでは、障害馬術競技総合成績１位の県から獲得していく。

表 彰

男女総合成績及び各種目第１位から第３位までに賞状を授与する。

参加申込方法 実施要項総則７による。

参 加 料

①登録料 １頭 １０，０００円

②エントリー料 フレンドシップ競技 １種目 ８，０００円

ブロック大会種目 １種目 １０，０００円

宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

そ の 他

競技前日 １６時～ 及び競技終了後に監督会議を行うので、必ず参加すること。

各県は、審判員を１名派遣することを原則とする。

競技開始は両日とも午前８時からとする。

メディカルカードは各自で記載し、常時携行すること。

入厩については別途通知する。

問い合わせ先

島根県馬術連盟事務局 新宮啓史

〒 島根県出雲市下古志町

（16）フェンシング競技

１ 期 日 ２０１９年８月１６日（金）・１７日（土）・１８日（日） 
１６日（金）監督会議 
１７日（土）競技１日目 
１８日（日）競技２日目 

２ 会 場 安来市民体育館 
島根県安来市安来町

３ 種別及び参加人員

 種 別  種 目 本大会出場県数  監督  選手 参加県数  小計  合計

成年女子
フルーレ

サーブル
２ ３ ５ １５

６５
 少年男子 フルーレ       １   １   ４    ５  ２５

 少年女子 フルーレ       １   １   ４    ５  ２５

（注）成年女子の監督は、選手を兼ねる。

４ 競技上の規定及び競技方法

（１） 競技規則は、ＦＩＥ規則及び 公社 日本フェンシング協会の定める競技規則に 
準じる。

（２）競技方法は

ア 少年種別は３名総当たり戦による５県のリーグ戦とする。

イ  成年女子は各種目とも３名紅白戦による５県のリーグ戦とする。

（３）競技得点

ア 成年女子は各種目とも、１位－６点、２位－４点、３位－３点、４位－２点、 
５位－１点を与える。

  （４）順位決定

ア 少年種別はチーム勝数の多い方を上位とする。なお出場権を決定する場合のみ、 
      勝敗が同数の場合は３名の総当たり戦による決定戦（バラージ）を行う。

イ 成年女子はチーム獲得得点の多い方を上位とする。なお獲得得点が同数の場合 
は以下により順位を決定する。

① ２種目のチーム勝数多い方。

② ２種目の個人総勝数の多い方。

③ ２種目の総突き数－総被突き数の多い方。

④ ２種目の総突き数の多い方。

⑤ ①～④が同じ場合は決定戦としてフルーレの３名紅白戦を行う。
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５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

（１） 少年種別に参加できる選手には、２００４年４月２日から２００５年４月１日ま

での間に生まれた中学３年生を含むものとする。 
（２） 監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認

フェンシングコーチ１、公認フェンシングコーチ３、公認フェンシングコーチ４

のいずれかの資格を有していること。 
（３） 監督・選手は、都道府県大会以前に（公社）日本フェンシング協会の会員登録を

済ませた者とする。 

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参  加 料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則 による。

参加上の注意

  （１）審判会議については、別途通知する。

  （２）武器・用具検査については、試合前日及び試合当日ともに会場で行う。

（３）武器および用具は、武器・用具検査係の検査に合格し、所定の検査済証があるも

のを使用しなければならない。 
（４）参加申し込み締切後の選手変更は、死亡、傷病、傷害、転勤等の特別な場合のみ

認めるものとし、選手変更を証明するものを添付し、文書にて届出をする。その

届出は理事長会議までとする。 

問い合わせ先 
島根県フェンシング協会事務局 成瀬 道明 
〒 島根県松江市玉湯町湯町
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５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

（１） 少年種別に参加できる選手には、２００４年４月２日から２００５年４月１日ま

での間に生まれた中学３年生を含むものとする。 
（２） 監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認

フェンシングコーチ１、公認フェンシングコーチ３、公認フェンシングコーチ４

のいずれかの資格を有していること。 
（３） 監督・選手は、都道府県大会以前に（公社）日本フェンシング協会の会員登録を

済ませた者とする。 

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参  加 料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則 による。

参加上の注意

  （１）審判会議については、別途通知する。

  （２）武器・用具検査については、試合前日及び試合当日ともに会場で行う。

（３）武器および用具は、武器・用具検査係の検査に合格し、所定の検査済証があるも

のを使用しなければならない。 
（４）参加申し込み締切後の選手変更は、死亡、傷病、傷害、転勤等の特別な場合のみ

認めるものとし、選手変更を証明するものを添付し、文書にて届出をする。その

届出は理事長会議までとする。 

問い合わせ先 
島根県フェンシング協会事務局 成瀬 道明 
〒 島根県松江市玉湯町湯町

（17）柔道競技
 

１ 大会期日 ２０１９年８月１８日（日） ９：３０ ～

２ 会 場 島根県立武道館

〒 島根県松江市内中原町 番地 （ ）

３ 種別及び参加人員

種 別 本大会出場県数 監督 選手 参加県数 小計 合計

少年男子 １ １ ５ ５ ３０
６０

女 子 ２ １ ５ ５ ３０

※成年選手は監督を兼任することができる

４ 競技上の規定及び競技方法

⑴ 最新の国際柔道連盟試合審判規定で行う。 
⑵ 試合は各種目毎にリーグ戦を行い、順位を決定する。 
⑶ リーグ戦での代表戦は行わない。 
⑷ 勝敗の決定基準は「一本」「技あり」「僅差」とする。「僅差」とは、双方の選手間に技

による評価がない、又は同等の場合、「指導」差が２つあった場合に少ない選手を「僅差」

による優勢勝ちとする。得点差が無く、かつ「指導」差が１以内の場合は「引き分け」とす

る。 
⑸ チーム間の勝敗決定方式は、次のとおりとする。

ア 勝者の多いチームとする。

イ アで同等の場合は「一本勝ち」（それと同等の勝ちを含む）による勝者数の多いチーム

を勝ちとする。

ウ イで同等の場合は、「技あり」による勝利数の多いチームを勝ちとする。

⑹ リーグ戦での順位決定方式は、次のとおりとする。

ア 勝ち数の多いチームとする。

イ アで同等の場合は、「一本」「技あり」「僅差」の順で内容の高いチームを勝ちとする。

ウ イで同等の場合は、対戦チーム間の成績の勝ちチームを上位とする。

エ ウで同等の場合は「引き分け」であった対戦の中から抽選で１組を選び、時間無制限の

ゴールデンスコア方式の代表戦により、勝敗を決する。 先に「技あり」以上の技評価を得

た選手が勝ちとなり、先に「指導」を与えられた選手が負けとなる。

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

⑴ 実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

参加者は、（公財）全日本柔道連盟に登録しており、登録をした県からのみ出場できる。

⑵ 女子種別に、「国民体育大会ふるさと選手制度」で参加する者は登録を行った都道府県

にかかわらず、該当する都道府県から参加できる。

⑶ 監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認柔道コー

チ１、公認柔道コーチ２、公認柔道コーチ３、公認柔道コーチ４のいずれかの資格を有し、

かつ、公益財団法人全日本柔道連盟公認柔道指導者資格制度に基づく、ＡまたはＢ指導員

の資格を有する者。

⑷ 選手の配列順位

ア 少年男子

選手は、先鋒（体重 以下の者）、次鋒（体重 を超え 以下の者）、中堅

（体重 を超え 以下の者）、副将（体重 を超える者）、大将（体重無差別）

の順に配列すること。

イ 女子

選手は、先鋒（体重 以下の者）、次鋒（体重 以下の成年）、中堅（体重
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を超え 以下の少年）、副将（体重 を超え 以下の少年）、大将（体重無差別

の成年）の順に配列すること。

※ 出場都道府県の実情に応じて次鋒、大将のいずれかを少年種別年齢域の者とすることを

可とする。

⑸ 選手の年齢基準

ア 成年として参加する者は、２００１年４月１日以前に生まれた者とする。

イ 少年として参加する者は、２００１年４月２日以降に生まれた者とする。

ただし、中学生以下の生徒及び児童は参加することができない。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参 加 料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

諸議会等日程

⑴ 組合せ抽選 ２０１９年７月１３日（土） １３：００～１４：００  
島根県立武道館（以下同じ）

⑵ 体重測定 ２０１９年８月１７日（土）

非公式計量 １４：３０～１５：３０

公 式 計 量 １５：３０～１６：００

⑶ 審判会議 ２０１９年８月１７日（土） １６：００～

⑷ 監督会議 ２０１９年８月１７日（土） １７：００～

その他

⑴ 練習時間 ２０１９年８月１７日（土） １２：００～１７：００

⑵ 開館時間 ２０１９年８月１８日（日） ８：００～

⑶ 問い合わせ先

〒 島根県出雲市平田町 メゾン・プレアデス 号室

島根県柔道連盟 事務局 三浦 吉治 ：
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を超え 以下の少年）、副将（体重 を超え 以下の少年）、大将（体重無差別

の成年）の順に配列すること。

※ 出場都道府県の実情に応じて次鋒、大将のいずれかを少年種別年齢域の者とすることを

可とする。

⑸ 選手の年齢基準

ア 成年として参加する者は、２００１年４月１日以前に生まれた者とする。

イ 少年として参加する者は、２００１年４月２日以降に生まれた者とする。

ただし、中学生以下の生徒及び児童は参加することができない。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参 加 料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

諸議会等日程

⑴ 組合せ抽選 ２０１９年７月１３日（土） １３：００～１４：００  
島根県立武道館（以下同じ）

⑵ 体重測定 ２０１９年８月１７日（土）

非公式計量 １４：３０～１５：３０

公 式 計 量 １５：３０～１６：００

⑶ 審判会議 ２０１９年８月１７日（土） １６：００～

⑷ 監督会議 ２０１９年８月１７日（土） １７：００～

その他

⑴ 練習時間 ２０１９年８月１７日（土） １２：００～１７：００

⑵ 開館時間 ２０１９年８月１８日（日） ８：００～

⑶ 問い合わせ先

〒 島根県出雲市平田町 メゾン・プレアデス 号室

島根県柔道連盟 事務局 三浦 吉治 ：

 

（18）ソフトボール競技
             
１ 期 日  ２０１９年８月１６日（金）・１７日（土）・８月１８日（日） 

（雨天等の順延は１９日（月）まで）
        １６日（金）監 督 会 議
        １７日（土）競技１日目
        １８日（日）競技２日目 
 
２ 会 場  監督会議 雲南市三刀屋文化体育館・アスパル 

雲南市三刀屋町古城 1-1 
競技会場 

成年男子    雲南市明石緑が丘公園山村広場
成年女子  加茂中央公園野球場
少年男子  木次運動公園野球場
少年女子  大東公園野球場 

３ 種別及び参加人員 
種  別 本大会出場県数 監督 選手 参加県数 小計 合 計 
成年男子 １ １ １２ ５ ６５ 
成年女子 １ １ １３ ５ ７０ 
少年男子 １ １ １３ ５ ７０ 
少年女子 １ １ １３ ５ ７０ 

２７５ 

 
４ 競技上の規定及び競技方法 
 （１）競技規則は、「２０１９年度（公財）日本ソフトボール協会オフィシャルソフト

ボールルール」を適用する。 
    ただし、特別事項は、監督会議で決定する。 
 （２）試合方法は、トーナメント方式による。 
 
５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 
  実施要項総則５に定めるもののほか、次による。 

（１）出場チームは各県大会に参加した者で、当該県単独チームか、補強又は選抜され
たチームとする。 

（２）監督が選手を兼ねるときは、選手登録をしなければならない。 
（３）大会に参加する監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度

に基づく、公認ソフトボールコーチ１、公認ソフトボールコーチ２、公認ソフト
ボールコーチ３、公認ソフトボールコーチ４の有資格でなければならない。
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６ 表     彰  実施要項総則６による。 
 
７ 参加申込方法  実施要項総則７による。 
        
８ 参 加 料  実施要項総則７による。
 
９ 宿泊申込方法  実施要項総則１０による  
 
10 参加上の注意 

（１）チームの編成は、３の参加人員のほか、３名の予備員を認める。予備員を必要と
するチームは、参加申込書にその氏名等を記載しておかなければならない。申込
選手に支障が生じた場合は、監督会議の際、記載された予備員と交代することが
できる。この支障の選手及び交代しない予備員は、本大会への出場資格はない。 

（２）ユニフォームナンバーは、１～９９番までとする。ただし、主将は１０番、監督
３０番とし、背番号と同番号の大きさは１５cm 以上で統一されたものであるこ
と。また、ユニフォーム上衣の胸下に背番号と同番号を付けること。大きさは、
６cm 以上１２cm 以内とする。 

（３）参加する県代表の出場者は、その県名のみを明記した（統一）ユニフォームを着
用しなければならない。 

（４）チームは、単独、補強、選抜を問わず県名を明示すること。 
 
11 その他
 （１）監督会議
     日 時  ２０１９年８月１６日（金）１６：００～ 
     場 所   雲南市三刀屋文化体育館・アスパル  

雲南市三刀屋町古城 1-1 
                    注）監督は、ユニフォームを着用のうえ必ず出席すること。 
                        欠席したチームは、原則として放棄とみなす。 
 （２）審判・記録会議 

日 時  ２０１９年８月１７日（土）７：３０～ 
     場 所  木次運動公園野球場 雲南市木次町新市 418 
 
 （３）問い合わせ先 

〒 690-2402 島根県雲南市三刀屋町給下 157-3 
                        島根県ソフトボール協会 

事務局 三浦 尚二 
            TEL・FAX 0854-45-3647 
                        携帯 090-5702-5779 
                        Ｅ－mail miura-14@tea.ocn.ne.jp 
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（19）バドミントン競技

１ 期 日 ２０１９年８月２３日（金）・２４日（土）・２５日（日）

２３日（金）監督会議・代表者会議・公式練習・開始式

２４日（土）競技１日目

２５日（日）競技２日目

２ 会 場 鹿島総合体育館

〒 島根県松江市鹿島町佐陀本郷

３ 種別及び参加人員

種 別 本大会出場数 監 督 選 手 参加県数 小 計 合 計

成年男子

少年男子

少年女子

４ 競技上の規程及び競技方法

（１） 競 技 規 則 ２０１９年度公益財団法人日本バドミントン協会競技規則、同大会運営規

程同公認審判員規程による。

（２） 競 技 方 式 各種別とも、１複２単による各県対抗リーグ戦とし、試合は、複、単１、

単２の順に行う。

（３） チーム編 成 各種別とも監督１名、選手３名の計４名とする。

（４） 使用用器 具 公益財団法人日本バドミントン協会検定審査合格用器具及び２０１９年度

第１種検定合格水鳥球を使用する。

５ 参加資格、所属県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

（１） 少年種別に参加できる選手は、２００４年４月２日から２００５年４月１日までの間に生

まれた中学３年生を含むものとする。

（２） 監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認バドミン

トンコーチ１、公認バドミントンコーチ２、公認バドミントンコーチ３、公認バドミント

ンコーチ４の有資格者であることとする。

６ 表 彰 実施要項総則 による。

７ 参加申込方法 実施要項総則 による。

８ 参 加 料 実施要項総則 による。
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９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

参加上の注意

競技に際しては、上衣背面中央に縦 、横 の範囲に県名を明示すること。

文字は、上衣背面の県名明示部分の色と明確に区別できる文字色の漢字とする。

そ の 他

（１） 会議日程

① 監 督 会 議

日 時 ２０１９年８月２３日（金） １５：００～１６：００

場 所 鹿島総合体育館 会議室

② 代表者会議

日 時 ２０１９年８月２３日（金） １７：００～１８：００

場 所 鹿島総合体育館 会議室

（２） 公 式 練 習

日 時 ２０１９年８月２３日（金） １３：００～１５：３０

場 所 鹿島総合体育館 アリーナ

（３） 開 始 式

日 時 ２０１９年８月２３日（金） １６：００～１６：３０

場 所 鹿島総合体育館 アリーナ

（４） 競 技 開 始

日 時 ２０１９年８月２４日（土）・２５日（日）９：３０～

場 所 鹿島総合体育館 アリーナ

（５） 公益財団法人日本バドミントン協会環境委員会からのお願い

・ 開催地のゴミの分別収集に協力すること。

・ 宿泊先の部屋を出るときには、エアコン、テレビ、ライト等のスイッチを消すこと。

・ 大会にはマイ歯ブラシを持参すること。

（６） 駐車場について

鹿島総合体育館の駐車場は、無料で利用できます。

（７） 問合せ先

大会事務関係

島根県バドミントン協会 事務局 松原吉司

〒 松江市八雲町熊野

携帯

競技関係

島根県バドミントン協会 国体競技 足立弘健

〒 松江市浜乃木 松江商業高校

携帯
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９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

参加上の注意

競技に際しては、上衣背面中央に縦 、横 の範囲に県名を明示すること。

文字は、上衣背面の県名明示部分の色と明確に区別できる文字色の漢字とする。

そ の 他

（１） 会議日程

① 監 督 会 議

日 時 ２０１９年８月２３日（金） １５：００～１６：００

場 所 鹿島総合体育館 会議室

② 代表者会議

日 時 ２０１９年８月２３日（金） １７：００～１８：００

場 所 鹿島総合体育館 会議室

（２） 公 式 練 習

日 時 ２０１９年８月２３日（金） １３：００～１５：３０

場 所 鹿島総合体育館 アリーナ

（３） 開 始 式

日 時 ２０１９年８月２３日（金） １６：００～１６：３０

場 所 鹿島総合体育館 アリーナ

（４） 競 技 開 始

日 時 ２０１９年８月２４日（土）・２５日（日）９：３０～

場 所 鹿島総合体育館 アリーナ

（５） 公益財団法人日本バドミントン協会環境委員会からのお願い

・ 開催地のゴミの分別収集に協力すること。

・ 宿泊先の部屋を出るときには、エアコン、テレビ、ライト等のスイッチを消すこと。

・ 大会にはマイ歯ブラシを持参すること。

（６） 駐車場について

鹿島総合体育館の駐車場は、無料で利用できます。

（７） 問合せ先

大会事務関係

島根県バドミントン協会 事務局 松原吉司

〒 松江市八雲町熊野

携帯

競技関係

島根県バドミントン協会 国体競技 足立弘健

〒 松江市浜乃木 松江商業高校

携帯

（20）弓道競技

１ 期 日 ２０１９年８月２４日（土）・８月２５日（日）

［日程］ ８月２４日（土）１２ ３０ 審判会議（健康センター）

１３ １５ 監督会議（ 同上 ）

１４ ３０ 開始式 （ 出雲ドーム ）

１４ ４５ 矢渡 （ 同上 ）

１５ １０ 遠的競技（ 同上 ）

少年男子・女子

８月２５日（日） ９ ００ 遠的競技（ 出雲ドーム ）

成年男子・女子

１１ ００ 近的競技（ 出雲ドーム ）

少年男子・女子

１３ ００ 近的競技（ 出雲ドーム ）

成年男子・女子

１５ ００ 閉会式 （ 出雲ドーム ）

２ 会 場 出雲ドーム

〒 出雲市矢野町

３ 種別及び参加人員

種 別 本大会出場数 監督 選手 参加県数 小計 合 計

成年男子 ２ １ ３ ５ ２０

８０
成年女子 ３ １ ３ ５ ２０

少年男子 ２ １ ３ ５ ２０

少年女子 ２ １ ３ ５ ２０

４ 競技上の規定及び競技方法

（１） 審判規定は、公益財団法人全日本弓道連盟「弓道競技規則」による。

（２） 競技種目は、遠的種目及び近的種目とし、両種目とも同一選手によって行う。

（３） 競技方法

ア 競技は、１日目：遠的競技 少年男子、少年女子

      ２日目：遠的競技 成年男子、成年女子

                          近的競技 少年男子、少年女子  
近的競技 成年男子、成年女子の順で行う。

イ 競技は、遠的２射場、近的２射場で行う。

ウ 競技の立順は、山口県、島根県、広島県、鳥取県、岡山県の順で行う。

エ 競技は、遠的競技は立射で行い、近的競技は坐射で行う。

オ 競技の所要時間は、遠的競技は６分３０秒以内、近的競技は７分３０秒以内と

する。１立の所要時間３０秒前に注意の合図を行う。

カ 本鈴（制限時間）時に射残した矢は失権。本鈴と同時は無効とする。
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キ 替弓・替弦の処理方法

①切れ（替弓・替弦）および弓の破損（替弓）の場合は、役員と監督が連携して

処理を行う。

②替弦・替矢は、監督が選手の後ろに続いて持参する。

③替弓は、役員が搬入し、射場内の指定場所に置く。

④弦切、弓の破損による替弓の処理時間は、「制限時間内」とする。

⑤的の転がり修正および射場・矢道・的場での不安全状況の発生により、審判が

停止指示を出した場合は、行射中の全チーム共「制限時間なし」とする。

ク 的中の（得点）の再確認について

監督は、審判員の裁定に従い、射場での的中（得点）の再確認を申し出ること

ができない。

ケ 異議申立の方法

①異議申立については、監督が行う。

②全選手が射終わった時、挙手をして進行委員に申立てる。 
コ その他 

①行射の前後動作が間延びする時は注意する。

（４） 遠的種目（射距離 、直径 得点的、得点制）

全種別とも各自４射ずつ２回（団体 射）を行い、種別ごと最高得点団体を 最

上位とし、以下得点で順位を決める。

ただし、得点が同じ場合は、次の順序によって決める。

      ア 得点になった総的中数の多い方を上位とする。

イ 同的中数の場合は、高い得点から的中数を順次比較し、多い方を上位とする。

ウ 以上の条件が全く同じ場合は、各自１射（団体３射）の競射を行う。

エ 同得点による競射を行い、同点となった場合においても上記ア、イにより順位

を決める。

（５） 近的種目（射距離 、直径 霞的、的中制）

全種別とも各自４射ずつ２回（団体 射）を行い、種別ごと最高的中団体を最

上位とし、以下的中で順位を決める。ただし、同中の場合は、各自１射（団体

３射）の競射を行い、順位を決める。

（６） 射詰め競射の場合は、遠的、近的とも取矢をしてもしなくてもよい。

（７） 成績採点方法

ア 各種目（遠的競技・近的競技）とも、１位－５点、２位－４点、３位－３点、

４位－２点、５位－１点を与える。

イ 得点合計が同点の場合は、遠的競技、近的競技のいずれか上位点にあるものを

上位とし、更に順位が決定しない場合は、近的により各自１射（団体３射）の

競射を行い、順位を決める。

（８） 使用する弓具

        両種目とも日本弓具を使用すること。

（９） 選手は矢を６本（予備矢２本を含む）を用意すること。同中（点）競射の１本

目は、予備矢から使用する。

（ ） 競技中の服装は、弓道衣 白筒袖・黒袴・白足袋 とする。少年は紺袴も認める。

（ ） 申込書記載の立順は変更することはできない。
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キ 替弓・替弦の処理方法

①切れ（替弓・替弦）および弓の破損（替弓）の場合は、役員と監督が連携して

処理を行う。

②替弦・替矢は、監督が選手の後ろに続いて持参する。

③替弓は、役員が搬入し、射場内の指定場所に置く。

④弦切、弓の破損による替弓の処理時間は、「制限時間内」とする。

⑤的の転がり修正および射場・矢道・的場での不安全状況の発生により、審判が

停止指示を出した場合は、行射中の全チーム共「制限時間なし」とする。

ク 的中の（得点）の再確認について

監督は、審判員の裁定に従い、射場での的中（得点）の再確認を申し出ること

ができない。

ケ 異議申立の方法

①異議申立については、監督が行う。

②全選手が射終わった時、挙手をして進行委員に申立てる。 
コ その他 

①行射の前後動作が間延びする時は注意する。

（４） 遠的種目（射距離 、直径 得点的、得点制）

全種別とも各自４射ずつ２回（団体 射）を行い、種別ごと最高得点団体を 最

上位とし、以下得点で順位を決める。

ただし、得点が同じ場合は、次の順序によって決める。

      ア 得点になった総的中数の多い方を上位とする。

イ 同的中数の場合は、高い得点から的中数を順次比較し、多い方を上位とする。

ウ 以上の条件が全く同じ場合は、各自１射（団体３射）の競射を行う。

エ 同得点による競射を行い、同点となった場合においても上記ア、イにより順位

を決める。

（５） 近的種目（射距離 、直径 霞的、的中制）

全種別とも各自４射ずつ２回（団体 射）を行い、種別ごと最高的中団体を最

上位とし、以下的中で順位を決める。ただし、同中の場合は、各自１射（団体

３射）の競射を行い、順位を決める。

（６） 射詰め競射の場合は、遠的、近的とも取矢をしてもしなくてもよい。

（７） 成績採点方法

ア 各種目（遠的競技・近的競技）とも、１位－５点、２位－４点、３位－３点、

４位－２点、５位－１点を与える。

イ 得点合計が同点の場合は、遠的競技、近的競技のいずれか上位点にあるものを

上位とし、更に順位が決定しない場合は、近的により各自１射（団体３射）の

競射を行い、順位を決める。

（８） 使用する弓具

        両種目とも日本弓具を使用すること。

（９） 選手は矢を６本（予備矢２本を含む）を用意すること。同中（点）競射の１本

目は、予備矢から使用する。

（ ） 競技中の服装は、弓道衣 白筒袖・黒袴・白足袋 とする。少年は紺袴も認める。

（ ） 申込書記載の立順は変更することはできない。

（ ）選手変更および立射申請・取矢免除申請

ア 選手変更

参加申込み後の選手変更は特別な事情がない限り認めない。選手変更する場合

は、本大会の審判会議までに診断書を（コピー可）競技委員長に文書で提出す

る。但し立順を変更することはできない。

イ 立射申請・取矢免除申請

  本大会の審判会議までにその理由を明記した文書を競技委員長へ提出すること。

          その際、障害者手帳の写しまたは診断書を提出すること。なお審判会議以降に

発生した場合も同様とする。

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

  （１） 監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公

認弓道コーチ１、公認弓道コーチ２、公認弓道コーチ３のいずれかの資格を有

していること。

６ 表   彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

       
８ 参  加  料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

その他

（１） 練習時間 ８月２３日（金）１３：００～１７：００ 遠的

１５：００～１７：００ 近的

８月２４日（土） ９：００～１２：００ 遠的・近的

８月２５日（日）練習はできません。

（２） 問い合わせ先

〒 松江市大海崎町 古藤 和則 方

島根県弓道連盟事務局

携帯

Ｅ－
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（21）ライフル射撃競技

１ 期 日 ２０１９年８月１７日（土）・１８日（日）

１７日（土）１０：００～１５：００ 公式練習

１１：３０～１２：００ 代表者会議

１３：００～ 試合開始

１８日（日）９：００～ 試合開始

試合終了後 表彰式

２ 会 場  
50ｍ、10ｍ 
島根県ライフル射撃場 
〒690-2104 島根県松江市八雲町熊野 351 
℡ 0852-21-5388

３ 種別及び参加人員 
種 別 種 目 本大会出場県数 監 督 選 手 小 計 参加県 計

成年

男子

FR3×20 ２

１

１

１２ ５ ６０

FR60PR ３ １

AP60 １ １ 

成年

女子

R3x20 ２ １

AR60W ４ １

AP60W １ １ 

少年

男子

AR60J ３ １

BR60J ２ １

BP60J １ １ 

少年

女子

BR60WJ ２ １

BP60WJ １ １ 

４ 競技上の規定及び競技方法

（１）競技上の規定

ライフル射撃競技規則集（第１巻） 年度版及びライフル射撃競技規則集（第２巻）

年度版による。

（２）使用標的

ライフル：紙標的交換機

エアライフル及びエアピストル：紙標的交換機

ビームライフル及びビームピストル：得点表示装置

BR、BP 
立正大学淞南高等学校 室内射撃場 
〒690-8517 島根県松江市大庭町 1794-2 
℡ 0852-21-9634 
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（21）ライフル射撃競技

１ 期 日 ２０１９年８月１７日（土）・１８日（日）

１７日（土）１０：００～１５：００ 公式練習

１１：３０～１２：００ 代表者会議

１３：００～ 試合開始

１８日（日）９：００～ 試合開始

試合終了後 表彰式

２ 会 場  
50ｍ、10ｍ 
島根県ライフル射撃場 
〒690-2104 島根県松江市八雲町熊野 351 
℡ 0852-21-5388

３ 種別及び参加人員 
種 別 種 目 本大会出場県数 監 督 選 手 小 計 参加県 計

成年

男子

FR3×20 ２

１

１

１２ ５ ６０

FR60PR ３ １

AP60 １ １ 

成年

女子

R3x20 ２ １

AR60W ４ １

AP60W １ １ 

少年

男子

AR60J ３ １

BR60J ２ １

BP60J １ １ 

少年

女子

BR60WJ ２ １

BP60WJ １ １ 

４ 競技上の規定及び競技方法

（１）競技上の規定

ライフル射撃競技規則集（第１巻） 年度版及びライフル射撃競技規則集（第２巻）

年度版による。

（２）使用標的

ライフル：紙標的交換機

エアライフル及びエアピストル：紙標的交換機

ビームライフル及びビームピストル：得点表示装置

BR、BP 
立正大学淞南高等学校 室内射撃場 
〒690-8517 島根県松江市大庭町 1794-2 
℡ 0852-21-9634 

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。 
（１）大会に参加する監督・選手は、当該年度の公益財団法人日本ライフル射撃協会会員登録者

であること。

 （２）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認ライフル射

撃コーチ、公認ライフル射撃上級コーチいずれかの資格を有するものとする。

 （２）選手と監督は兼任できない。

（３）少年種別ビームライフル種目、ビームピストル種目に参加できる選手は平成 年 月 日

から平成 年 月 日までの間に生まれた中学３年生を含むものとする。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参 加 料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則 による。

その他

（１）銃器・弾薬について

ア 銃器・弾薬は各自持参、また銃砲所持許可証、日本ライフル射撃協会会員証、射手手帳

火薬類譲受許可証を必ず持参すること。

イ 移動中、宿泊所、射場においては保管に十分留意すること。

ウ ＡＰ省庁銃の場合は派遣命令書を持参すること。

エ 年少射撃資格者が参加する場合は、年少射撃資格認定証を必ず持参するととも

に、当該空気銃の所持許可を受けている年少射撃指導者が帯同すること。

オ いずれの場合も、改正銃砲刀剣類所持等取締法を遵守すること。

（２）代表者会議

８月１７日（土）午前１１時３０分より、ライフル射撃場 審査室にて行う。

（３）問い合わせ先

            〒690-0821 島根県松江市上東川津町 1069 
島根県ライフル射撃協会 野津武志 

       ℡ 090-4898-9654 fax 0852-27-7173 

 



－ 68 －

（22）剣道競技

１ 期 日 ２０１９年８月２４日（土）・２５日（日） 
２４日（土）監督会議 
２５日（日）競技日 

２ 会 場 島根県立浜山公園体育館（カミアリーナ） 
〒 出雲市大社町北荒木

３ 種別及び参加人員

（１）成年女子の内容（次の３名をもって１チームとする。）

先鋒 １９８９年４月２日以降～２００１年４月１日までに生まれた者

次鋒 １９７９年４月２日以降～１９８９年４月１日までに生まれた者

大将 １９７９年４月１日以前に生まれた者

（２）少年男子及び少年女子の内容

          選手は県内において選出された代表５名を持って１チームとし、２００１年４

月２日以降に生まれた者とする。ただし、中学生以下は認めない。

４ 競技上の規定及び競技方法

（１）試合・審判規則及び審判員

      ア 全日本剣道連盟剣道試合・審判規則同細則、同運営要項及び本大会の実施要項

による。

イ 審判員は、次のとおり各県より選出する。

種 別 試合会場
審判長

 島根

審判主任

  島根

           審 判 員

 岡山  島根  鳥取  広島  山口    計
成年女子    １

  １
   １   １   ２   １   １   １    ６

少年男子    ２    ２   ２   ４   ２   ２   ２   １２

少年女子    ２    ２   ２   ４   ２   ２   ２   １２

   計    ５   １    ５   ５  １０   ５   ５   ５   ３０

（注）資格は、剣道７段以上とする。

（２）試合方法及び試合時間

      ア 少年男子・少年女子・成年女子ともリーグ戦とする。

種 別 本大会出場県数 監督 選手 参加県数 小計  合計

成年女子 １ １ ３ ５ ２０

 ８０少年男子 １ １ ５ ５ ３０

少年女子 １ １ ５ ５ ３０
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（22）剣道競技

１ 期 日 ２０１９年８月２４日（土）・２５日（日） 
２４日（土）監督会議 
２５日（日）競技日 

２ 会 場 島根県立浜山公園体育館（カミアリーナ） 
〒 出雲市大社町北荒木

３ 種別及び参加人員

（１）成年女子の内容（次の３名をもって１チームとする。）

先鋒 １９８９年４月２日以降～２００１年４月１日までに生まれた者

次鋒 １９７９年４月２日以降～１９８９年４月１日までに生まれた者

大将 １９７９年４月１日以前に生まれた者

（２）少年男子及び少年女子の内容

          選手は県内において選出された代表５名を持って１チームとし、２００１年４

月２日以降に生まれた者とする。ただし、中学生以下は認めない。

４ 競技上の規定及び競技方法

（１）試合・審判規則及び審判員

      ア 全日本剣道連盟剣道試合・審判規則同細則、同運営要項及び本大会の実施要項

による。

イ 審判員は、次のとおり各県より選出する。

種 別 試合会場
審判長

 島根

審判主任

  島根

           審 判 員

 岡山  島根  鳥取  広島  山口    計
成年女子    １

  １
   １   １   ２   １   １   １    ６

少年男子    ２    ２   ２   ４   ２   ２   ２   １２

少年女子    ２    ２   ２   ４   ２   ２   ２   １２

   計    ５   １    ５   ５  １０   ５   ５   ５   ３０

（注）資格は、剣道７段以上とする。

（２）試合方法及び試合時間

      ア 少年男子・少年女子・成年女子ともリーグ戦とする。

種 別 本大会出場県数 監督 選手 参加県数 小計  合計

成年女子 １ １ ３ ５ ２０

 ８０少年男子 １ １ ５ ５ ３０

少年女子 １ １ ５ ５ ３０

      イ 試合は、少年男子・少年女子・成年女子と３本勝負とし、試合時間は、少年男

子・少年女子は４分、成年女子は５分とする。試合時間内に勝負が決しない場合

は、１本勝負の延長戦を行い、時間を区切らず勝負の決するまで行う。

ウ チームの順位の決定は次の順序で行う。

           ①勝数 ②勝者数 ③総本数

エ ウによって同率の場合は、代表戦を行う。

代表戦は１本勝負とし、時間を区切らず勝負の決するまで行い、代表選の選出

は次による。

○ 少年男子・少年女子は、任意の選手とする。 
○ 成年女子は、抽選により決定する。

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

  （１）成年女子の参加資格は次による。

      ア 出場する選手の段位及び職業は、成年男子と同じく制限しない。

（２）少年男子及び少年女子に出場する者のうち、生徒は前年所定の単位を修得できな

かった者、仮進級者、原級にとどまる者は参加を認めない。

  （３）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認

剣道コーチ１、公認剣道コーチ２のいずれかの資格を有する者。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

    参加申込み後の選手変更は、障害等特別な場合に限り認め、変更申請は、監督会議

開催前までに変更理由を書面にて提出すること。

       
８ 参  加  料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

参加上の注意 
（１）審判会議  別途通知する。

（２）監督会議  別途通知する。

 
問い合わせ先 
島根県剣道連盟事務局 
〒 島根県松江市東忌部町 渡邉 惠方
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（23）ラグビーフットボール競技 

 

１ 期  日 ２０１９年８月２２日（木）・２４日（土）・２５日（日） 

種 別 ８月２２日（木） ８月２４日（土） ８月２５日（日） 

成年男子  リーグ戦 リーグ戦 

女子  リーグ戦 リーグ戦 

少年男子 

監督会議 

1 回 戦 準 決 勝 決  勝 

 
２ 会  場 
   島根県立浜山公園  （陸上競技場・球技場） 

   〒699-0072   出雲市大社町北荒木1868-10   TEL 0853-53-4533 
 
３ 種別及び参加人員  

種 別 本大会出場数 監 督 選 手 参加県数 小 計 合 計 

成年男子 １ １ １０ ５ ５５ 
女子 １ １ １０ ５ ５５ 

少年男子 １ １ ２３ ５ １２０ 

   
２３０ 

（注）成年男子については、監督が選手を兼ねることができる。 

 
４ 競技上の規定及び方法 
（１） 財団法人日本ラグビーフットボール協会制定の競技規則による。 

（２） 試合時間は、下表のとおりとする。 

（３） 〈成年男子・女子〉試合形式はリーグ戦とする。順位の決定は、全試合の勝ち点の合計により決
定する。各試合の勝ち点は、勝ち３点、引き分け２点、負け１点、棄権０点とする。なお終了時
点で、２つ以上のチームが勝ち点数が同じ場合は、下記の基準と順序に従い順位を決める。 

ア 全試合の得点数と被得点数の差が最も大きいチームが上位となる。 

イ 全試合のトライ数と被トライ数の差が最も大きいチームが上位となる。 

ウ 全試合で得点数が最も多かったチームが上位となる。 

エ 全試合で最もトライ数の多かったチームが上位となる。 

オ 上記基準を用いてもなお順位が付けられない場合は、抽選によって次回への出場を決める。 

（４） 〈少年男子〉試合形式は、トーナメント方式とする。規定時間内に同点のため次の試合への出場
チームが決まらない場合及び順位を決めなければならない場合は、次の方法で決める。 

ア トライ数の多いチーム。 

イ トライ数も同数の場合は、トライ後のゴール数の多いチーム。 

ウ 上記の方法で決定できない時は、抽選によって次回への出場を決める。 

エ 決勝戦の場合は上記の定めにかかわらず両チーム優勝とする。ただし、第 74 回国民体育大会
への参加資格は、上記ア、イ、ウの定めにより決定する。 

（５） 罰則 

ア 参加資格を偽った者、参加資格のない者が出場した場合、そのチームは大会から除名し、次

種 別 前 半 休 憩 後 半 備   考 

成年男子 ７分 １分 ７分 リーグ戦とする。 

女 子 ７分 １分 ７分 リーグ戦とする。 

少年男子 25分 ５分 25分 決勝は、30分ハーフとする。 
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回大会の参加も認めない。なお、この場合事実発見のときの相手チームを勝者とし、それ以前
のものには触れない。 

イ その他、スポーツマンシップに反するような行為のあった場合は、前項に準ずる。 

ウ 参加チームは、その所属県の応援団の行為等についても責任を負う。 

（６） チーム編成 

単独、補強及び選抜を問わず、チームは県名を冠すること。 

 
５ 参加資格、所属県及び選手の年齢基準 
  総則５に定めるもののほか、次による。 

（１） 少年男子 

高等学校在学中の生徒は、所属長（居住地を示す現住所によるもののほかは都道府県ラグビー
フットボール協会長）が、人物、身体、学業など適当と認めたものとする。 

（２） 女子 

高校１年生を含む２００４年４月１日以前に生まれた者。 

高等学校在学中の生徒は、所属長（居住地を示す現住所によるもののほかは都道府県ラグビー
フットボール協会長）が、人物、身体、学業など適当と認めたものとする。 

（３） 監督 

チームの監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認ラグ
ビーフットボールコーチ３[(公財)日本ラグビーフットボール協会強化コーチ]、公認ラグビーフ
ットボールコーチ４のいずれかの資格を有するものとする。 

（４） その他 

公益財団法人日本スポーツ協会規定及び（財）日本ラグビーフットボール協会選手・役員規定
に違反するものは参加できない。 

 

６ 表    彰  実施要項総則６による。 

 
７ 参加申込方法  実施要項総則７による。 

 
８ 参  加  料  実施要項総則７による。 

 
９ 宿泊申込方法  実施要項総則１０による。 

 

10 参加上の注意 
（１） 参加チームは、あらかじめ専門医の綿密な健康診断を受けたうえ申し込むとともに、選手の健康

管理について適切な処置を講ずるよう配慮すること。 

（２） 少年男子は、必ずヘッドギア、マウスガードを着用すること。 

（３） 女子は、必ずマウスガードを着用すること。また、１９歳未満の選手は、ヘッドギア（ＷＲのマ
ークがついたもの）を着用すること。 

（４） 本大会におけるアシスタントレフリーは、大会本部で行う。 

（５） 競技中及びその前後に使用するユニホーム類の胸には、必ず所属する県名を明示すること。 

 

11 そ の 他 
（１） 代表者会議 

     日  時  ２０１９年８月２２日（木）   

場  所  島根県立浜山公園陸上競技場役員室 
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           〒699-0072     出雲市大社町北荒木1868-10 
           TEL 0853-53-4533 
（２） 本大会の成年男子、女子、少年男子優勝チームは、第７４回国民体育大会への参加資格が与えら

れる。 
（３） 本大会における登録選手の変更は、代表者会議の決定をもって最終とする。ただし成年男子・女

子については、８月２４日(土)の午前中を最終とする。 
（４） その他の事項については、国体開催要項及び細則による。 
（５） 問い合わせ先 
     島根県ラグビーフットボール協会 
     〒691-0076 出雲市園町996 
      大森土建   大森 浩典 気付 
           TEL 0853-69-1044  FAX 0853-69-1044 
           携帯 090-3379-6624 
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（24）スポーツクライミング競技

１ 期 日 ２０１９年６月２１日（金）～２３日（日）

２ 会 場 会場地 ：島根県松江市

集結地 ：島根県職員会館 松江市内中原町

競技会場 ：旧千酌小学校内特設会場（リード競技）松江市美保関千酌

Ｍ－Ｗａｌｌ（ボルダリング競技）松江市上本庄町

宿泊地 ：島根県松江市 指定宿泊施設

３ 日 程 ６月２１日（金）

受付 １８：３０ ～ １９：３０ 島根県職員会館

監督会議（ｽﾀ ﾄ抽選会）１９：３０ ～ ２０：００ 島根県職員会館

審判・競技役員会議 ２０：００ ～ ２１：００ 島根県職員会館

６月２２日（土）

開会式 ９：００ ～ ９：２０ 旧千酌小学校内特設会場

リ－ド 競技 ９：３０ ～ １７：００ 同

６月２３日（日）

ボルダリング競技 ９：００ ～ １５：１５ Ｍ－Ｗａｌｌ、本庄公民館

表彰式・閉会式 １６：００ ～ １６：３０ 本庄公民館 松江市本庄町

４ 種別（種目）及び参加人数

種 別 種 目 本大会出場枠 監督 選手 参加県数 小計 計

成年女子

ﾘ ﾄ ・゙ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ

２ １名 ２名 ５ １５名

４５名少年男子 ２ １名 ２名 ５ １５名

少年女子 ２ １名 ２名 ５ １５名

５ 競技上の規定及び方法

公益社団法人日本山岳・スポ－ツクライミング協会・国民体育大会スポーツクライミング競技規則

集（平成３１年４月改訂）による。

６ 参加資格

細則５に定めるもののほか、次による。

（１）少年種別に参加できる選手は、２００４年４月２日から２００５年４月１日までに生まれた中

学３年生を含む。

（２）選手と監督の兼任は認めない。

（３）監督は公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認山岳コーチ１、

公認山岳コーチ２、公認山岳コ－チ３、公認山岳コ－チ４、公認スポ－ツククラミングコー

チ１、公認スポ－ツクライミングコーチ２、公認スポーツクライミングコーチ３のいずれか

の資格を有していなければならない。
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７ 審判員

（公社）日本山岳・スポ－ツクライミング協会公認クライミング審判員で中国地区各山岳連盟（協

会）会長が推薦する者。

各県２名選出。

尚、開催県は審判長を含め３名とする。

８ 成績決定方法

国民体育大会スポーツクライミング競技規則集（平成３１年４月改訂）及び平成２５年６月２０日

付け『平成２５年度からの国体山岳競技ブロック大会における種別総合順位決定方法』による。

９ 表 彰 実施要項総則６による。

参加申込方法

（１） 実施要項総則７による。

（２） 参加申込後の選手・監督の変更は所定の様式で、６月２１日（金）監督会議開始前までに届

け出ること。

その他

（１） 参加選手・監督は受付時に配布するＩＤカ－ドを大会期間中は常に携帯しなければならない。

（２） 参加選手は競技中、背中にＡ５サイズの県番号・個人番号及び種別（白地に黒字）を表示し

たナンバ－カ－ドを外れないよう着けること。（各自持参）

３１－１ 背中（Ａ５サイズ）

少年男子

３１（鳥取）、３２（島根）、３３（岡山）、３４（広島）、３５（山口）

（３） 選手監督の宿泊場所は指定された松江市内とする。

（４） 参加チ－ムは、大会期間中の食料（昼食他）を用意すること。

（５） 各県とも岳連（協会）の旗を１流持参し受付時に渡すこと。

（６） 受付は島根県職員会館に設ける。

（７） 大会参加料は１チ－ム５，０００円とする。（宿泊費は別途）

受付時に大会参加料を徴収する。

（８） 事前練習は使用許可申請が必要になります。 問い合わせは下記まで。

Ｍ－Ｗａｌｌ

（９） 大会実施本部は、下記のとおりとする。

島根県山岳連盟事務局

〒 島根県出雲市美野町 岩成 方

℡： （ ） ： （ ）

：
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７ 審判員

（公社）日本山岳・スポ－ツクライミング協会公認クライミング審判員で中国地区各山岳連盟（協

会）会長が推薦する者。

各県２名選出。

尚、開催県は審判長を含め３名とする。

８ 成績決定方法

国民体育大会スポーツクライミング競技規則集（平成３１年４月改訂）及び平成２５年６月２０日

付け『平成２５年度からの国体山岳競技ブロック大会における種別総合順位決定方法』による。

９ 表 彰 実施要項総則６による。

参加申込方法

（１） 実施要項総則７による。

（２） 参加申込後の選手・監督の変更は所定の様式で、６月２１日（金）監督会議開始前までに届

け出ること。

その他

（１） 参加選手・監督は受付時に配布するＩＤカ－ドを大会期間中は常に携帯しなければならない。

（２） 参加選手は競技中、背中にＡ５サイズの県番号・個人番号及び種別（白地に黒字）を表示し

たナンバ－カ－ドを外れないよう着けること。（各自持参）

３１－１ 背中（Ａ５サイズ）

少年男子

３１（鳥取）、３２（島根）、３３（岡山）、３４（広島）、３５（山口）

（３） 選手監督の宿泊場所は指定された松江市内とする。

（４） 参加チ－ムは、大会期間中の食料（昼食他）を用意すること。

（５） 各県とも岳連（協会）の旗を１流持参し受付時に渡すこと。

（６） 受付は島根県職員会館に設ける。

（７） 大会参加料は１チ－ム５，０００円とする。（宿泊費は別途）

受付時に大会参加料を徴収する。

（８） 事前練習は使用許可申請が必要になります。 問い合わせは下記まで。

Ｍ－Ｗａｌｌ

（９） 大会実施本部は、下記のとおりとする。

島根県山岳連盟事務局

〒 島根県出雲市美野町 岩成 方

℡： （ ） ： （ ）

：

（25）カヌー競技

１ カヌースラローム・ワイルドウォーター

（１）期 日 ２０１９年５月２５日（土）監督会議 
２６日（日）競技日 

（２）会 場   島根県邑智郡美郷町「大和特設カヌーコース」        

２ カヌースプリント

（１）期 日  ２０１９年７月１３日（土）監督会議 
１４日（日）競技日

（２）会 場    島根県邑智郡美郷町「江の川くにびき国体記念コース」 

３ 種別及び参加人員

種 別 種 目
本大会

出場数
監督 選手

参加

県数
小計 合計

成年男子
カヌースプリント カヤックシングル ２

１

１ ５

９０

１２５

カヌースプリント カナディアンシングル ２ １ ５

成年女子
カヌースプリント カヤックシングル ２ １ ５

カヌースプリント カナディアンシングル １ １ ５ 

少年男子

カヌースプリント カヤックシングル ３ １ ５

カヌースプリント カヤックペア １ ２ ５

カヌースプリント カヤックフォア １ ４ ５

カヌースプリント カナディアンシングル ３ １ ５

カヌースプリント カナディアンペア １ ２ ５

少年女子
カヌースプリント カヤックシングル ２ １ ５

カヌースプリント カヤックペア １ ２ ５

成年男子

カヌースラローム カヤックシングル ２

１

１ ５

３５

カヌースラローム カナディアンシングル １ １ ５ 
カヌーワイルドウォーター カヤックシングル １ １ ５

成年女子

カヌースラローム カヤックシングル ２ １ ５

カヌースラローム カナディアンシングル １ １ ５ 
カヌーワイルドウォーター カヤックシングル １ １ ５

４ 競技上の規定及び競技方法

  （１）各種目とも次のとおり実施する。

ア カヌースラローム ゲート

イ カヌーワイルドウォーター

ウ カヌースプリント

（２）競技運営は、公益財団法人日本カヌー連盟競技規則及び国民体育大会特別規則に

よる。

（３）カヌースプリント

ア 水路は静水長さ ・幅 ・ レーンとする。

イ 水路は、 ごとに浮標によって表示する。各レーンごとに白色・赤色を交
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互に使用する。ランドマークは、レーン番号１～６まで表示する。  
（４）各競技団体は、県予選会を実施し、ブロック大会に出場する各種目の代表を決定

する。

  （５）本大会出場者を決定するための競技は決勝のみ行う。

（６）申込後の選手変更は、原則として認めない。但し、やむを得ない理由のある選手

については、文書で理由を付し、担当県実行委員会を経由して申請し、監督会議

の際に協議の上、決定する。

５ 参加資格、所属県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

  （１）公益財団法人日本カヌー連盟賛助会員Ａ登録者で、認定のバッジテストＣ級以上

の有資格者であること。

  （２）出場は、１人１種目とする。

  （３）カヌースプリント種目の少年種別に参加できる選手には、２００４年４月２日か

ら２００５年４月１日までの間に生まれた中学３年生を含む者とする。 
また、成年女子種別に参加できる選手は、中学３年生を含む２００５年４月１日

以前に生まれた者とする。

  （４）カヌースラローム種目及びカヌーワイルドウォーター種目に参加できる選手は、

中学３年生を含む２００５年４月１日以前に生まれたものとする。

  （５）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認

カヌーコーチ１、公認カヌーコーチ２、または公認カヌーコーチ３、公認カヌー

コーチ４のいずれかの資格を有する者であること。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

       
８ 参  加  料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

参加上の注意

（１）カヌースラローム・ワイルドウォーター

ア 用艇 自艇参加のこと。

イ 艇・ライフジャケットの点検 ２０１９年５月２５日（土）１１ ００～１４ ００

会場検挺所前にて行う。

（２）カヌースプリント

ア 用艇 貸与艇を原則とするが、Ｋ－１・Ｃ－１については、参加都道府県の

持ち込み艇とする。

イ 艇・ライフジャケットの点検 ２０１９年７月１３日（土） １３ ００～１６ ００

２０１９年７月１４日（日） ８：００～ ９：００



－ 77 －

互に使用する。ランドマークは、レーン番号１～６まで表示する。  
（４）各競技団体は、県予選会を実施し、ブロック大会に出場する各種目の代表を決定

する。

  （５）本大会出場者を決定するための競技は決勝のみ行う。

（６）申込後の選手変更は、原則として認めない。但し、やむを得ない理由のある選手

については、文書で理由を付し、担当県実行委員会を経由して申請し、監督会議

の際に協議の上、決定する。

５ 参加資格、所属県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

  （１）公益財団法人日本カヌー連盟賛助会員Ａ登録者で、認定のバッジテストＣ級以上

の有資格者であること。

  （２）出場は、１人１種目とする。

  （３）カヌースプリント種目の少年種別に参加できる選手には、２００４年４月２日か

ら２００５年４月１日までの間に生まれた中学３年生を含む者とする。 
また、成年女子種別に参加できる選手は、中学３年生を含む２００５年４月１日

以前に生まれた者とする。

  （４）カヌースラローム種目及びカヌーワイルドウォーター種目に参加できる選手は、

中学３年生を含む２００５年４月１日以前に生まれたものとする。

  （５）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認

カヌーコーチ１、公認カヌーコーチ２、または公認カヌーコーチ３、公認カヌー

コーチ４のいずれかの資格を有する者であること。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

       
８ 参  加  料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

参加上の注意

（１）カヌースラローム・ワイルドウォーター

ア 用艇 自艇参加のこと。

イ 艇・ライフジャケットの点検 ２０１９年５月２５日（土）１１ ００～１４ ００

会場検挺所前にて行う。

（２）カヌースプリント

ア 用艇 貸与艇を原則とするが、Ｋ－１・Ｃ－１については、参加都道府県の

持ち込み艇とする。

イ 艇・ライフジャケットの点検 ２０１９年７月１３日（土） １３ ００～１６ ００

２０１９年７月１４日（日） ８：００～ ９：００

監督会議

（１）カヌースラローム・ワイルドウォーター

ア 日 時 ２０１９年５月２５日（土）１７ ００～１８ ００

イ 会 場 邑智郡美郷町「大和荘」

（２）カヌースプリント

ア 日 時 ２０１９年７月１３日（土）１６ ００～１７ ００

イ 会 場 邑智郡美郷町「大和荘」

その他

（１）カヌースラローム、カヌーワイルドウォーター、カヌースプリントとも、悪天候、

河川の増水等により開催できない場合は、期日を順延する。

（２）問い合わせ先

島根県カヌー協会事務局 須谷元保

〒 島根県出雲市下横町

： ：



－ 78 －

（26）アーチェリー競技

１ 期 日 ２０１９年８月１７日（土）・１８日（日）

    〈日 程〉

月 日 時間 日 程

８月１７日（土）

１３：３０～１４：００
１４：００～１４：３０
１４：００～１６：００
１６：３０～１７：００

審判会議
弓具検査
公式練習
開会式

８月１８日（日）
９：００～１３：００

１４：００～
競技（７０ ７２射）
表彰式・閉会式

２ 会 場 島根県立浜山公園 球技場 
〒 島根県出雲市大社町北荒木 公園管理事務所

電話

３ 種別及び参加人員

種 別 本大会出場数 監督 選手 参加県数 小計 合 計

成年男子 ３ １ ４ ５ ２５

１００
成年女子 ２ １ ４ ５ ２５

少年男子 １ １ ４ ５ ２５

少年女子 １ １ ４ ５ ２５

４ 競技上の規定及び競技方法

  （１）競技上の規定

      ア 公益社団法人全日本アーチェリー連盟競技規則「アウトドアアーチェリーラウ

ンド」による。

イ 競技は、 ラウンド（ × 射）とし、各種別の同一選手をもって行う。

ウ すべての種別は、監督１名、選手３名、補欠１名で構成する。

団体順位は、選手３名の合計点で決定する。

エ 成年男子は上位３チーム、成年女子は上位２チーム、少年男子は上位１チーム、

少年女子は上位１チームを第７４回国民体育大会の中国ブロック代表とする。

オ 選手、監督の兼任はできない。

カ 参加資格に不備や虚偽の者が出場した場合には、そのチームを大会から除外し

て行う。

（２）競技の方法

ア １標的に４名の行射でＡＢ／ＣＤの２立制とする。
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（26）アーチェリー競技

１ 期 日 ２０１９年８月１７日（土）・１８日（日）

    〈日 程〉

月 日 時間 日 程

８月１７日（土）

１３：３０～１４：００
１４：００～１４：３０
１４：００～１６：００
１６：３０～１７：００

審判会議
弓具検査
公式練習
開会式

８月１８日（日）
９：００～１３：００

１４：００～
競技（７０ ７２射）
表彰式・閉会式

２ 会 場 島根県立浜山公園 球技場 
〒 島根県出雲市大社町北荒木 公園管理事務所

電話

３ 種別及び参加人員

種 別 本大会出場数 監督 選手 参加県数 小計 合 計

成年男子 ３ １ ４ ５ ２５

１００
成年女子 ２ １ ４ ５ ２５

少年男子 １ １ ４ ５ ２５

少年女子 １ １ ４ ５ ２５

４ 競技上の規定及び競技方法

  （１）競技上の規定

      ア 公益社団法人全日本アーチェリー連盟競技規則「アウトドアアーチェリーラウ

ンド」による。

イ 競技は、 ラウンド（ × 射）とし、各種別の同一選手をもって行う。

ウ すべての種別は、監督１名、選手３名、補欠１名で構成する。

団体順位は、選手３名の合計点で決定する。

エ 成年男子は上位３チーム、成年女子は上位２チーム、少年男子は上位１チーム、

少年女子は上位１チームを第７４回国民体育大会の中国ブロック代表とする。

オ 選手、監督の兼任はできない。

カ 参加資格に不備や虚偽の者が出場した場合には、そのチームを大会から除外し

て行う。

（２）競技の方法

ア １標的に４名の行射でＡＢ／ＣＤの２立制とする。

イ 競技は、音響・視覚時間管理装置により進行する。

５ 参加資格、所属県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

  （１）参加選手・監督は、本年度の公益社団法人全日本アーチェリー連盟に会員競技者

登録を完了し、「Ａ・Ｊ・Ａ・Ｆのターゲットバッジ」の資格を取得している者と

する。監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、

公認アーチェリーコーチ１、公認アーチェリーコーチ２、または公認アーチェリー

コーチ３、公認アーチェリーコーチ４のいずれかの資格を有する者であること。

（２）各県予選の結果、代表として選抜された競技者をもって、チームを編成しなけれ

ばならない。

  （３）少年種別に参加できるには、２００４年４月２日から２００５年４月１日までの

間に生まれた中学３年生を含む。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

       
８ 参  加  料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

参加上の注意

（１）大会期間中は、交付された参加賞を着用しなくてはならない。

（２）選手のユニフォームには、必ず所属県名を明示しなくてはならない。

（３）開始式には、選手、監督は必ず参加すること。

その際の服装は、各県そろいのユニフォーム又は、トレーニングウェアとする。

  （５）プログラム編成、組合せ抽選は開催競技団体の責任において行う。

 
その他

（１）監督会議

日 時 ２０１９年８月１７日（土）１４：００～１４：３０

会 場 島根県立浜山公園 球技場

〒 島根県出雲市大社町北荒木

（２）問い合わせ先

〒 住所 島根県仁多郡奥出雲町中村

島根県アーチェリー連盟 事務局 山 本 一

携帯



－ 80 －

（27）空手道競技 
 

１ 期 日  ２０１９年７月２７日（土）・２８日（日）
       ２７日（土）監督会議
       ２８日（日）競技日 
 
２ 会 場  松江市  松江市総合体育館 
              〒690-0826  松江市学園南１丁目 21-1 
       TEL 0852-25-1700       
 
３ 種別及び参加人員 

種  別 種目 本大会出場数 監督 選手 参加県数 小計 合 計 
成年男子 形 ２ ２ ５ １０ 
成年女子 形 ２ ２ ５ １０ 
少年男子 形 ２ ２ ５ １０ 
少年女子 形 ２ 

１ 

２ ５ １０ 

４５ 

 
４ 競技規定
   競技は公益財団法人全日本空手連盟形競技規定に基づき行う。また、競技方法は次

の通りとする。 
  （１）トーナメント方式で１名ずつ行う。 
 （２）審判員５名の赤・青の多数決により決定する。 
 （３）１回戦は競技規定に定める第１指定形の中から選ばなければならない。
 （４）２回戦は競技規定に定める第２指定形の中から選ばなければならない。
 （５）３回戦以降は競技規定に定める得意形及び１、２回戦で使用しなかった第１、第

２指定形の中から選ばなければならない。
 （６）選手は回戦ごとに異なる形を演じなければならない。 
 （７）３位決定戦を行う場合は全ての得意形の中から選択しても良いものとする。 
 
５ ブロック大会選出国体形競技選手について 

 成年男子形、成年女子形、少年男子形、少年女子形の各上位２名を国体ブロック代
表選手とする。但し、同種目２名の選手が同一県の場合３位選手から順に他県選手を
ブロック代表選手とする。中国地区ブロックの追加選手１名については、形競技４種 
目の内、出場権を獲得した選手がいない県もしくは出場選手がもっとも少ない県より
選考する。 

 
６ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢制限 
  実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

（１）ブロック大会に参加する選手は、公益財団法人全日本空手道連盟の登録会員及び 
公認初段位以上の取得者でなければなららない。

（２）公認初段位の取得は受審基準「満１５歳以上」かつ「義務教育を修了した者」を 
満たす者とする。なお、少年段位の取得者は公認段位への移行手続きをすること。 

（３）監督は、公益財団法人全日本空手道連盟公認地区審判員以上及び公益財団法人日 
本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認空手道コーチ３・公認空手
道コーチ４の何れかの資格を有する者とする。 

     
７ 表    彰  実施要項総則６による。 
 
８ 参加申込方法  実施要項総則７による。 
        
９ 参 加 料  実施要項総則７による。 
 
10 宿泊申込方法  実施要項総則１０による。  
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11 諸会議 
 （１）受付・エントリーチェック ２０１９年７月２７日（土）１１:００～１２:００ 
 （２）審判会議         ２０１９年７月２７日（土）１１:００～１１:４０ 
 （３）監督会議                  ２０１９年７月２７日（土）１２:００～１２:３０ 
 （４）開 始 式                  ２０１９年７月２８日（日）  ９:３０～１０:００ 
  （５）競  技                  ２０１９年７月２８日（日）１０:００～１６:３０ 
  （６）閉 会 式                  ２０１９年７月２８日（日）１５:００～１５:３０ 
 
12 問い合わせ先 
  島根県空手道連盟事務局 木村竜生 
  電話 0853-23-1006  ＦＡＸ 0853-24-2237 
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（28）クレー射撃競技

１ 期 日 ２０１９年８月１７日（土）・１８日（日） 
１７日（土） 監督会議 
１８日（日）  ７ １５～ 開会式

８ ００～１６ ００ 競 技

１６ ３０～ 閉会式

２ 会 場 島根大東クレー射撃場

島根県雲南市大東町大字山王寺

３ 種別及び参加人員

種 別 本大会出場数 監督 選手 参加県数 合 計

スキート ３ １ ５ ５ ３０

４ 競技上の規定及び競技方法

  （１）競技は国内ルール 及び（一社）日本クレー射撃協会が定める団体方式によ

って実施する。

（２）試合の方法

種 別
団体
人数

使用銃 装 弾 標 的
射撃方法 個人満点 団体満点

一社 日本クレー射撃協会が検定公認したもの

スキート ３
番以下

の散弾銃 以下 以下
クレー
ビジョン

ルール

国体方式
点 点

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

（１）鉄砲所持許可証及び火薬類譲受許可証を有する者であること。

（２）選手は２００１年４月１日以前に生まれた者であること。

（３）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認

クレー射撃コーチ１の資格を有する者であること。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

       
８ 参  加  料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。
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（28）クレー射撃競技

１ 期 日 ２０１９年８月１７日（土）・１８日（日） 
１７日（土） 監督会議 
１８日（日）  ７ １５～ 開会式

８ ００～１６ ００ 競 技

１６ ３０～ 閉会式

２ 会 場 島根大東クレー射撃場

島根県雲南市大東町大字山王寺

３ 種別及び参加人員

種 別 本大会出場数 監督 選手 参加県数 合 計

スキート ３ １ ５ ５ ３０

４ 競技上の規定及び競技方法

  （１）競技は国内ルール 及び（一社）日本クレー射撃協会が定める団体方式によ

って実施する。

（２）試合の方法

種 別
団体
人数

使用銃 装 弾 標 的
射撃方法 個人満点 団体満点

一社 日本クレー射撃協会が検定公認したもの

スキート ３
番以下

の散弾銃 以下 以下
クレー
ビジョン

ルール

国体方式
点 点

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

（１）鉄砲所持許可証及び火薬類譲受許可証を有する者であること。

（２）選手は２００１年４月１日以前に生まれた者であること。

（３）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認

クレー射撃コーチ１の資格を有する者であること。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

       
８ 参  加  料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

参加上の注意

（１）銃器を各自持参すること。

（２）鉄砲所持許可証及び火薬類譲受許可証を携帯すること。

（３）銃器及び装弾の取り扱いについては、監督・選手ともに細心の注意を払うこと。

（４）銃器の盗難防止のため、大会前日の宿泊者は定められた宿舎に宿泊すること。

その他

（１）選手数について スキート・・・・各県５名までの参加を認める。

（２）監督会議

日 時 ２０１９年８月１７日（土）とし時間及び場所は別途通知する。

（３）問い合わせ先 
島根県クレー射撃協会 会長 丸石博

          〒 島根県雲南市大東町山王寺

島根大東クレー射撃場内

電話
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（29）なぎなた競技

１ 期 日 ２０１９年７月２０日（土）・２１日（日） 

２ 会 場 県立浜山体育館カミアリーナ サブアリーナ

〒 出雲市大社町北荒木

３ 種別及び参加人員

 種 別  本大会出場数  監督  選手  参加県数 合 計      摘 要

 少年女子       ３   １   ３     ５ ２０  先鋒・中堅・大将

４ 競技上の規定及び競技方法

  （１）（公財）全日本なぎなた連盟競技規定並びに審判規定による。

（２）選手編成は、１チーム３名（先鋒・中堅・大将）とする。

（３）試合方法は、リーグ戦とする。

（４）試合時間は３分。試合時間内に勝敗が決しない場合は延長戦を行う。延長時間は

２分、延長１回で勝敗が決しない場合は、審判員の判定とする。

（５）審判員は、中国ブロックにおいて選出する。

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

  （１）第７４回国民体育大会実施要項総則の５にさだめるもののほかは、国民体育大会

なぎなた競技実施要項による。ただし、少年女子の種別を対象とする。

  （２）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認

なぎなたコーチ１、公認なぎなたコーチ２、または公認なぎなたコーチ３、公認な

ぎなたコーチ４のいずれかの資格を有する者とする。

６ 順位決定方法

（１）勝数の多い県

（２） １ で同数の場合は、勝者数の多い県。

（３） ２ で同数の場合は、勝本数の多い県。

（４） ３ で同数の場合は、負数の少ない県。

（５） ４ で同数の場合は、負者数の少ない県。

（６） ５ で同数の場合は、負本数の少ない県。

（７） ６ で同数の場合は、代表決定戦を行い、必ず勝敗を決する。

７ 表 彰 実施要項総則６による。

８ 参加申込方法 実施要項総則７による。
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（29）なぎなた競技

１ 期 日 ２０１９年７月２０日（土）・２１日（日） 

２ 会 場 県立浜山体育館カミアリーナ サブアリーナ

〒 出雲市大社町北荒木

３ 種別及び参加人員

 種 別  本大会出場数  監督  選手  参加県数 合 計      摘 要

 少年女子       ３   １   ３     ５ ２０  先鋒・中堅・大将

４ 競技上の規定及び競技方法

  （１）（公財）全日本なぎなた連盟競技規定並びに審判規定による。

（２）選手編成は、１チーム３名（先鋒・中堅・大将）とする。

（３）試合方法は、リーグ戦とする。

（４）試合時間は３分。試合時間内に勝敗が決しない場合は延長戦を行う。延長時間は

２分、延長１回で勝敗が決しない場合は、審判員の判定とする。

（５）審判員は、中国ブロックにおいて選出する。

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

  （１）第７４回国民体育大会実施要項総則の５にさだめるもののほかは、国民体育大会

なぎなた競技実施要項による。ただし、少年女子の種別を対象とする。

  （２）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認

なぎなたコーチ１、公認なぎなたコーチ２、または公認なぎなたコーチ３、公認な

ぎなたコーチ４のいずれかの資格を有する者とする。

６ 順位決定方法

（１）勝数の多い県

（２） １ で同数の場合は、勝者数の多い県。

（３） ２ で同数の場合は、勝本数の多い県。

（４） ３ で同数の場合は、負数の少ない県。

（５） ４ で同数の場合は、負者数の少ない県。

（６） ５ で同数の場合は、負本数の少ない県。

（７） ６ で同数の場合は、代表決定戦を行い、必ず勝敗を決する。

７ 表 彰 実施要項総則６による。

８ 参加申込方法 実施要項総則７による。

       
９ 参  加  料 実施要項総則７による。

宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

諸会議日程

受 付 ２０１９年７月２０日（土）１４：３０～１４：４５ サブアリーナ

監督会議 ２０１９年７月２０日（土）１５：００～１５：３０  小体育室

    計 量    ２０１９年７月２０日（土）１５：００～１６：００ サブアリーナ 
練 習 ２０１９年７月２０日（土）１５：００～１７：００ サブアリーナ

  審判会議    ２０１９年７月２１日（日）  ９：００～  ９：３０ 小体育室   
開 始 式    ２０１９年７月２１日（日） ９：４０～  ９：５０ サブアリーナ

    試 合    ２０１９年７月２１日（日） ９：５０～１２：３０ サブアリーナ 
閉 会 式 ２０１９年７月２１日（日）１２：３５～１２：５０ サブアリーナ

 
問い合わせ先

島根県なぎなた連盟理事長 野津有生子 
電話 ＦＡＸ
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（30）ボウリング競技

１ 期 日 ２０１９年７月１３日（土）～１５日（月）

１３日（土） 監督会議 競技１日目

１４日（日） 競技２日目

１５日（月・祝） 競技３日目

２ 会 場 出雲会館センターボウル

              〒 島根県出雲市渡橋町

３ 種別及び参加人員

種 別 本大会出場数 監督 選手 参加県数 小計 合 計

成年男子 ３ １ ４ ５ ２５

８０
成年女子 ３ １ ４ ５ ２５

少年男子 ２ １ ２ ５ １５

少年女子 ２ １ ２ ５ １５

４ 競技上の規定及び競技方法

（１）競技規定は、（公財）全日本ボウリング協会が制定した競技規則並びにボウリング選手

権競技規定による。

（２）審判員は、（公財）全日本ボウリング協会認定審判員があたる。

（３）競技方法

成年男子・女子は、個人戦６ゲーム、団体戦２人チーム戦６ゲーム

団体戦４人チーム３ゲーム

少年男子・女子は、個人戦６ゲーム、団体戦２人チーム戦６ゲーム

とし、各種別の順位得点により、各種別の本大会参加資格を与える。

（４）チーム編成

成年男子・成年女子は各４名、少年男子・少年女子は各２名とする。事故等で競技者を

変更する場合は、監督会議までに各県体育（スポーツ）協会を通じて届け出ること。

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

（１）２０１９年６月３０日までに（公財）全日本ボウリング協会に２０１９年度会員登録を

終了し、各県予選会を通過した者。

（２）少年種別に参加できる選手には、２００４年４月２日から２００５年４月１日までの間

に生まれた中学３年生を含むものとする。

（３）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認ボウリ

ングコーチ１、公認ボウリングコーチ２、または公認ボウリングコーチ３、公認ボウリ

ングコーチ４のいずれかの資格を有するものとする。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参 加 料 実施要項総則７による。
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（30）ボウリング競技

１ 期 日 ２０１９年７月１３日（土）～１５日（月）

１３日（土） 監督会議 競技１日目

１４日（日） 競技２日目

１５日（月・祝） 競技３日目

２ 会 場 出雲会館センターボウル

              〒 島根県出雲市渡橋町

３ 種別及び参加人員

種 別 本大会出場数 監督 選手 参加県数 小計 合 計

成年男子 ３ １ ４ ５ ２５

８０
成年女子 ３ １ ４ ５ ２５

少年男子 ２ １ ２ ５ １５

少年女子 ２ １ ２ ５ １５

４ 競技上の規定及び競技方法

（１）競技規定は、（公財）全日本ボウリング協会が制定した競技規則並びにボウリング選手

権競技規定による。

（２）審判員は、（公財）全日本ボウリング協会認定審判員があたる。

（３）競技方法

成年男子・女子は、個人戦６ゲーム、団体戦２人チーム戦６ゲーム

団体戦４人チーム３ゲーム

少年男子・女子は、個人戦６ゲーム、団体戦２人チーム戦６ゲーム

とし、各種別の順位得点により、各種別の本大会参加資格を与える。

（４）チーム編成

成年男子・成年女子は各４名、少年男子・少年女子は各２名とする。事故等で競技者を

変更する場合は、監督会議までに各県体育（スポーツ）協会を通じて届け出ること。

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

（１）２０１９年６月３０日までに（公財）全日本ボウリング協会に２０１９年度会員登録を

終了し、各県予選会を通過した者。

（２）少年種別に参加できる選手には、２００４年４月２日から２００５年４月１日までの間

に生まれた中学３年生を含むものとする。

（３）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認ボウリ

ングコーチ１、公認ボウリングコーチ２、または公認ボウリングコーチ３、公認ボウリ

ングコーチ４のいずれかの資格を有するものとする。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

８ 参 加 料 実施要項総則７による。

９ 競 技 料 成年男子・女子１人７，５００円 少年男子・女子１人６，０００円

                    （島根県ボウリング連盟に納入のこと）

振込先 山陰合同銀行 古志原支店 普通預金

島根県ボウリング連盟 理事長 吉岡 伸義

宿泊申込方法 実施要項総則１０による。

参加上の注意

（１）ユニフォームには必ず所属県名を明示し、チーム員は統一ユニフォームを着用の

こと。

（２）使用ボールは、（公財）全日本ボウリング協会認証検査に合格したものとし、ボールの

検査合格証を各自携帯すること。

日 程

（１）ボール検査 ２０１９年７月１３日（土） １２ ００～

（２）公 開 練 習 ２０１９年７月１３日（土） １３ ３０～１５ ００

（３）監 督 会 議 ２０１９年７月１３日（土） １５ １５～１５ ４５

（４）開 始 式 ２０１９年７月１３日（土） １６ ００～１６ ３０

（５）競 技 日 程

【第１日目 ７月１３日（土）】

１７ ００～ 受付開始

１７ ３０～１８ ５０ 成年女子（４人チーム戦）成年男子（４人チーム戦）

【第２日目 ７月１４日（日）】

８ ３０～ 受付開始

９ ００～１０ ３０ 成年女子（個人戦・前半） 少年女子（個人戦・前半）

１０ ４０～１２ １０ 成年男子（個人戦・前半） 少年男子（個人戦・前半）

１２ ２０～１３ ５０ 成年女子（個人戦・後半） 少年女子（個人戦・後半）

１４ ００～１５ ３０ 成年男子（個人戦・後半） 少年男子（個人戦・後半）

１５ ４０～１７ １０ 成年女子（２人Ｔ・前半） 少年女子（団体戦・前半）

１７ ２０～１８ ５０ 成年男子（２人Ｔ・前半） 少年女子（団体戦・前半）

【第３日目 ７月１５日（月・祝）】

８ ３０～ 受付開始

９ ００～１０ ３０ 成年女子（２人Ｔ・後半） 少年女子（団体戦・後半）

１０ ４０～１２ １０ 成年男子（２人Ｔ・後半） 少年女子（団体戦・後半）

１３ ００～１４ ００ 表彰式

問い合わせ先

島根県ボウリング連盟事務局

〒 島根県出雲市渡橋町 出雲会館センターボウル内



－ 88 －

（31）ゴルフ競技

１ 期 日 ２０１９年７月１７日（水） 第１日目：公式練習日・監督会議・開会式 
１８日（木） 第２日目：競技１日目

１９日（金） 第３日目：競技２日目・表彰式 

２ 会 場 金城カントリークラブ

              〒 島根県浜田市金城町今福

３ 種別及び参加人員

種 目 茨城国体出場数 参加人数 参加県数 参加人数

少年男子
監督 選手

４ 競技上の規定及び競技方法

  （１） （公財）日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則及び本競技のローカルルールを適用する。

（２） ３６ホールストロークプレー

（３） 参加選手３名の２日間 ３６ホール合計スコアにより、県別の順位を決定する。

（４） 同順位の場合の順位決定方法は別に定める。 
（５） 悪天候により途中において競技の続行ができないときは、競技委員会が別に定める。

（６） クラブと球の規格については、「規則４プレーヤーの用具」を適用する。

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

（１） 選手は、（公財）日本ゴルフ協会の競技者登録規程による登録者（アマチュア）で

あること。

（２） 監督は、（公財）日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認ゴルフ

コーチ１、または公認ゴルフ教師、公認ゴルフ上級教師のいずれかの資格を有する者

であること。

（３） 少年種別に参加できる選手には、２００４年４月２日から２００５年４月１日まで

の間に生まれた中学３年生を含むものとする。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

（１） 参加申込み締切後の選手交代は、特別の事情がない限り認めない。特別の事情で選手

交代する場合には、別に定める変更届を提出する。 

８ 参 加 料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法    実施要項総則１０による。 

参加上の注意

チーム員は、統一のユニフォームを着用し、必ず県名を表示すること。

問い合わせ 
島根県ゴルフ協会事務局

〒 島根県松江市殿町 三喜ビル 西

・



－ 89 －

（31）ゴルフ競技

１ 期 日 ２０１９年７月１７日（水） 第１日目：公式練習日・監督会議・開会式 
１８日（木） 第２日目：競技１日目

１９日（金） 第３日目：競技２日目・表彰式 

２ 会 場 金城カントリークラブ

              〒 島根県浜田市金城町今福

３ 種別及び参加人員

種 目 茨城国体出場数 参加人数 参加県数 参加人数

少年男子
監督 選手

４ 競技上の規定及び競技方法

  （１） （公財）日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則及び本競技のローカルルールを適用する。

（２） ３６ホールストロークプレー

（３） 参加選手３名の２日間 ３６ホール合計スコアにより、県別の順位を決定する。

（４） 同順位の場合の順位決定方法は別に定める。 
（５） 悪天候により途中において競技の続行ができないときは、競技委員会が別に定める。

（６） クラブと球の規格については、「規則４プレーヤーの用具」を適用する。

５ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準

実施要項総則５に定めるもののほか、次による。

（１） 選手は、（公財）日本ゴルフ協会の競技者登録規程による登録者（アマチュア）で

あること。

（２） 監督は、（公財）日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認ゴルフ

コーチ１、または公認ゴルフ教師、公認ゴルフ上級教師のいずれかの資格を有する者

であること。

（３） 少年種別に参加できる選手には、２００４年４月２日から２００５年４月１日まで

の間に生まれた中学３年生を含むものとする。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

（１） 参加申込み締切後の選手交代は、特別の事情がない限り認めない。特別の事情で選手

交代する場合には、別に定める変更届を提出する。 

８ 参 加 料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法    実施要項総則１０による。 

参加上の注意

チーム員は、統一のユニフォームを着用し、必ず県名を表示すること。

問い合わせ 
島根県ゴルフ協会事務局

〒 島根県松江市殿町 三喜ビル 西

・

（32）アイスホッケー競技

１ 期 日 ２０１９年１２月７日（土）・８日（日）（未定） 

２ 会 場 宍道湖公園湖遊館 
〒 島根県出雲市園町

３ 参加資格

  （１）（公財）日本アイスホッケー連盟に登録した役員・選手とし、参加県の当該競技

団体長と体育（スポーツ）協会長が代表として認め、選抜した者であること。

  （２）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認

アイスホッケーコーチ１、公認アイスホッケーコーチ３、公認アイスホッケーコー

チ４のいずれかの資格を有する者であること。

（３）その他、第７５回国民体育大会冬季大会の要項に準ずる。

４ 参加制限

参加選手は２５名以内とし、ベンチ入りは成年においては選手１２名以上２２名以

内（ＧＫ２名を含む）、役員は６名以内、少年においては選手６名以上２２名以内（Ｇ

Ｋ１名を含む）、役員は６名以内とする。

５ 競技方法

      本年の中国・四国・九州地区アイスホッケー協議会において決定後、別途通知する。

６ 表 彰 実施要項総則６による。

７ 参加申込方法 実施要項総則７による。

       
８ 参  加 料 実施要項総則７による。

９ 宿泊申込方法 実施要項総則１０による。  

代表者会議

  （１）日 時 ２０１９年１２月７日（土）９：００～

  （２）場 所    宍道湖公園湖遊館 会議室

組合わせ

組合わせ方法等については、２０１９年度中国・四国・九州地区アイスホッケー協

議会各地区会議にて決定する。

大会分担金

各チームは、大会分担金として１チームにつき 円を当日代表者会議に持参

すること。

問い合わせ先 
島根県アイスホッケー連盟 事務局長 石飛厚志 携帯電話  
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第 74 回国民体育大会(第 75 回冬季大会) 

中国ブロック大会宿泊・弁当要項 
 
１ 総 則

(1) 適応対象者 
この要項は、第 74 回国民体育大会(第 75 回冬季大会)中国ブロック大会に参加する者(以下「大会

参加者」という。)に適用する。 
(2) 島根県実行委員会は、宿泊業務の総合計画及び業務取扱の基本方針を決定する。 
(3) 宿泊に関する紛議が生じた場合、島根県実行委員会は関係者と協議して調停を行うものとする。 

２ 配 宿

(1) 大会参加者は、原則として実施会場に近い宿舎に配宿する。配宿にあたっては、次の事項に留意

するものとする。 
① ホテル・旅館を原則とし、風紀上及び衛生上支障があると認められる施設には割り当てを行わ

ない。 
② 1 人の宿泊に要する広さは、3.3 ㎡(約 2 畳)以上とし、冷暖房完備とする。 
③ 指定した宿舎の変更は原則として認めない。 
④ 島根県の宿泊収容能力の関係上、素泊まりを基本としたビジネスホテルへの配宿もありえる。 
⑤ 宿泊決定通知書は、宿泊決定通知日に宿泊申込みホームページにて通知する。 

 
３ 宿泊料金等

(1) 宿泊料金表 （消費税、通常のサービス料・奉仕料及び冷暖房料を含む） 
旅行代金（宿泊料金） 

※ 温泉地の宿泊となった場合は、別途入湯税を徴収することがある。 
(2) 適用期間 

各競技開催日１日前から終了後 1 日までの期間とする。（監督会議は競技開催日に含まない。） 
 
 

料金等 
 

区 分 

宿泊料金 

1 泊 2 食 1 泊夕食付 1 泊朝食付 素泊料金 

選手・監督 
競技会関係者 

A 9,180 円 
(税抜 8,500 円) 

8,424 円 
(税抜 7,800 円) 

7,344 円 
(税抜 6,800 円) 

6,588 円 
(税抜 6,100 円) 

B 10,260 円 
(税抜 9,500 円) 

9,396 円 
(税抜 8,700 円) 

8,316 円 
(税抜 7,700 円) 

7,452 円 
(税抜 6,900 円) 

C 11,340 円 
(税抜 10,500 円) 

10,368 円 
(税抜 9,600 円) 

9,288 円 
(税抜 8,600 円) 

8,316 円 
(税抜 7,700 円) 

D  12,420 円 
(税抜 11,500 円) 

11,340 円 
(税抜 10,500 円) 

10,260 円 
(税抜 9,500 円) 

9,180 円 
(税抜 8,500 円) 

E 13,500 円 
(税抜 12,500 円) 

12,312 円 
(税抜 11,400 円) 

11,232 円 
(税抜 10,400 円) 

10,044 円 
(税抜 9,300 円) 

選手・監督 
競技会関係者 

大会役員 
F 17,280 円 

(税抜 16,000 円) 
16,200 円 

(税抜 15,000 円) 
14,040 円 

(税抜 13,000 円) 
12,960 円 

(税抜 12,000 円) 
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第 74 回国民体育大会(第 75 回冬季大会) 

中国ブロック大会宿泊・弁当要項 
 
１ 総 則

(1) 適応対象者 
この要項は、第 74 回国民体育大会(第 75 回冬季大会)中国ブロック大会に参加する者(以下「大会

参加者」という。)に適用する。 
(2) 島根県実行委員会は、宿泊業務の総合計画及び業務取扱の基本方針を決定する。 
(3) 宿泊に関する紛議が生じた場合、島根県実行委員会は関係者と協議して調停を行うものとする。 

２ 配 宿

(1) 大会参加者は、原則として実施会場に近い宿舎に配宿する。配宿にあたっては、次の事項に留意

するものとする。 
① ホテル・旅館を原則とし、風紀上及び衛生上支障があると認められる施設には割り当てを行わ

ない。 
② 1 人の宿泊に要する広さは、3.3 ㎡(約 2 畳)以上とし、冷暖房完備とする。 
③ 指定した宿舎の変更は原則として認めない。 
④ 島根県の宿泊収容能力の関係上、素泊まりを基本としたビジネスホテルへの配宿もありえる。 
⑤ 宿泊決定通知書は、宿泊決定通知日に宿泊申込みホームページにて通知する。 

 
３ 宿泊料金等

(1) 宿泊料金表 （消費税、通常のサービス料・奉仕料及び冷暖房料を含む） 
旅行代金（宿泊料金） 

※ 温泉地の宿泊となった場合は、別途入湯税を徴収することがある。 
(2) 適用期間 

各競技開催日１日前から終了後 1 日までの期間とする。（監督会議は競技開催日に含まない。） 
 
 

料金等 
 

区 分 

宿泊料金 

1 泊 2 食 1 泊夕食付 1 泊朝食付 素泊料金 

選手・監督 
競技会関係者 

A 9,180 円 
(税抜 8,500 円) 

8,424 円 
(税抜 7,800 円) 

7,344 円 
(税抜 6,800 円) 

6,588 円 
(税抜 6,100 円) 

B 10,260 円 
(税抜 9,500 円) 

9,396 円 
(税抜 8,700 円) 

8,316 円 
(税抜 7,700 円) 

7,452 円 
(税抜 6,900 円) 

C 11,340 円 
(税抜 10,500 円) 

10,368 円 
(税抜 9,600 円) 

9,288 円 
(税抜 8,600 円) 

8,316 円 
(税抜 7,700 円) 

D  12,420 円 
(税抜 11,500 円) 

11,340 円 
(税抜 10,500 円) 

10,260 円 
(税抜 9,500 円) 

9,180 円 
(税抜 8,500 円) 

E 13,500 円 
(税抜 12,500 円) 

12,312 円 
(税抜 11,400 円) 

11,232 円 
(税抜 10,400 円) 

10,044 円 
(税抜 9,300 円) 

選手・監督 
競技会関係者 
大会役員 

F 17,280 円 
(税抜 16,000 円) 

16,200 円 
(税抜 15,000 円) 

14,040 円 
(税抜 13,000 円) 

12,960 円 
(税抜 12,000 円) 

(3) 食事条件の変更（欠食の取り扱い） 
競技の都合により、申込みしている食事条件から変更が生じる場合、下記申し出期限までに

宿舎に連絡した場合に限り、変更することを可能とする。 
朝食 欠食を希望する前日の 16 時までに直接宿舎に申し出ること。 
夕食 欠食を希望する前日の 21 時までに直接宿舎に申し出ること。 

４ 宿泊申込期限

競 技 名 宿泊申込み期限 
カヌー（スラローム、ワイルドウォーター） 2019 年  5 月  7 日(火) 
スポーツクライミング 2019 年  6 月  3 日(月) 
馬術 2019 年  6 月 17 日(月) 
水泳（アーティスティック）、テニス、ボート、体操(競技、

新体操、トランポリン)、カヌー(スプリント)、ボウリング、

ゴルフ 
2019 年  6 月 21 日(金) 

空手道、なぎなた 2019 年  6 月 28 日(金) 
水泳（水球）、サッカー、ホッケー、卓球 2019 年  7 月 12 日(金) 
ボクシング、バレーボール、バスケットボール、ウエイト

リフティング、ハンドボール・ソフトテニス・ 
軟式野球・フェンシング・柔道・ソフトボール・バドミン

トン・弓道・ライフル射撃・剣道・ラグビーフットボール・

アーチェリー・クレー射撃・本部役員 

2019 年  7 月 19 日(金) 

【冬季】アイスホッケー 2019 年 11 月 15 日(金) 
 

５ 宿泊申込みと変更及び取消し

(1) 申込み 
ア. 各県体育（スポーツ）協会より事前連絡の競技別の ID、パスワードを確認のうえ大会デスク

ホームページより利用人数及び該当事項を入力する。 
島根県体育協会ホームページ http://www.shimane-sports.or.jp/ 

イ. 宿泊申込みにおける泊数について、あらかじめ必要な泊数を申し込み、宿泊の取り消しが生

じた場合は、（3）に従って申し出るものとする。 
ウ. 申込み状況は大会デスクホームページにて閲覧することができるものとする。 
エ. 申込み後の変更は配宿決定通知以降とするものとする。 

(2)宿泊決定通知書は、宿泊決定通知日より、第 74 回国民体育大会中国ブロック大会宿泊・弁当申込

ページにて通知する。 
(3) 宿泊変更及び取消し 

ア. 変更、取消しは宿舎決定通知日より、大会デスクホームページで受付を開始する。宿泊、弁

当で手続が異なるため、必ずトップページ記載の宿泊要項で確認するものとする。 
イ. 入宿日の８日前までに、大会専用ホームページより宿泊責任者が、変更内容を入力の上、完

了するものとする。その申し出の効力の発生時期は、入力を完了した日時とする。 
ウ. 入宿日７日前から入宿後の宿泊取消し及び人数の変更は、宿泊責任者が直接宿舎に申し出る

ものとする。その申し出の効力の発生時期は、申し出のあった日時とする。 
宿舎への変更の連絡の際は配宿決定通知書に変更内容を記入しＦＡＸ、その後、電話にて着

信確認と変更内容の確認を宿舎と行うものとする。 
入宿７日前までに宿泊者名簿を宿泊施設へ FAX にて連絡し、滞在予定・食事回数、食事時

間、アレルギー等の有無、競技特性（勝ち帰り、負け帰り）について打ち合わせを行うもの
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とする。 
エ. 宿泊を取り消した場合の取消料は次のとおりとし、宿泊責任者または本人が当該宿舎へ直接

支払うものとする。 
 
① 入宿前 

区 分 宿泊取消料 
宿泊予定日の 3 日前まで 不要 
宿泊予定日の前日まで  ４０％ 
宿泊予定日の 12 時まで ５０％ 
宿泊予定日に申し出がない場合(不泊) １００％ 
(注) 取消した泊数にかかわらず、一人につき 1 泊分の取消料のみとする。 

② 入宿後 
エントリーされた選手・監督・コーチ・マネージャー等が競技の結果(敗戦等)により、予定し

ていた宿泊を取消す場合のみ次の区分を適用する。その他の事情による取消しは宿泊料金表に

よる金額を支払うものとする。 
区 分 宿泊取消料 

宿泊予定日の前日まで 不要 
宿泊予定日の当日 ５０％ 
(注)  取消した泊数にかかわらず、一人につき 1 泊分の取消料のみとする。 

オ．宿泊申込み後、変更・取消しの申し出がないまま宿泊をしなかった場合の取消料は、上記、ウ・

エの定めに係らず、宿泊料金の全額とする。 
カ．入宿後は代表者と宿舎間で滞在予定、食事の有無、食事時間、利用に際しての注意事項、競技

結果による宿泊変更の可能性の有無について打合せを行うものとする。 
2 泊以上の場合は、宿舎と「宿泊連絡票」（施設にて配布）を毎朝手交し、宿泊人数、食事等

の利用実績と予定を確認することとする。 
特に、競技特性により勝ち帰り、負け帰りが発生する可能性がある場合は宿泊施設に事前に

綿密に打ち合わせを行うものとする。 
 
６ 宿泊予納金

大会参加者の予納金は不要とする。 
 
７ 食 事

(1) 大会参加者に提供する食事は、衛生的でバランスのとれた献立とする。 
(2) 昼食 

昼食の弁当は 864 円(税込・お茶付き)とし、申込みについては次のとおりとする。 
① 各競技団体は、公益財団法人島根県体育協会ホームページ内の第 74 回国民体育大会中国ブロ

ック大会宿泊・弁当申込ページにアクセスし、弁当必要数を申込むこと。 
② 申込み後に必要数の変更が生じた場合、下記のとおり手続きを行うこと。 

２日前まで 
第 74 回国民体育大会中国ブロック大会宿泊・弁当申込ページより数量の変更

を行うこと。 

前      日 17 時までに中国ブロック大会デスク（JTB 松江支店内）に申し出ること。 

 
(3) 食事時間 

宿舎での食事時間については、宿泊者と宿舎間で話し合って決めること。 
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とする。 
エ. 宿泊を取り消した場合の取消料は次のとおりとし、宿泊責任者または本人が当該宿舎へ直接

支払うものとする。 
 
① 入宿前 

区 分 宿泊取消料 
宿泊予定日の 3 日前まで 不要 
宿泊予定日の前日まで  ４０％ 
宿泊予定日の 12 時まで ５０％ 
宿泊予定日に申し出がない場合(不泊) １００％ 
(注) 取消した泊数にかかわらず、一人につき 1 泊分の取消料のみとする。 

② 入宿後 
エントリーされた選手・監督・コーチ・マネージャー等が競技の結果(敗戦等)により、予定し

ていた宿泊を取消す場合のみ次の区分を適用する。その他の事情による取消しは宿泊料金表に

よる金額を支払うものとする。 
区 分 宿泊取消料 

宿泊予定日の前日まで 不要 
宿泊予定日の当日 ５０％ 
(注)  取消した泊数にかかわらず、一人につき 1 泊分の取消料のみとする。 

オ．宿泊申込み後、変更・取消しの申し出がないまま宿泊をしなかった場合の取消料は、上記、ウ・

エの定めに係らず、宿泊料金の全額とする。 
カ．入宿後は代表者と宿舎間で滞在予定、食事の有無、食事時間、利用に際しての注意事項、競技

結果による宿泊変更の可能性の有無について打合せを行うものとする。 
2 泊以上の場合は、宿舎と「宿泊連絡票」（施設にて配布）を毎朝手交し、宿泊人数、食事等

の利用実績と予定を確認することとする。 
特に、競技特性により勝ち帰り、負け帰りが発生する可能性がある場合は宿泊施設に事前に

綿密に打ち合わせを行うものとする。 
 
６ 宿泊予納金

大会参加者の予納金は不要とする。 
 
７ 食 事

(1) 大会参加者に提供する食事は、衛生的でバランスのとれた献立とする。 
(2) 昼食 

昼食の弁当は 864 円(税込・お茶付き)とし、申込みについては次のとおりとする。 
① 各競技団体は、公益財団法人島根県体育協会ホームページ内の第 74 回国民体育大会中国ブロ

ック大会宿泊・弁当申込ページにアクセスし、弁当必要数を申込むこと。 
② 申込み後に必要数の変更が生じた場合、下記のとおり手続きを行うこと。 

２日前まで 
第 74 回国民体育大会中国ブロック大会宿泊・弁当申込ページより数量の変更

を行うこと。 

前      日 17 時までに中国ブロック大会デスク（JTB 松江支店内）に申し出ること。 

 
(3) 食事時間 

宿舎での食事時間については、宿泊者と宿舎間で話し合って決めること。 

 
８ 宿泊料金等の支払い 

(1) 宿泊料金 
宿泊責任者が、各宿舎の指定する方法により原則現地での現金精算とする。 
(クレジット精算ができる宿舎においてはクレジット精算でも可能とする。) 

(2) 弁当料金 
利用日の 週間前までに、人数×弁当代を大会デスク指定振込口座へ事前に振り込む。

請求書は申込代表者宛に事前送付することとする。

振込みの際は県名、競技名、代表者名を明記することとする。

※宿舎では弁当支払いの受付は行わない。

変更・取消し・欠食等における返金・追加請求について

返金の場合：大会終了後、指定の「返金振込先」口座にＪＴＢより返金することとする。

追加請求の場合：申込代表者に追加請求することとする。 
 
 
 

 
〒６９０－０００３  
島根県松江市朝日町４７７－１７ 

株式会社 JTB 松江支店 
「第 74 回国民体育大会 中国ブロック大会デスク」 

 
TEL0852-23-6720  FAX0852-23-7739  Mail :kokutaichugoku-shimane@jtb.com 
大会担当者 三代・陰山・木村 
営 業 時 間 月～金曜日 ９時３０分から１７時３０分（土・日祝日休業） 
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第 回国民体育大会（第 回冬季大会）

参加選手・監督交代（変更）届

１ 参加申込者 
競技名  

種別  
種目  

参加申込者名  

２ 交代（変更）の理由 
 

３ 交代（変更）者  
フリガナ  

生年月日    年 月 日生（ 歳） 
氏 名  

所属区分※１  所属の所在地※２  

職 業 
 勤務先・ 

学校名等 
 

第 回大会参加 
都 道 府 県 名 

 
 

第 回大会参加 
都 道 府 県 名  

例外適用

※３  

中央競技団体 
登 録 の 有 無 有 ・ 無 有の場合 

番 号 等 
 

そ の 他 の 必 要 事 項 
（身長、体重、記録等）  

※１ 次のいずれを選択して参加したかを記入。 
成年種別 （ア．居住地を示す現住所 イ．勤務地 ウ．ふるさと）

少年種別 ア．居住地を示す現住所 イ．学校教育法第１条に規定する学校の所在地 ウ．勤務地

エ．「 エリートアカデミーに係る選手の参加資格の特例措置」に定める小学校の

所在地

※２ 所在地は、市区町村名まで記入。ふるさとを選択した場合には「卒業学校名」を記入。

※３ 今回（第 回大会）と第 回大会（不出場の場合は第 回大会）の参加都道府県が異なる場合

のみ記入。［１ 新卒業者 ２ 結婚又は離婚 ３ ふるさと（成年） ４ 一家転住（少年）、５．

エリートアカデミー（少年）、６ 東日本大震災に係る特例措置］

令和 年 月 日

第 74 回国民体育大会（第 75 回冬季大会）中国ブロック大会 
島 根 県 実 行 委 員 会 会 長 様 

 

公益財団法人 県体育（スポーツ）協会 

会 長（代表者）  

（当該競技団体） 協会・連盟 

会 長（代表者） 印 

印 


